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はじめに 

 

 2018年６月 13日、成年となる年齢を 18歳とする民法の一部を改正する法律（平

成 30 年法律第 59 号）が国会で成立した。同法律の施行日となる４年後の 2022 年

４月１日には、18 歳・19 歳の若者も成人として扱われるようになり、保護者らの

同意なくして様々な契約の締結を自由に行うことが可能となる。その一方で、民法

上の未成年者契約の取消しの適用対象から外れることになり、消費者被害の拡大を

懸念する声も挙がっているところである。 

 平成 29 年版消費者白書の報告から、若者は様々な消費者被害に遭っていること

がうかがわれる。若者の消費者被害を未然に防止するための対策を講ずることは喫

緊の課題であるが、若者が消費者被害に遭うことについて、その根底にある要因を

解き明かす必要性も指摘されてきた。「成年年齢引下げ」に関する議論は以前より

展開されていたところ、特に 2016年から 2017年にかけては、内閣府消費者委員会

の「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ」において、新たに成年となる

者の消費者被害の防止・救済のための対応策についての検討が行われ、その報告書

の中で、若者が消費者被害に陥りやすい心理的な背景に関する調査研究を行うべき

である旨の提案がなされている。 

 このような経緯を踏まえ、消費者庁では、若者が消費者被害に遭う要因について、

心理面に焦点を当てて分析を行う目的で、2017年９月に「若者の消費者被害の心理

的要因からの分析に係る検討会」（以下「本検討会」という。）を立ち上げた。本検

討会に関しては、徳島県内に開設した消費者庁の「消費者行政新未来創造オフィス」

が主たる事務局の役割を担い、同オフィスの基礎研究プロジェクトの１つとして実

施してきたものである。また、本検討会は、立正大学心理学部の西田公昭教授を座

長として迎え、西日本の有識者を中心に委員を構成し、計６回の開催を通じて議論

を重ねた。また、開催に当たっては、第４回目の大阪開催を除き、徳島を主たる開

催地とした。なお、徳島で開催した際は、東京の消費者庁とテレビ会議システムを

つなぎ、徳島・東京間でもリアルタイムで議論を行った。 

 2009年に消費者庁が設立されて以来、消費者被害に遭う要因について、心理面か

らの分析を行うのは初の試みである。特に今回、本検討会の下、サンプル数約１万

人という大規模なアンケート調査を実施したことで、若者が消費者被害に遭う心理

的要因についての論拠を得られたことには大きな意義がある。あわせて、悪質事業

者から勧誘を受けた経験のある若者やその関係者へのヒアリング調査も実施し、若
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者が消費者被害に遭う際の詳細な心の動きについて把握する画期的な調査になっ

たと自負している。 

 

 ここで、本報告書の構成を簡単に紹介しておく。まず第１章において、消費生活

相談の状況等から現代の若者の消費者被害について全体像を把握し、第２章でアン

ケート調査、第３章でヒアリング調査について、それぞれの結果の提示と分析を行

う。また、第２章及び第３章で明らかにした若者が消費者被害に遭う要因となる心

理状態を踏まえ、第４章では「若者が購入・契約の判断に至るまでの心理モデル」

を明らかにしていく。さらに第５章では、心理面に関する発展的なテーマとして、

被害に遭った若者が加害者に転じてしまうケースに着目し、マインド・コントロー

ルについての考察を行う。また、第６章及び第７章では、現代の若者が消費者被害

に遭いやすい背景や特徴として、ＳＮＳや若者の知識について整理し、第８章にて、

第１章から第７章までのまとめを行う。さらに、それらを踏まえて、若者の消費者

被害の未然防止に必要と考えられる点を第９章で論ずる。第 10 章は発展的なテー

マとして位置付け、本検討会における分析で中心に据えた「心理学」と、法分野と

の関係性について取り上げる。 

 本検討会では、様々な面からの調査分析を行った結果、若者が消費者被害に至る

までの心理プロセスと、被害に遭う心理的要因やその周辺的な要素を明らかにする

ことができた。若者がどのような心理状態に陥って被害に遭ってしまうのか、被害

に遭いやすい人と遭いにくい人の差はどこにあるのか、現代の若者が被害に遭う背

景にはどのような事情があるのかなど、若者の消費者被害の要因を探る上で有用な

論点について検討・分析を重ねた内容は、本検討会の成果として特に御注目いただ

きたいと考えている。また、アンケート調査やヒアリング調査など本検討会におい

て検討するに当たって御協力いただいた皆様には、この場を借りて御礼申し上げた

い。 

 本報告書の内容については、これまでに例のない取組の成果として、今後、本報

告書や概要版資料を通じて、行政や教育の現場でも積極的に御活用いただきたい。

また、それと同時に、消費者たる若者たちが被害に遭わないよう意識するためのヒ

ントとなれば幸いである。 
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第１章 若者の消費者被害の現状分析 

若者が消費者被害に遭う心理的要因を分析するに当たり、本章では、現在の若者

の消費者トラブルや消費者被害を概観する。 

 

１．若者の消費生活相談の現状 

 現在の若者の消費者トラブルや消費者被害について、全国の消費生活センター等

に寄せられた若者の消費生活相談件数を通じて、その傾向や特徴を整理する。 

（１）若者の消費生活相談の傾向 

 15歳～29歳の若者に関する消費生活相談件数の推移を見ると、15歳～19歳の

相談件数に比べ、20 歳～24 歳の相談件数は約２倍で推移している。2015 年まで

は、20歳～24歳の相談件数は 25歳～29歳の相談件数よりもやや少ない傾向にあ

ったが、2016年を境に逆転している。 

図１-１ 契約当事者年齢が 15歳～29歳の相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「男性」、「女性」の数に加え、「不明」、「無回答（未入力）」を含む。 

    2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

男性 

15歳～19歳 12,009 13,031 13,383 10,840 11,390 11,709 10,927 8,442 6,712 

20歳～24歳 23,257 20,416 18,530 17,896 17,367 19,216 19,575 18,507 16,878 

25歳～29歳 30,355 26,299 23,053 20,914 19,136 20,163 19,580 18,048 16,474 

女性 

15歳～19歳 8,376 8,478 7,142 6,275 7,520 7,973 8,358 7,712 6,180 

20歳～24歳 26,585 23,506 20,392 18,762 19,782 20,760 21,512 20,747 20,688 

25歳～29歳 30,917 27,163 24,315 22,498 21,725 22,400 21,667 20,245 19,938 

合計1 

15歳～19歳 20,464 21,610 20,637 17,202 19,042 19,794 19,437 16,386 13,088 

20歳～24歳 49,967 44,041 39,042 36,785 37,247 40,073 41,296 39,512 37,793 

25歳～29歳 61,396 53,567 47,473 43,488 40,944 42,641 41,414 38,468 36,549 

15歳～19歳 20歳～24歳

男性 女性

25歳～29歳
70,000 件 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

          ２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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また、18歳・19歳と 20歳～22歳で年代を区切って相談件数の平均値を比較して

みると、18 歳・19 歳の平均値より、20 歳～22 歳の平均値の方が高くなっている。 

図１-２ 契約当事者年齢が 18歳～22歳の年別相談件数（平均値） 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。

 ２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 

2011 年   2012 年   2013 年   2014 年   2015 年    2016 年  2017 年 
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若者の相談件数を商品・サービス別にみると、「デジタルコンテンツ（全般）」、「他

のデジタルコンテンツ」、「アダルト情報サイト」、「出会い系サイト」に関する相談

は、15歳～19歳、20 歳～24歳、25 歳～29歳で男女共に上位となっている。「賃貸

アパート」については、男女共に 20歳代以降に上位となっている。 

男性では 20歳代以降に「フリーローン・サラ金」に関する相談が多い。 

女性では年齢層ごとに上位にみられる商品・サービスの違いはあるが、美容に関

わる相談が多い。 

 

表１-１ 若者の商品・サービス別上位相談件数（2017年） 

男性 

  15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 

  件数 6,712 件数 16,878 件数 16,474 

1 アダルト情報サイト 1,025 賃貸アパート 1,089 賃貸アパート 1,672 

2 デジタルコンテンツ（全般） 434 デジタルコンテンツ（全般） 977 デジタルコンテンツ（全般） 1,007 

3 オンラインゲーム 356 アダルト情報サイト 936 フリーローン・サラ金 960 

4 テレビ放送サービス（全般） 309 フリーローン・サラ金 886 アダルト情報サイト 630 

5 ビジネス教室 274 商品一般 725 商品一般 554 

6 他のデジタルコンテンツ 242 普通・小型自動車 595 光ファイバー 500 

7 出会い系サイト 182 出会い系サイト 527 普通・小型自動車 484 

8 商品一般 173 他のデジタルコンテンツ 510 他のデジタルコンテンツ 467 

9 賃貸アパート 149 光ファイバー 472 携帯電話サービス 369 

10 普通・小型自動車 105 他の内職・副業 405 出会い系サイト 327 

11 光ファイバー 105 モバイルデータ通信 347 モバイルデータ通信 312 

12 新聞 102 携帯電話サービス 311 結婚式 264 

13 携帯電話サービス 92 役務その他サービス 247 オンラインゲーム 246 

14 オートバイ 88 テレビ放送サービス（全般） 229 役務その他サービス 225 

15 相談その他（全般） 85 ファンド型投資商品 222 他の内職・副業 199 
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女性 

  15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 

  件数 6,180 件数 20,688 件数 19,938 

1 他の健康食品 576 脱毛エステ 2,093 賃貸アパート 1,608 

2 アダルト情報サイト 524 デジタルコンテンツ（全般） 1,261 脱毛エステ 1,375 

3 デジタルコンテンツ（全般） 476 賃貸アパート 1,130 デジタルコンテンツ（全般） 1,340 

4 テレビ放送サービス（全般） 193 出会い系サイト 940 商品一般 651 

5 他のデジタルコンテンツ 188 アダルト情報サイト 768 出会い系サイト 628 

6 コンサート 184 他のデジタルコンテンツ 665 他のデジタルコンテンツ 591 

7 脱毛剤 180 他の健康食品 661 他の健康食品 567 

8 商品一般 155 商品一般 600 アダルト情報サイト 535 

9 出会い系サイト 153 痩身エステ 456 フリーローン・サラ金 473 

10 賃貸アパート 146 モバイルデータ通信 443 モバイルデータ通信 395 

11 脱毛エステ 143 フリーローン・サラ金 385 携帯電話サービス 337 

12 健康食品（全般） 119 他の内職・副業 373 結婚式 334 

13 酵素食品 106 美顔エステ 363 光ファイバー 328 

14 野菜飲料 90 エステティックサービス（全般）  311 痩身エステ 267 

15 携帯電話サービス 83 携帯電話サービス 290 役務その他サービス 267 

 

  
 

            

              

              

 

  

（備考） １．PIO-NETに登録された契約当事者年齢が 15 歳～29 歳の消費生活相談情報（2018 年６月 30 日まで 
の登録分）。 

          ２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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（２）販売購入形態別の傾向 

  20歳代の若者に関する消費生活相談を販売購入形態別にみると、2017年の

「店舗購入」に関する相談件数は2009年の約６割となっている。「インターネッ

ト通販」は2010年以降２万件台で推移している。「マルチ取引」は、2011年以

降、総じて増加基調である。 

 

表１-３ 契約当事者年齢が20歳代の販売購入形態別相談件数 

  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

店舗購入 40,436 37,690 32,362 30,217 28,410 27,955 27,907 25,907 25,897 

訪問販売 7,686 6,936 6,018 5,854 6,095 5,919 5,774 5,734 5,273 

インターネット 

通販 
- 27,661 27,549 24,061 25,122 29,192 28,769 25,274 23,266 

インターネット通

販以外の通信

販売 

- 10,074 7,652 6,966 5,524 5,831 5,632 5,696 5,158 

マルチ取引 3,833 2,779 2,470 2,810 2,942 3,424 3,750 4,297 3,699 

電話勧誘販売 2,968 2,282 1,663 1,719 1,705 2,124 2,417 2,224 1,939 

ネガティブ・ 

オプション 
81 64 55 44 90 87 86 100 147 

訪問購入 - - - - 148 159 137 148 137 

その他無店舗 837 898 777 792 832 673 657 811 802 

不明・無関係 11,059 9,224 7,969 7,810 7,323 7,350 7,581 7,789 8,024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

 

          ２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 

     ３．特定商取引法の改正に伴い、2013 年２月 21 日以降受付分より、販売購入形態に「訪問購入」 

を設定している。 

４．PIO-NETにおける「販売購入形態」は、必ずしも特定商取引法に基づくものではない。 
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また、2009 年から 2017 年までの「マルチ取引」についての相談件数を年齢層別

に比較すると 20歳代の相談件数が突出している。 

 

図１-３ マルチ取引の契約当事者年齢別相談件数 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

          ２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 

３．PIO-NETにおける「販売購入形態」は、必ずしも特定商取引法に基づくものではない。 

2009 年  2010 年   2011 年   2012 年  2013 年  2014 年  2015 年  2016 年  2017 年 
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20歳代のキャッチセールス、アポイントメントセールス、デート商法の相談件数

は、2011年頃までは減少傾向だったが、2011 年から 2014年まではほぼ横ばいであ

る。アポイントメントセールス及びデート商法の相談件数は、その後もほぼ横ばい

である一方、キャッチセールスの相談件数は 2014年を境に減少傾向に転じている。 

 

図１-４ 契約当事者年齢が 20歳代のキャッチセールス等に関する相談件数 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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（３）信用供与に関する消費生活相談の傾向 

  20 歳代の若者の消費生活相談のうち、信用供与に関する相談件数については、

「販売信用2」が増加傾向にある。一方で、「借金契約3」については、やや減少傾

向にある。 

 

図１-５ 契約当事者年齢が 20歳代の信用供与に関する相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                                                   
2 「販売信用」とは、信販会社等から、商品・役務の購入に当たって支払う代金に対して信用供与を受けた場

合（クレジットカード払い等）、又は受けることを前提とした相談である。 
3 「借金契約」とは、金融機関等から金銭を借りた場合、又は借りることを前提とした相談である。 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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（４）その他 

  若者の消費生活相談で、その他注目すべきと考えられる相談内容について、相

談件数の傾向を整理する。 

 

 ①ＳＮＳに関連があるもの 

  2013年までは横ばいであったが、2014年以降は増加傾向にある。 

 

図１-６ 契約当事者年齢が 20歳代のＳＮＳに関する相談件数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②エステティックサービス 

  2011年から 2016年までは横ばいであったが、2017年に増加に転じている。 

 

図１-７ 契約当事者年齢が 20歳代のエステティックサービスに関する相談件数 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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③美容医療 

 2011年から 2015年までは増加傾向にあったが、その後、減少に転じている。 

 

図１-８ 契約当事者年齢が 20歳代の美容医療に関する相談件数 
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30 日までの登録分）。 

２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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２．若者の消費者被害の具体例 

ここでは、若者が具体的にはどのような被害に遭っているのかについて、不審と

思われる勧誘であったが購入・契約した事例や、勧誘等を受けて後から考えれば不

本意な購入・契約をした事例など、近年寄せられた具体的な個別の相談事例4を紹介

する。 

 

（１）友人に誘われ投資用教材を契約したが、消費者金融への返済が困難になっ

た事例 

  友人から突然電話があり「すごい人に会ってほしい」と言われ、カフェで会

うことになった。友人から、日経 225先物についての投資用教材ソフトがある

ことや、その教材のすばらしさについて説明を受けた後、高級ブランド品を身

に着けたＡ氏がやってきて、「うまくいっている」と言われた。翌日教材を契約

することになっていたが、不安になり、友人に契約するのをやめたいと話した

ところ、「何が不安なのか。一緒にやろう」と説得され、翌日契約した。代金 58

万円は消費者金融で借りるよう言われ、友人が「フリーターで月収 16万円と話

すように」と消費者金融での借り方を教えてくれた。また、証券会社で取引口

座を開設するために「未上場会社の役員」と記載するよう言われた。人を勧誘

して契約に至ればマージンを得られることは契約時に説明されていた。うそを

ついてお金を借りたり、証券口座を開いたりしたことに罪悪感がある上、資金

がないので日経 225先物の取引はできない。人を誘うことにも罪悪感がありで

きない。返済が困難で親に肩代わりしてもらった。                      

（2015年 10月 20歳代、男性、学生、東京都） 

 

（２）ＳＮＳで知り合った人から競馬ソフト販売の会社を紹介され消費者金融で

金を借り契約した事例 

１か月前にＳＮＳで知り合った男性から食事をしようと誘われた。その場に

行ったら他にも女性がいて３人で話をした。女性が「お金が貯まらない」とい

う話を始めたところ、男性が「お金がコツコツ貯まる話がある。その話に関す

る社長を知っているので紹介する」と話し出した。誘われるまま事務所に行く

と社長がいて「『競馬ソフト』を買えば、自動システムで馬券が購入でき、当た

れば金が貯まる」と説明を受けた。女性から一緒に買おうと勧められ、興味を

持ったので買うことにした。競馬ソフトは約 90 万円で、消費者金融でお金を借

りるよう指示された。その際、年収を 300万円と書くよう言われ、２社から 80

万円を借り、残りは持っていた現金を加えてその場で払った。ソフトの売買契

約書は、男性が「無くすと困るから預かる」といって渡されなかった。あらか

                                                   
4 全国の消費生活センターに寄せられた相談。 
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じめネット銀行に 10 万円を入金しておき、スマホのサイトで馬券の自動購入が

行われ当たると入金される仕組みだが、当たっても手数料を引かれるだけで入

金されず、現在７割ほどに減っている。ソフトは封を開けていない。だまされ

たと思うので解約し返金してほしい。 

 （2018年２月 20歳代、女性、給与生活者、東京都） 

 

（３）必ず利益を得られると言われ、ホームページ作成を依頼し料金を支払った

事例 

  スマートフォンを使って内職をしようと思い、「在宅ワーク」というキーワー

ドでインターネット検索をした。すると、ホームページを使って自分で作った

情報商材等を売ることで収入になるという在宅ワークが見つかった。内容を信

じて契約することにしたが、業者から、「まずはホームページを作る費用として

50万円が必要」と言われ、振り込んだ。その後、業者からホームページのＵＲ

Ｌを教えられたが、すぐに「あなたのホームページへのアクセスがすごい。も

っと拡大しないといけないが 400万円かかる。200万円は会社で負担するので、

残り 200万円を負担してほしい。必ず儲(もう)かるから借金しても大丈夫」と

連絡があった。しかし、教えられたホームページに入ろうとしても、エラーに

なってしまう。おかしいと思って、業者の情報をネットで調べたら、詐欺的な

会社だという書き込みが多数見つかった。 

（2016年４月 22歳、女性、家事従事者、静岡県） 

                           

（４）痩身エステの中途解約を申し出たが、支払請求額が高額すぎる事例 

  インターネットで必ず痩せるというエステのモニター募集の広告を見付け

た。500円と安かったので試してみようと思い、インターネットで予約を入れ

た。店に出向くと、店員から３か月 15回コースを勧められた。約 20万円と高

額であったため、母親に相談すると言って母に電話を入れたが連絡がつかず、

３時間も経ってしまった。後日、出直そうと思ったが、「後日では料金プランが

変わるから契約するなら今日中が安い。もう 20 歳だから自分で決めればいいの

ではないか」などと担当者に言われ、３時間待たせた申し訳なさもあり、エス

テとクレジットの両方の契約をした。その後、３回施術を受けても体重は増

え、ウエストも太ももも変わらないので中途解約を申し出た。しかし、施術

代、クリームやドリンク代として約 13万円請求された。 

（2016年２月 20歳、女性、学生、東京都） 

 

（５）街中で声を掛けられ、タレント事務所に同行して所属契約をした。翌日解

約を申し出たら、違約金を請求された事例 

  街中で芸能事務所の男性から声を掛けられた。芸能活動に興味があったの
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で、事務所に同行し、説明を聞いた。その場で所属契約を了解し、芸名が記載

された契約書に署名した。しかし、冷静になって考えると、私の希望はタレン

ト活動なのに、グラビアやモデルの仕事も受けなければならない契約だったた

め、解約したいと業者に伝えた。担当者から、既に得意先が私を気に入り、撮

影の準備に入っているので、撮影後にやめるか、３万円の違約金を払うかどち

らかを選ぶようにと言われた。契約書を確認すると、契約期間内にやめる場合

は、宣材撮影費用３万円をペナルティーとして払うものとすると書いてあっ

た。まだ撮影も受けていないのに、支払わなければならないのか。                                   

（2016年７月 21歳、女性、給与生活者、東京都） 

 

（６）ＳＮＳで知った女性に連れて行かれた事務所で自己啓発セミナーの契約を

勧められ借金で会費を払うよう言われた事例  

人見知りの性格について、悩み等を書き込んだら、女性が共感の書き込みを

してくるようになった。先月から実際に会うようになり、性格改善に詳しい人

を紹介すると言われた。昨日、その女性に、ビル内の事務所に連れて行かれ

た。そこで代表者の男性を紹介され、セミナーの受講を勧められた。入会金約

90万円を払えば、自己啓発セミナーを全て無料で受講できるという。同席した

女性も話に加わり「いいじゃない。この機会に全額払っちゃおうよ」などと言

った。「学生だから、そんな大金は払えない」と言ったところ、男性が「銀行で

ローンカードを作れ。その際は、申込書に当社の正社員と記入するように」と

言った。２人から強く言われ断りきれず、仕方なく女性同行で銀行に行った。

しかし申込書に「勤続１年」と書いたため与信限度額は 50万円と言われた。女

性が事務所と連絡を取り、さらに他の銀行でカードを作り残り約 40万円を借り

ろと言う。これ以上カードは持ちたくない。女性にセミナーは契約しない旨を

伝え終電で帰宅した。お金は１円も借りていない。         

（2016年３月 20歳、男性、学生、愛知県） 
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【コラム１】過去の若者の代表的な消費者被害事件 

 

 消費者問題が社会的に認知されるようになった 1965 年頃から既に、若者を狙

った悪質事業者による消費者被害が発生していた。ここでは、過去の事件の一部

を紹介する。 

 

（ア）天下一家の会第一相互経済研究所5 

1965 年頃から 1970 年代後半に起きた、ねずみ講による代表的な消費者被害事

件である。地縁血縁関係を利用した勧誘などを行い、延べ約 120万人から約 1,896

億円を集めたといわれている。資産家から一般人まで、あらゆる人を対象に幅広

く勧誘していたが、徐々にこの事件が世間に認知されるようになると、学生など

の若者が勧誘の対象として狙われるようになった。親しい友人などが勧誘者とな

り「いいアルバイトがある」などと言って多数の人を集めた説明会に連れて行き、

いわゆる集団催眠状態にして勧誘していたといわれている。 

 

（イ）株式会社ココ山岡宝飾店6 

  1980年頃から 1990 年末にかけて、ダイヤ等の販売を目的としたキャッチセー

ルスが行われた消費者被害事件である。20歳から 25歳までの若者が主な被害

者であり、平均 150万円もするダイヤを販売していたといわれている。勧誘方

法の一例として、「テナントビルの通路で、若い女性店員がダイヤなどを特に買

う気がない若者に対して、『アンケートに答えてほしい』などと声を掛けて店内

に連れ込む。そして複数人で２時間から６時間もの長時間勧誘を行い、購入し

なければ家に帰れないという状態に追い込む」というものがある。また、５年

後には購入価格で買戻しができるという「買戻し特約」を説得材料に利用して

貯金感覚で契約させていたといわれているが、ココ山岡宝飾店は倒産し、実際

には買戻しが行われず、全国で多くの被害者が出た。 

 

 

 

 

  

                                                   
5 堺次夫（1979）『マルチ商法とネズミ講』株式会社三一書房 

  『AERA（1992.７.７）』 朝日新聞出版 
6 『消費者法ニュース No.33 1997.10』消費者法ニュース発行会議 

 ココ山岡被害者救済全国弁護団連絡会議（編）『ココ山岡事件記録クレジット代金を返せ！』花伝社 
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第２章 アンケ-ト調査結果と分析 

第１章で見てきたように、「不審と思われる勧誘であったが購入・契約した」、「勧

誘等を受けて、後から考えれば不本意な購入・契約をした」といったような、若者

の消費者被害が起きている。 

しかし、これまで、若者が消費者被害に遭う際の心理プロセスについては、詳細

な調査がほとんど実施されていないといわれている7。そのため、（本人は不審な勧

誘であると感じていなくとも）第三者から見て、一般的には不審感を抱くと考えら

れる勧誘（以下「不審感を抱くような勧誘」という。）を受けて、なぜ購入・契約の

判断に至るのかといった心理的状況については、相談事例等から推測できる範囲以

上のことは明らかではなかった。 

また、消費者被害に遭う若者がいる一方で、被害を回避できている若者もいる。

両者の違いを明らかにすることは、消費者被害の未然防止を考える上で重要である。 

このため、本検討会では、不審感を抱くような勧誘を受けた経験のある若者を対

象として、インターネット上で約１万人規模のアンケート調査を実施した。本章で

は、アンケートの集計結果を紹介するとともに、結果を基に、若者が消費者被害に

遭う際の心理的要因を分析する。 

 

１．アンケ-ト調査の実施概要 

調査対象 不審感を抱くような勧誘を受けた経験のある全国の 18 歳～29

歳の若者 

回答者数 11,238 人8 

調査時期 2018 年２月９日（金）～2018 年２月 23日（金） 

調査方法 インターネット調査 

調査委託会社 株式会社イード 

回答について ・スクリーニング（回答者の選別）について 

以下の６項目に該当するような勧誘経験があるかを尋ね、１

つ以上該当した人のみが問２以降を回答した。 

 

 

                                                   
7 「平成 20年版国民生活白書」では、振り込め詐欺の被害者の心理について、心理学や脳科学の知見もいか

して、購買行動実験の結果等も踏まえた考察を行っている。 
8 最後の問まで回答できたもののうち、ストレート回答、重複回答、自由回答欄が明らかに不真面目であると

思われるものについては、回答者数から除外。なお、11,238人は、スクリーニング後の回答者数。 
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・問３-１～問３-21の回答について 

問１で「経験がある」と回答した勧誘のうち、回答者が最も

印象に残っているもの、あるいは最も不快な思いをしたもの１

つについての回答である。 

現在学生の人：18歳以降の経験で回答 

上記以外の人：20歳前後（18歳～22歳頃）の経験で回答 

 

  

①お店以外で、商品等の購入やサービス等の契約についての勧誘を受 
けたことがある 

②無料体験・格安販売等の広告・宣伝物を見てその場に行き、高額な商 
品等の購入やサービス等の契約についての勧誘を受けたことがある 

③商品・サービス等に対しての理解が不足している状態で（よく分から 
ないまま）、購入・契約を促されたことがある 

④販売員ということを告げずに近づかれ、親しくなった後、商品等の購 
入やサービス等の契約についての勧誘を受けたことがある 

⑤お店等に入り、通常そのようなお店等で販売・提供しているとは思え 
ない商品等の購入やサービス等の契約についての勧誘を受けたこと 
がある 

⑥その他、商品・サービス等の購入・契約に関する不本意な勧誘をされ 
て強く不快な思いをしたことがある 
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 ２．基礎データ9 

（１）アンケート集計結果 

 

図２-１ 回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２ 回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
9 Ｎとは、比率算出の基数を表すもので、回答総数、又は分類別の回答者数のことである。 
百分比（％）は、小数点以下第二位を四捨五入し、小数点以下第一位までを算出した。そのため、比率の合計
値が 100％にならない場合がある。 

(N=11,238) 

(N=11,238) 

男性, 26.5 %

女性, 73.5 %

18歳, 1.4 %

19歳, 2.4 %

20歳, 3.2 %

21歳, 3.9 %

22歳, 5.6 %

23歳, 6.4 %

24歳, 7.0 %

25歳, 

10.1 %

26歳, 

12.1 %

27歳, 14.1 %

28歳, 16.0 %

29歳, 17.9 %
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図２-３ 回答者の年齢（２歳ごと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-１ 回答者の居住地（都道府県）（％） 

 

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 

5.0 1.1 0.9 2.3 0.8 0.8 1.1 

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 

1.7 1.1 1.4 5.0 4.0 13.6 7.1 

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 

1.4 0.7 1.0 0.7 0.5 1.2 1.5 

静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 

2.4 6.9 1.4 1.3 2.9 8.7 5.0 

奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

1.1 0.6 0.5 0.4 1.5 2.8 1.0 

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 

0.6 0.5 0.8 0.4 4.0 0.5 0.8 

熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県   

0.9 0.6 0.5 0.8 0.8   

(N=11,238) 

18歳～19歳, 3.8 %

20歳～21歳, 7.2 %

22歳～23歳, 

12.0 %

24歳～25歳, 17.0 %

26歳～27歳, 26.2 %

28歳～29歳, 33.9 %

(N=11,238) 
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図２-４ 回答者の職業（在籍している学校）等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-５ （回答時点で学生ではなかった人の）最終学歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=11,238) 

(N=9,266) 

会社員、公務員、団

体職員（正社員、派

遣、契約社員、非常

勤、嘱託等）, 48.5%

専業主婦・

主夫, 

13.1%

パート・アルバイト・

フリーター, 12.9%

大学生, 11.7%

無職・休職中・

求職中, 4.7%

自営業・個人事業

主・フリーランス・

自由業（開業医等）, 

2.7%

大学院生, 1.8%

高校生・高等専門学校生, 

1.7%

専門学校生, 1.1%
浪人・予備校生, 0.8%

短大生, 0.4%

その他, 0.7%

大学, 46.9%

高等学校, 22.8%

専修学校・各種学校

等, 13.6%

短期大学（高専等を

含む）, 8.7%

大学院, 4.0%

中学校, 2.8% その他, 1.3%
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これまでに不審感を抱くような勧誘を受けた経験があるかどうか尋ねたところ、最も多い

ものが「お店以外で、商品等の購入やサービス等の契約についての勧誘を受けたことがあ

る」で 79.8パーセント、次に多いのが「無料体験・格安販売等の広告・宣伝物を見てその

場に行き、高額な商品等の購入やサービス等の契約についての勧誘を受けたことがある」で

32.7パーセントであった。 

 

問１．これまでの生活において、あなたは下記のような経験がありますか。以下の当てはまるものを

全てお選びください。（複数回答） 

 

図２-６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=11,238) 

お店以外で、商品等の購入やサービス等の

契約についての勧誘を受けたことがある 

無料体験・格安販売等の広告・宣伝物を 

見てその場に行き、高額な商品等の購入 

やサービス等の契約についての勧誘を受 

けたことがある 

販売員ということを告げずに近づかれ、 

親しくなった後、商品等の購入やサービ 

ス等の契約についての勧誘を受けたこと 

がある 

商品・サービス等に対しての理解が不足 

している状態で（よく分からないま 

ま）、購入・契約を促されたことがある 

お店等に入り、通常そのようなお店等で販 

売・提供しているとは思えない商品等の購 

入やサービス等の契約についての勧誘を受 

けたことがある 

その他、商品・サービス等の購入・契約に 

関する不本意な勧誘をされて強く不快な思 

いをしたことがある 

3.7 

8.1 

13.0 

26.6 

32.7 

79.8 

0 20 40 60 80 1000％     20％    40％       60％    80％   100％ 
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 不審感を抱くような勧誘経験について、実際に購入・契約したかどうかを尋ねたところ、実

際に購入・契約したのは、いずれの項目も２～３割程度であった。 

 

問２．問１でお答えいただいた勧誘経験についてお伺いします。最終的に、購入・契約をしましたか。

当てはまるものを１つお選びください。 

 

図２-７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お店以外で勧誘を受けた、商品等の購入やサー 

ビス等の契約の購入やサービス等の契約 

(N=8,968) 

無料体験・格安販売等の広告・宣伝物を見てそ 

の場に行き勧誘を受けた、高額な商品等の購入 

やサービス等の契約の購入やサービス等の契約  

(N=3,676) 

販売員ということを告げずに近づかれ、親しく 

なった後に勧誘を受けた、商品等の購入やサー 

ビス等の契約(N=1,458) 

お店等に入り、通常そのようなお店等で販売・ 

提供しているとは思えない商品等の購入やサー 

ビス等の契約を勧められて行った購入・契約  

(N=910) 

商品・サービス等に対しての理解が不足してい 

る状態で（よく分からないまま）、購入・契約 

を促されて行った購入・契約 (N=2,994) 

その他、商品・サービス等の購入・契約に関す 

る不本意な勧誘をされて強く不快な思いをして 

行った購入・契約 (N=416) 

29.1 

22.3 

20.4 

32.6 

32.2 

21.6 

70.9 

77.7 

79.6 

67.4 

67.8 

78.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

購入・契約した 購入・契約しなかった
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22.2 17.7 11.8 0.8 7.3 5.6 4.1 8.3 3.0 11.8 3.9 

2.0 
1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

友人・知人を介して紹介されたこと

街中を歩いていて声を掛けられたこと

電話が掛かってきたこと

キャンパス内で声を掛けられたこと

ＳＮＳ を通してメッセージがきたこと

メールがきたこと

郵便物が送られてきたこと

自らお店等に行ったこと

広告・宣伝物を見て、自ら連絡したこと

自宅に訪問があったこと

イベント会場やセミナー会場に行ったこと

上記以外のインターネット上のやり取り

その他

以降は、これまで経験した不審感を抱くような勧誘のうち、最も印象に残っているもの、あ

るいは最も不快な思いをしたもの 1つについて回答。 

 

勧誘を経験した際の、最初のきっかけを尋ねたところ、最も多かったのが「友人・知人を介

して紹介されたこと」で 22.2 パーセント、次に多かったのが「街中を歩いていて声を掛けられ

たこと」で 17.7パーセントであった。 

 

問３-１．勧誘経験をした際の、最初のきっかけは何でしたか。最も当てはまるものを 1 つお選びくださ

い。 

図２-８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

(N=11,238) 

文書やメッセージの

送付・送信 
（声掛け等をされる前に）

自ら訪問・連絡 

 

声を掛けられた・ 

電話が掛かってきた 
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31.7 28.7 24.2 6.0 4.2 

1.5 
1.3 1.2 0.3 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

お店等の人

友人・知人（ＳＮＳ等インターネット上で知り合った人を除く）

初対面（全く知らない）の人

先輩

ＳＮＳ等インターネット上で知り合った友人・知人

家族や親戚

後輩

恋人あるいは好意を寄せている人

有名人

その他

誰から勧誘されたのかを尋ねたところ、「お店等の人」が 31.7 パーセントで最も多く、次に

多かったのが「友人・知人（ＳＮＳ等インターネット上で知り合った人を除く）」で 28.7 パー

セントであった。「初対面（全く知らない）の人」は 24.2 パーセントであった。 

 

問３-２．誰から勧誘されましたか。最も当てはまるものを 1 つお選びください。勧誘者が複数の場合

は主な勧誘者について回答してください。 

 

図２-９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=11,238) 
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勧誘者の年代と性別について尋ねたところ、「10～20 代の女性」、「30～40代の男性」、「10～

20代の男性」、「30～40代の女性」の順に多かった。 

 

問３-３．勧誘者は何歳くらいの男性/女性でしたか。勧誘者が複数の場合は主な勧誘者について、当

てはまるものを 1つお選びください。 

 

図２-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=11,238) 

28.2 22.1 20.4 17.3 

2.4 2.0 

7.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～20代の女性

30～40代の男性

10～20代の男性

30～40代の女性

50代以上の女性

50代以上の男性

不明
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29.4 20.5 5.4 4.9 3.6 

3.3 
1.6 

1.1 0.6 

9.9 6.0 5.4 3.2 

0.7 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無料で（とても安い値段で）～するが、どうか

美容に興味はないか

いい副業がある

就職に不安はないか

いいもうけ話がある

投資に興味はないか

資格に興味はないか

モデル・タレントになりたくはないか

占いを受けてみないか

日常会話や世間話

聞かせたい話があるので、会って話をしてみないか

アンケートに答えてほしい

すごい人がいるので、ぜひ会ってほしい

（知らない人から）メール・ＳＮＳ で会話をしたい

その他

勧誘を受けた時にどのような内容で声を掛けられたか（連絡を受けたか）を尋ねたところ、

「無料で（とても安い値段で）～するが、どうか」が 29.4パーセントで最も多かった。なお、

「美容に興味はないか」の割合が多くなっている点については、回答者に女性の割合が多いこ

とが影響しているものと推測される。（図２-18-２参照） 

また、「日常会話や世間話」、「聞かせたい話があるので、会って話をしないか」、「アンケート

に答えてほしい」、「すごい人がいるので、ぜひ会ってほしい」、「（知らない人から）メール・Ｓ

ＮＳで会話をしたい」というように目的を隠して声を掛けられている（連絡を受けている）の

は合わせて約 25パーセントであった。 

 

問３-４．勧誘を受けた時、どのような内容で声を掛けられましたか（連絡を受けましたか）。最も当て

はまるものを 1つお選びください10。 

 

図２-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
10 問３-４の回答者数（N=9,965）は、問３-１「勧誘経験をした際の、最初のきっかけは何でしたか」において、

「広告・宣伝物を見て、自ら連絡したこと」、「自らお店等に行ったこと」と回答した人を除いた人数。 

問３-５～３-７についても同様。 

(N=9,965) 

目的を隠して

接近している 
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声を掛けてきた人の印象を尋ねたところ、４割以上の人が「とても好印象であった」あるい

は「どちらかといえば好印象であった」と回答した。 

 

問３-５．声を掛けてきた人の印象はどうでしたか。当てはまるものを 1つお選びください。 

 

図２-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（購入や契約の判断とは別に）声を掛けられた時、相手の話を聞いたかどうか（ＳＮＳ等の

場合はメッセージを読んだかどうか）を尋ねたところ、おおむね７割の人が話を聞いた（読ん

だ）と回答した。 

 

問３-６．（購入や契約の判断とは別に）声を掛けられた時、相手の話を聞きましたか（ＳＮＳ等の場合

はメッセージを読みましたか）。当てはまるものを１つお選びください。 

 

図２-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.1 34.0 32.3 14.8 9.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても好印象であった

どちらかといえば好印象であった

どちらともいえない

どちらかといえば印象が悪かった

とても印象が悪かった

67.6 32.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

話を聞いた（読んだ） 話を聞かなかった（読まなかった）・無視した

(N=9,965) 

(N=9,965) 
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25.0 

17.6 

14.7 

14.5 

8.3 

6.9 

2.7 

12.6 

21.5 

23.9 

26.1 

25.9 

14.7 

16.8 

7.7 

7.6 

24.1 

24.2 

21.4 

24.6 

23.2 

18.9 

12.6 

16.5 

19.0 

17.3 

13.4 

15.5 

31.0 

23.8 

25.1 

19.3 

10.5 

16.9 

24.5 

19.5 

22.9 

33.7 

51.9 

44.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

なぜ「相手の話を聞いたのか（読んだのか）／聞かなかったのか（読まなかったのか）」を尋

ねたところ、「怪しい、不審だと感じた」、「逃げにくい状況だった」、「とりあえず話だけは聞い

て後で判断しようと思った」、「話は聞かないと相手に悪いと思った」については、それぞれ「と

ても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した者の割合が４割を超えている。 

 

問３-７．問３-６について、なぜそのような行動をとりましたか。その時思っていたことについて、当て

はまるものを１つお選びください。 

 

図２-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とりあえず話だけは聞いて後で 

判断しようと思った (N=9,965) 

話の内容に興味・関心があった

(N=9,965) 

 

話は聞かないと相手に悪いと

思った(N=9,965) 

逃げにくい状況だった (N=9,965) 

話の内容ではなく、相手に興味

があった(N=9,965) 

怪しい、不審だと感じた 

(N=9,965) 

時間がなかった(N=9,965) 

今思うと良く分からない（特に 

理由はない）(N=357) 
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10.2 

7.0 

6.7 

5.9 

5.8 

4.6 

16.7 

12.3 

11.7 

10.9 

12.3 

11.7 

21.9 

17.9 

16.4 

14.9 

16.2 

19.6 

21.5 

26.7 

25.1 

27.5 

25.6 

25.7 

29.6 

36.1 

40.1 

40.7 

40.1 

38.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

 勧誘を受けた時に何らかの悩みや不安を抱えていたかどうか尋ねたところ、「容姿や能力に関

するコンプレックスを抱えていた」については「とても当てはまる」、「だいたい当てはまる」

又は「やや当てはまる」と回答した者の割合が約 50パーセントであった。 

 

問３-８．今思えば、勧誘を受けた時のあなたは、何らかの悩みや不安を抱えていたと思いますか。当

てはまるものを１つお選びください。 

 

図２-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人間関係（友人・恋人・家族など）

に悩んでいた 

お金に困っていた 

就職活動や学業に不安を感じていた 

日常生活に刺激が欲しいと思って

いた 

容姿や能力に関するコンプレックス

を抱えていた 

誰かを見返したい（評価されたい） 

と思っていた 

(N=11,238) 
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勧誘を受けた際、声を掛けられた後にどこかの場所に移動したか（インターネットやＳＮＳ

でやり取りをしていて他のサイト等に移動したか）を尋ねたところ、18.2パーセントが「飲食

店・喫茶店」に移動し、15.3 パーセントが「勧誘者の自宅や事務所等」に移動したと回答した。

なお、回答者の約半数は、移動（あるいは他のサイト等にアクセス）していなかった。 

 

問３-９．勧誘を受けた際、声を掛けられた後にどこかの場所に移動しましたか。または、インタ-ネット

やＳＮＳでやり取りをしていて他のサイト等に移動しましたか。当てはまるものを１つお選びください11。 

図２-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
11 問３-９の回答者数（N=8,012）は、問３-６「（購入や契約の判断とは別に）声を掛けられた時、相手の話を聞

きましたか（ＳＮＳ等の場合はメッセージを読みましたか）」において、「話を聞かなかった（読まなかっ

た）・無視した」と回答した人を除いた人数。問３-10～３-14 についても同様。 

(N=8,012) 

18.2 15.3 8.5 

2.1 4.9 

36.8 14.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

飲食店・喫茶店

勧誘者の自宅や事務所等

イベント会場や説明会会場

他のサイトや掲示板

上記以外の場所に移動した

（特に移動するよう言われることもなかったため）移動しなかった・他のサイト等にアクセスしなかった

（移動するよう言われたが）移動しなかった・他のサイト等にアクセスしなかった
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63.0 

62.2 

47.7 

46.4 

43.6 

40.6 

30.9 

30.8 

29.3 

20.0 

15.6 

10.2 

37.0 

37.8 

52.6 

53.6 

56.4 

59.4 

69.1 

69.2 

70.7 

80.0 

84.4 

89.8 

はい いいえ

 勧誘を受けた際の勧誘手法を尋ねたところ、「購入や契約をするのは、今が最高のチャンス

であると強調された」に「はい」と回答した者が 63.0パーセントで最も多く、「相手は自分に

対し親しみ・好意を示して接していた」に「はい」と回答した者が 62.2パーセント、「最初は

販売目的が隠されていた」に「はい」と回答した者が 47.7パーセントであった。 

 

問３-10．勧誘を受けた際に、下記のような勧誘手法がありましたか。それぞれについて当てはまるも

のをお選びください。 

図２-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=8,012) 

日時を変えて何度もしつこく勧められた 

同一機会に長時間にわたって、引き止めなが

ら勧められた 

恐怖心や不安な気持ちを強くあおられた 

「購入・契約しないなんてひどい」と非難さ

れた 

購入や契約をするのは、今が最高のチャンスで

あると強調された 

購入や契約を急かされた 

大勢の人が同じものを購入・契約しているの

を見せられた、あるいはその場所に連れて行

かれた 

最初は販売目的が隠されていた 

数人から取り囲まれるようにして勧められた 

相手は自分に対し親しみ・好意を示して接して

いた 

勧誘者は社会的信用のある人物であると説明

された 

何らかの粗品や無料サービスの提供を受けた 

0％     20％    40％       60％     80％       100% 
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8.5 

3.5 

3.6 

4.8 

6.1 

7.2 

9.8 

22.6 

26.0 

27.7 

37.1 

 勧誘内容がどのようなものだったか尋ねたところ、「容姿を美しくするという目的で、美容

医療やエステの契約、健康食品・サプリメントの購入などを勧められた」が 37.1パーセント

で最も多く、「「友達などを誘って組織に入会させ、商品を売れば利益が出る」と勧められた」

が 27.7パーセントであった。 

ただし、「容姿を美しくするという目的で、美容医療エステの契約、健康食品・サプリメン

トの購入などを勧められた」の割合が最も多い点については、回答者に女性の割合が多いこと

が影響しているものと推測される。（図２-18-２参照） 

 

問３-11．勧誘の内容はどのようなものでしたか。当てはまるものを全てお選びください。 

 

図２-18-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=8,012) 

0％     10％    20％       30％     40％ 

容姿を美しくするという目的で、美容医療やエステの 
契約、健康食品・サプリメントの購入などを勧められた 

「友達などを誘って組織に入会させ、商品を売れば利益が 
 出る」と勧められた 

商品等の購入やサービス等の契約をしたら、ポイントや
特典がもらえると勧められた 

いとも簡単に利益を得られるかのような仕事を勧められた 

説明会等の会場で、異様に盛り上がった雰囲気の中、商品
の購入を勧められた 

在宅ビジネスで高収入が得られる等と勧誘され、それに
必要な教材の購入も併せて勧められた 

「悪い業・たたり・因縁・災い・悪い運勢から逃れるには 
  これを買いなさい」と勧められた    

（ＳＮＳ等をきっかけに）サイトに登録し、恋愛交際希望者、 
高額収入者や財産家、芸能人、弁護士、占い師などとメール 
交換等の有料サービスを利用するよう勧められた    

仮想通貨や株式などへの投資、金融商品、投資教材ＤＶＤ
を勧められた 

その他 

ビジネスセミナーや資格取得などの有料講座や教材の購
入を勧められた 
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【参考 問３-11 男女別の回答状況】 

図２-18-２ 

 

(男性：N=1,939) 

(女性：N=6,073) 

8.7

32.7

29.6

30.0

11.1

11.2

9.8

9.9

6.9

7.9

10.2

46.2

26.0

24.9

20.2

9.4

5.9

4.9

3.2

2.5

2.1

7.9

容姿を美しくするという目的で、美容医療やエステの

契約、健康食品・サプリメントの購入などを勧められた

「友達などを誘って組織に入会させ、

商品を売れば利益が出る」と勧められた

商品等の購入やサービス等の契約をしたら、

ポイントや特典が貰えると勧められた

いとも簡単に利益を得られるかのような仕事を勧められた

説明会等の会場で、異様に盛り上がった雰囲気の中、

商品の購入を勧められた

ビジネスセミナーや資格取得などの有料講座や

教材の購入を勧められた

在宅ビジネスで高収入が得られる等と勧誘され、

それに必要な教材の購入も併せて勧められた

「悪い業・たたり・因縁・災い・悪い運勢から逃れるには

これを買いなさい」と勧められた

(SNS 等をきっかけに)サイトに登録し、恋愛交際希望者、

高額収入者や財産家、芸能人、弁護士、占い師などと

メール交換等の有料サービスを利用するよう勧められた

仮想通貨や株式などへの投資、

金融商品、投資教材ＤＶＤを勧められた

その他

男性 女性

0％   10％  20％  30％   40％ 50％ 
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2.8

1.4

1.9

2.0

2.5

5.1

14.5

18.8

42.5

46.1

 購入・契約の判断をする前に誰かに相談したかどうか尋ねたところ、「相談した」と回答した

のは３割であった。また、相談先は、「親」が 46.1パーセント、「友人（インターネット上でし

か知らない人を除く）・先輩・後輩」が 42.5パーセントであった。 

 

問３-12．商品・サービスの購入や契約の判断をする前に、誰かに相談しましたか。相談した人は当て

はまるものを全てお選びください。 

 

図２-19-１ 相談の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-19-２ 「相談した人」の相談先（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=8,012) 

(N=2,401) 

30.0 70.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談した 相談していない

親 

友人（インターネット上でしか知らない人を 
除く）・先輩・後輩 

親以外の家族 

消費生活センター等の行政の相談窓口 

ＳＮＳ、掲示板、ブログ等インターネット上 
でしか知らない人 

その他 

大学・学校の先生など信頼できる教育関係者 

大学生協や大学内の相談窓口 

弁護士や司法書士などの法律の専門家 

警察 

0％     10％    20％       30％      40％     50％ 
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20.7 16.2 3.3 59.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

購入・契約した。その後、取消し・解除を申し出なかった

購入・契約した。その後、取消し・解除を申し出て、購入・契約を取消し・解除することができた

購入・契約した。その後、取消し・解除を申し出たが、取消し・解除には至らなかった

購入・契約しなかった

 これまで回答してきた勧誘について、最終的に購入・契約したかどうかを尋ねたところ、購

入・契約したのは約 40パーセントであった。 

 

問３-13．最終的に購入・契約しましたか。当てはまるものを 1つお選びください。 

 

図２-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=8,012) 

購入・契約した 
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21.9

16.7

12.5

12.0

9.6

8.2

6.0

5.5

4.8

4.1

3.1

2.7

19.9

32.0

18.5

29.6

19.6

17.2

14.5

12.5

9.3

11.9

6.8

6.8

25.8

27.6

26.0

28.3

26.4

25.4

21.4

19.2

14.0

17.1

11.8

11.0

15.5

18.1

18.7

22.5

28.9

21.2

24.0

28.2

26.8

24.3

30.7

25.4

16.9

5.7

24.4

7.6

15.5

28.1

34.1

34.5

45.2

42.6

47.5

54.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

購入・契約するかどうかの判断に至った際の、心境や状況等について尋ねたところ、相手の

話の理解・そのときの心境に関する項目において、「とても当てはまる」という回答が最も多

かったのは「とにかくその場から逃れたいと思った」で 21.9パーセントであった。一方、「相

手から強い口調で迫られ、頭の中が真っ白になった」は 3.1パーセント、「購入・契約しない

と、普段の生活が脅かされる恐怖・不安を感じた」は 2.7 パーセントであった。 

 

問３-14．購入・契約するかどうかの判断に至った際の、あなたの心境や状況等はどうでしたか。当て

はまるものを１つお選びください。 

 

図２-21-１ 相手の話の理解・そのときの心境について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=8,012) 

相手の話をじっくり冷静に聞くことが
できた 

勧誘（購入・契約）の内容をよく理解
できた 

勧誘を聞いていて疲れてしまい、深く
考えられなかった 

相手から強い口調で迫られ、頭の中が
真っ白になった 

時間がなく、すぐに判断しなければなら
ないと焦った 

その場の盛り上がった雰囲気にのって
しまった 

その場にいた周りの人が良いと言ってい
たのを聞いたり、あるいは、周囲の人も購
入・契約しているのを見たりして、自分も
購入・契約したいと思った 

購入・契約しないと、普段の生活が脅か
される恐怖・不安を感じた 

断っているつもりなのに、さらに勧め
られて困った 

とにかくその場から逃れたいと思った 

購入・契約しないと怖くて帰れない 
（この場を去れない）と思った 

これまでの会話の流れから、途中で引く
に引けないと感じた 
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16.7

6.6

5.6

4.6

3.3

2.5

17.6

16.4

14.3

9.8

9.5

8.3

24.4

29.0

26.1

17.9

15.9

15.5

22.2

23.9

27.9

23.4

30.3

31.7

19.2

24.1

26.1

44.3

41.0

42.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

 

購入・契約するかどうかの判断に至った際の心境や状況等について尋ねたところ、相手に対

して思ったことに関する項目において、「とても当てはまる」という回答が最も多かったのは

「相手に不審さを感じた」で 16.7パーセントであった。 

 

図２-21-２ 相手に対して思ったこと 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=8,012) 

一生懸命に勧められたので、応じないと 
相手が気の毒に思えた（断ると相手に悪い
と思った） 

相手に何らかの恩や負い目を感じていた 

相手のことは信じられる人物だと思った 

相手がとても魅力的であり、何かして 
あげたいと感じた 

今後の相手との関係を壊したくないと 
思った  

相手に不審さを感じた 
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21.3

17.5

8.9

7.1

4.4

4.2

3.8

2.4

18.3

15.9

15.8

19.0

15.8

12.0

10.4

6.6

23.0

20.1

26.5

28.3

32.1

21.0

19.6

12.9

18.6

24.8

22.6

21.7

26.2

24.0

27.3

22.2

18.8

21.7

26.1

23.9

21.5

38.9

38.9

55.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

購入・契約するかどうかの判断に至った際の心境や状況等について尋ねたところ、（相手か

ら聞いた）勧誘内容について思ったことに関する項目において、「とても当てはまる」という

回答が最も多かったのは「そんな高額なお金は支払えるわけないと思った」で 21.3パーセン

トであった。 

 

図２-21-３ （相手から聞いた）勧誘内容について思ったこと 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=8,012) 

勧誘（購入・契約）内容に興味・関心があり、
自分にとって価値のあるものだと思った 

相手の言い分や提案内容は正しいと思った 

相手の勧誘内容は希少価値の高い（貴重な・
レアな）ものだと感じ、契約するなら今しか
ないと思った 

商品の購入やサ-ビスの契約に付いてくる
ポイントや特典に惹かれた 

これに取り組むことで、知人・友人・家族
等を見返せると思った 

購入・契約したら損をすると思った 

そんな高額なお金は払えるわけないと 
思った 

自分の知識では商品や契約の良し悪しを 
判断できなかった 
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20.7

12.9

7.2

15.7

13.6

14.8

19.7

18.5

23.4

17.3

21.3

26.5

26.6

33.7

28.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

購入・契約するかどうかの判断に至った際の心境や状況等について尋ねたところ、前述以

外の項目において「とても当てはまる」という回答が最も多かったのは「以前、悪質商法等

に遭った経験を見聞きしたことがあるので、同じような目に遭いたくないと思った」で 20.7

パーセントであった。 

 

図２-21-４ その他、購入・契約するかどうかの判断に至った際に思ったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=8,012) 

以前、悪質商法等に遭った経験を見聞きした
ことがあるので、同じような目に遭いたくな
いと思った 

断る理由を考えていたが思い付かなかった 

誰かに相談した結果、助言を受けて、断った
方が良いと感じた 
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36.6 63.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

金銭的被害あり 金銭的被害なし

2.2

15.4 35.9 40.2 6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1,000円未満

1,000円以上10,000円未満

10,000円以上100,000円未満

100,000円以上1,000,000円未満

1,000,000円以上

問 3-13で「購入・契約した」と答えた人に金銭的被害の有無と被害金額を尋ねたところ、「金

銭的被害あり」と回答した人は 36.6パーセントで、そのうち被害金額が「100,000円以上」な

のは約 46パーセントであった。 

 

問３-15．金銭的被害があった場合は、被害金額をお書きください。何回かに分けて被害があった場

合は、トータルの被害金額をお書きください12。 

 

図２-22-１ 金銭被害の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-22-２ 「金銭的被害があった人」の被害金額の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                   
12 問３-15の回答者数（N=3,218）は、問３-13「最終的に購入・契約しましたか」において、「購入・契約し

なかった」と回答した人を除いた人数。問３-17・３-18についても同様。 

(N=3,218) 

(N=1,177) 

100,000 円以上 
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12.1 

8.5 

25.8 

32.2 

71.7 

59.5 17.5 16.2 6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今思えば、断れば良かった 良い購入・契約だった 分からない 考えたことはない

 金銭的被害の具体的な内容を尋ねたところ、「代金に見合うような、期待した効果・効能が

得られなかった」が 71.7パーセントで最も多かった。（複数回答） 

 

問３-16．問３-15 でお答えいただいた金銭的被害の具体的な内容について、当てはまるものを全て

お選びください。 

図２-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入・契約についてどう思っているか尋ねたところ、「今思えば、断れば良かった」が 59.5

パーセント、「良い購入・契約だった」が 17.5パ-セントであった。 

 

問３-17．購入・契約についてどう思っていますか。当てはまるものを 1つお選びください。 

 

図２-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

代金に見合うような、期待した効果・効能が
得られなかった 

必要以上の量を購入・契約してしまった 

もうかると言われたのに、思うようにもう
からなかった 

消費者金融等で借り入れしたため、借金が
できてしまった 

その他、何らかの金銭面でのトラブル・被害
が生じた 

(N=1,177) 

(N=3,218) 

0％       20％       40％          60％         80％ 
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40.1 59.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談した 相談していない

3.0

2.0

2.8

2.9

3.8

4.1

15.9

23.7

34.5

46.9

購入・契約した後に誰かに相談したかどうか尋ねたところ、「相談した」と回答したのは約

４割であった。そのうち、相談先として最も多かったのは「親」で 46.9パーセントであった。

「消費生活センター等の行政窓口」は 23.7パーセントであった。（複数回答） 

 

問３-18．あなたは契約した後、誰かに相談しましたか。相談した人は当てはまるものを全てお選びく

ださい。 

図２-25-１ 相談の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-25-２ 「相談した人」の相談先（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親 

友人（インターネット上でしか知らない人を 
除く）・先輩・後輩 

親以外の家族 

消費生活センター等の行政の相談窓口 

ＳＮＳ、掲示板、ブログ等インターネッ
ト上でしか知らない人 

その他 

大学・学校の先生など信頼できる教育関係者 

大学生協や大学内の相談窓口 

弁護士や司法書士などの法律の専門家 

警察 

(N=3,218) 

(N=1,290) 

0％      10％    20％      30％      40％      50%  



44 

 

0.9 

28.1 

1.5 

1.7 

0.6 

7.3 

7.3 

13.3 

31.1 

52.8 

勧誘を受けた時点で誰と同居していたかを尋ねたところ、最も多かったのは「親」で 52.8

パーセントであった。また、「一人暮らし」と回答した人は 28.1パーセントであった。（複数

回答） 

 

問３-19．勧誘を受けた時点で、あなたと同居していた方を全て選んでください。 

 

図２-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親 

兄弟姉妹（兄弟姉妹の配偶者を含む。） 

子供（同居人の子を含む。） 

配偶者 

祖父母（祖父母の配偶者を含む。） 

友人（ルームシェア） 

一人暮らし 

その他 

その他の親族 

上記以外の人 

(N=11,238) 

0％     10％   20％      30％     40％      50％      60％ 
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勧誘を受けた時点で在籍していた学校、又は、勧誘を受けた時点での職業を尋ねたところ、

「会社員、公務員、団体職員（正社員、派遣、契約社員、非常勤、嘱託等）」が 36.6パーセン

ト、「大学生」が 29.7パーセントであった。 

 

問３-20．勧誘を受けた時点で、あなたは以下のいずれに該当していましたか。当てはまるものを１つ

お選びください。 

 

図２-27 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=11,238) 

会社員、公務員、

団体職員（正社

員、派遣、契約社

員、非常勤、嘱託

等）, 36.6%

大学生, 29.7%

パート・アルバ

イト・フリー

ター, 10.5%

高校生・高等

専門学校生, 

5.9%

専業主婦・主夫, 

4.4%

専門学校生, 

3.2%

無職・休職中・

求職中, 2.7%

大学院生, 1.9%
短大生, 1.5% 自営業・個人事業主・フリーラン

ス・自由業（開業医等）, 1.3%

浪人・予備校生, 1.3%

その他, 1.0 %
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勧誘を受けた時点の年齢を尋ねたところ、「18歳」が 8.3パーセント、「19歳」が 9.0パー

セントであった。「20歳」は 18.1パーセントであった。 

 

問３-21．勧誘を受けた時点で、あなたの年齢は以下のいずれに該当していましたか。当てはまるも

のを１つお選びください。 

 

図２-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=11,238) 

18歳, 

8.3 %

19歳, 9.0 %

20歳, 18.1 %

21歳, 14.3 %
22歳, 13.0 %

23歳, 10.7 %

24歳以上, 26.7 %
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1.8

2.5

2.2

2.4

8.3

9.5

15.9

20.6

29.6

31.5

29.6

30.5

60.3

56.5

52.2

46.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

絶対そうする 多分そうする 多分そうしない 絶対にそうしない

以降は、アンケートに答えていただいた時点の考え方や知識等について回答を得たもの 

 

「ＳＮＳ上でしか知らない人」への対応について尋ねたところ、「何らかの商品やサービス等

の契約を勧誘するメッセージ」よりも「会いたいというメッセージ」が届いた場合の方が申出

に前向きに対応する傾向がみられた。また、「面白そうな人」よりも「信頼できそうな人」から

のメッセージが届いた場合の方が申出に応じる傾向がみられた。 

 

問４-１.「ＳＮＳ上でしか知らない人」への対応について、あなたの現在のお考えを伺います。

以下の各項目について、当てはまるものを１つお選びください。 

 

図２-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

面白そうな人から、会いたいというメッ

セージが届いたら、その申出に応じる 

面白そうな人から、何らかの商品やサー

ビス等の契約を勧誘するメッセージが届

いたら、それには前向きに対応する 

信頼できそうな人から、会いたいというメ

ッセージが届いたら、その申出に応じる 

信頼できそうな人から、何らかの商品や

サービス等の契約を勧誘するメッセージ

が届いたら、それには前向きに対応する 

(N=11,238) 
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消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターを知っているかどうか、また、相談し

たことがあるかどうかを尋ねたところ、「知っていて、相談したことがある」が 6.3 パーセン

ト、「知っているが、相談したことはない」が 59.2パ-セント、「知らない」が 34.5パーセント

であった。 

 

問４-２．消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターを知っていますか。また、相談したことがあ

りますか。当てはまるものを１つお選びください。 

 

図２-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.3 59.2 34.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っていて、相談したことがある 知っているが、相談したことはない 知らない

(N=11,238) 
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消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターを「知っているが、相談したことはな

い」理由を尋ねたところ、「トラブルに遭っておらず、特に相談する必要がないから」が 66.3

パ-セントで最も多かった。「公的機関には相談しづらいから」は 8.4パーセントであった。 

 

問４-３．問４-２で消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターを「知っているが、相談したことは

ない」を選択した人へお伺いします。その理由は何ですか。当てはまるものを１つお選びください。 

図２-31-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-31-２ 「トラブルに遭っていないから」と回答した人を除いた際の割合（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.3 8.4 3.6 7.5 9.1

2.4

1.3

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

トラブルに遭っておらず、特に相談する必要がないから

公的機関には相談しづらいから

怒られたり、説教される気がするから

相談しても解決できると思えないから

相談するのが面倒だから

相談できる時間がないから

トラブルが他人に知られるおそれがあるから

その他

(N=6,656) 

24.8 10.7 22.3 27.0 7.0

3.9

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公的機関には相談しづらいから

怒られたり、説教される気がするから

相談しても解決できると思えないから

相談するのが面倒だから

相談できる時間がないから

トラブルが他人に知られるおそれがあるから

その他
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6.0

3.2

2.6

2.8

7.1

7.4

13.0

21.2

37.4

39.1

54.1

商品・サービスの購入・契約に関するトラブルや被害に遭ったときに相談しやすいと思う相

手を尋ねたところ、「親」が 54.1パーセントで最も多かった。また、「消費生活センター等の行

政の相談窓口」については、37.4パーセントだった。（複数回答） 

 

問４-４．もしあなたが商品・サービスの購入・契約に関するトラブルや被害に遭ったとしたら、相談し

やすいと思うのは誰ですか。当てはまるものを全てお選びください。 

 

図２-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消費生活センター等の行政の相談窓口 

親 

友人（インターネット上でしか知らな

い人を除く）・先輩・後輩 

親以外の家族 

大学生協や大学内の相談窓口 

誰にも相談したくない 

大学・学校や塾の教師などの信頼できる

大人の先生・教育関係者 

警察 

ＳＮＳ、掲示板、ブログ等インターネ

ット上でしか知らない人 

弁護士や司法書士などの法律の専門家 

上記以外の人 

(N=11,238) 

0％         20％        40％        60％        80％        100％ 
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0.3

12.4

25.6

36.5

43.8

44.0

58.7

65.9

商品・サービスの購入・契約に関するトラブルや被害に遭うことについてどのように思うか

尋ねたところ、「自分にも起こりうることだと思うので、気を付けようと思う」が 65.9 パーセ

ント、「知識不足・判断が甘かった等、自己責任だと思う」が 58.7 パーセントであった。（複

数回答） 

 

問４-５．あなたは商品・サービスの購入・契約に関するトラブルや被害に遭うことをどのように思いま

すか。当てはまるものを全てお選びください。 

 

図２-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自分にも起こりうることだと思うので、気を

付けようと思う 

知識不足・判断が甘かった等、自己責任だと

思う 

消費者をだます事業者に怒りを感じる 

事業者の勧誘が巧みだったと思う 

もっと契約等の知識について勉強する機会が

あれば、トラブルや被害は減ると思う 

トラブル・被害に遭った人は運が悪かったと

思う 

トラブル・被害に遭うのは恥ずかしいことだ

と思う 

その他 

(N=11,238) 

0％       20％       40％       60％      80％      100％ 
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22.7

6.1

6.4

4.7

4.6

55.5

33.4

25.8

21.7

20.8

21.8

60.5

67.8

73.6

74.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

だいたい話は聞く 話を聞くこともある ほとんど話を聞かない

知らない人や疎遠になっている友人から連絡があったときに、どのように対応しているか

尋ねたところ、「何年も連絡をとっていない友人から連絡がきた」ときには「だいたい話は聞

く」又は「話を聞くこともある」と回答した者が約 80パーセントであった。 

 

問４-６．以下のような連絡があったとき、あなたはどのように対応していますか。当てはまるものを１

つお選びください。 

 

図２-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らない人が自宅に訪問してきた 

知らない人から街で声を掛けられた 

知らない人から電話があった 

知らない人からＳＮＳで連絡がきた 

何年も連絡をとっていない友人から

連絡がきた 

(N=11,238) 
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6.0 

9.8 

7.1 

8.9 

15.9 

11.8 

13.1 

18.8 

23.5 

27.2 

40.2 

32.5 

28.9 

37.6 

36.6 

41.9 

47.3 

48.2 

45.0 

40.5 

37.0 

33.3 

28.7 

25.7 

30.6 

28.0 

24.7 

24.2 

24.8 

19.3 

21.0 

24.8 

14.3 

21.4 

26.0 

19.1 

18.5 
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とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

普段の意識について尋ねたところ、「ローンを組むことに抵抗がある」については「とても

当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した者が約 70パーセント、「ＳＮＳを利用してい

る人の中には、自分の身の回りよりも悪い人がたくさんいると思う」については「とても当て

はまる」又は「やや当てはまる」と回答した者が約 64パーセントであった。 

また、「好きな物や人への執着心が強い」から「契約についての基礎知識が少ない」までの

項目については「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した者が約 60パーセン

トであった。 

 

問５．あなたの普段の行動について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。当てはまるも

のを直感でお選びください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰に対しても、嫌われないように気を配る

ほうだ 

判断が難しくても、我慢して慎重に考える

ほうだ 

好きな物や人への執着心が強い 

見かけの良い人だとつい信じてしまう 

ローンを組むことに抵抗がある 

どちらかというと融通が利くほうだ 

言いたいことはちゃんと言えるほうだ 

(N=11,238) 

契約についての基礎知識が少ない 

ネットの口コミやＳＮＳでの評価は参考

になると思う 

ＳＮＳを利用している人の中には、自分の身

の回りよりも悪い人がたくさんいると思う 

自信たっぷりに言われると納得してしまう 

図２-35-１ 意識に関する質問① 
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(N=11,238) 図２-35-２ 意識に関する質問② 

「一攫千金」は夢じゃないと思う 

怪しい人かどうかは見かけで判断できる 

ありえない話でも、良い内容だと気になっ

てしまう 

多少なら自分が損をしても、相手を怒らせ

たくない 

マスコミで取り上げられた商品はすぐ試し

たくなる 

好きな有名人が勧める商品は買いたくなっ

てしまう 

専門家や肩書きがすごい人の意見には従

ってしまう 

自分はだまし被害には遭わないと思う 

自分の判断にはいつも自信がある 

何度かＳＮＳ上でやり取りすれば、相手が

信用できるかどうかはたいてい分かると

思う 

詐欺や悪質商法の手口はたいてい知って

いる 

詐欺・悪質商法に関する報道（新聞・テレビ・

ネットニュース等）にあまり関心はない 

素敵な異性からの誘いだと断れない 

拝まれるようにお願いされると弱い 

おだてに乗りやすい 

無料だったり返金保証があるならいろいろ

試してみたい 



55 

 

普段の行動について尋ねたところ、「ネットではとにかく安く手に入る店や相手を探す」、

「親友の勧めならとりあえず話を聞く」について、いずれも「とても当てはまる」又は「やや

当てはまる」と回答した者が 60パーセントを超えていた。 

 

図２-35-３ 行動に関する質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

どんな相手からでも面と向かって声をかけ

られると無視できない 

理屈で考えるよりも直感や経験にそって 

行動する 

欲しいものは多少のリスクがあっても手に入

れる 

資格や能力アップにはお金を惜しまない 

良いと思った募金にはすぐ応じている 

試着や試飲をしたために、つい買ってしまった

ことがある 

親友の勧めならとりあえず話は聞く 

誰にも相談せずに物事を決めることが多い 

新しいダイエット法や美容法にはすぐに 

とびつく 

どんな相手からの電話でも最後まで聞く 

高い買い物や契約のときには細かい内容も確

認する 

ネットではとにかく安く手に入る店や相手を

探す 

直接会ったことはない、ＳＮＳ上での友達がい

る 

(N=11,238) 
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とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない
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（２）問５（心理テスト）と問３-13（購入・契約の有無）のクロス分析13 

■購入・契約した人のうち、問５の回答傾向の分布について（％）（Ｎ＝3,218）

■購入・契約しなかった人のうち、問５の回答傾向の分布について（％）（Ｎ＝4,794）

 「ローンを組むことに抵抗がある」については、「購入・契約しなかった」人の方が「購入・

契約した」人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が５ポイン

ト以上高い。 

 

 

 

13 全体のうち、特定の属性別で集計をしたもの。 

判断が難しくても、 

我慢して慎重に考え

るほうだ 

誰に対しても、嫌われ

ないように気を配るほ

うだ 

好きな物や人への 

執着心が強い 

ネットの口コミや 

ＳＮＳでの評価は 

参考になると思う 

ＳＮＳを利用して

いる人の中には、自
分の身の回りより
も悪い人がたくさ

んいると思う 

ローンを組むことに

抵抗がある 

図２-36-１ 

購入・契約 

しなかった

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約した

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

購入・契約 

しなかった

購入・契約した
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5.1 

4.9 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「見かけの良い人だとつい信じてしまう」、「自信たっぷりに言われると納得してしまう」及

び「拝まれるようにお願いされると弱い」については、「購入・契約した」人の方が「購入・契

約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が 10ポ

イント以上高い。 

見かけの良い人だと 

つい信じてしまう 

言いたいことは 

ちゃんと言える 

ほうだ 

どちらかというと 

融通が利くほうだ 

契約についての 

基礎知識が少ない 

自信たっぷりに言

われると納得して

しまう 

図２-36-２ 

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

拝まれるように 

お願いされると弱い 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

 「おだてに乗りやすい」から「多少なら自分が損をしても相手を怒らせたくない」までの項

目については、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」人よりも「とても当ては

まる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が５ポイント以上高い。特に、「無料だったり返

金保証があるならいろいろ試してみたい」及び「ありえない話でも、良い内容だと気になって

しまう」については、10ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

 

素敵な異性からの 

誘いだと断れない 

図２-36-３ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

おだてに乗りやすい 

無料だったり返金 

保証があるならいろ 

いろ試してみたい 

ありえない話でも、 

良い内容だと気に 

なってしまう 

多少なら自分が損を

しても、相手を怒らせ

たくない 



59 

4.4 

5.2 

3.6 

7.4 

8.0 

6.0 

2.5 

6.7 

4.6 

5.3 

20.8 

19.8 

20.8 

24.5 

22.7 

18.4 

24.5 

29.1 

24.4 

23.9 

35.2 

34.1 

20.3 

22.4 

39.6 

37.0 

30.4 

30.2 

34.0 

32.5 

30.2 

32.0 

27.6 

23.6 

23.2 

30.5 

26.7 

24.0 

29.0 

28.8 

9.3 

8.9 

27.8 

22.0 

6.5 

8.0 

15.9 

10.0 

7.9 

9.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 「専門家や肩書きがすごい人の意見には従ってしまう」及び「好きな有名人が勧める商品は

買いたくなってしまう」については、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」人

よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が５ポイント以上高い。 

 一方で、「自分はだまし被害には遭わないと思う」については、「購入・契約しなかった」人

の方が「購入・契約した」人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した

割合が５ポイント以上高い。 

 

 

 

 

 

 

図２-36-４ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

詐欺や悪質商法の 

手口はたいてい 

知っている 

専門家や肩書きが 

すごい人の意見には

従ってしまう 

自分はだまし被害 

には遭わないと思う 

好きな有名人が 

勧める商品は買い 

たくなってしまう 

自分の判断には 

いつも自信がある 
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 「マスコミで取り上げられた商品はすぐ試したくなる」、「『一攫千金』は夢じゃないと思う」

及び「詐欺・悪質商法に関する報道（新聞・テレビ・ネットニュース等）にあまり関心はない」

については、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」人よりも「とても当てはま

る」又は「やや当てはまる」と回答した割合が５ポイント以上高い。 

 

 

 

図２-36-５ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

怪しい人かどうかは

見かけで判断できる 

マスコミで取り上げ

られた商品はすぐ試

したくなる 

「一攫千金」は夢じゃ

ないと思う 

詐欺・悪質商法に関す

る報道（新聞・テレビ・

ネットニュース等）に

あまり関心はない 

何度かＳＮＳ上で

やり取りすれば、相

手が信用できるか

どうかはたいてい

分かると思う 
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 「理屈で考えるよりも直感や経験にそって行動する」については、「購入・契約した」人の

方が「購入・契約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答

した割合が５ポイント以上高い。 

 一方、「高い買い物や契約のときには細かい内容も確認する」については、「購入・契約しな

かった」人の方が「購入・契約した」人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」

と回答した割合が５ポイント以上高い。 

 

 

 

どんな相手からでも

面と向かって声をか

けられると無視でき

ない 

理屈で考えるよりも

直感や経験にそって

行動する 

図２-36-６ 
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とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

ネットではとにかく

安く手に入る店や 

相手を探す 

親友の勧めなら 

とりあえず話は聞く 

高い買い物や契約の

ときには細かい内容

も確認する 
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26.3 

31.1 

25.1 

14.5 

12.1 

26.1 

21.5 
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18.7 

13.2 

9.9 

11.5 

8.1 

42.2 

37.6 

20.0 

12.3 

9.0 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 「誰にも相談せずに物事を決めることが多い」、「試着や試飲をしたために、つい買ってしま

ったことがある」、「欲しいものは多少のリスクがあっても手に入れる」及び「資格や能力アッ

プにはお金を惜しまない」については、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」

人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した割合が５ポイント以上高い。

特に、「誰にも相談せずに物事を決めることが多い」及び「試着や試飲をしたために、つい買っ

てしまったことがある」については、10ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

資格や能力アップには

お金を惜しまない 

試着や試飲をしたた

めに、つい買ってしま

ったことがある 

誰にも相談せずに物事を

決めることが多い 

図２-36-７ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

直接会ったことはない、

ＳＮＳ上での友達がいる 

欲しいものは多少のリ

スクがあっても手に入

れる 
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34.4 

28.4 
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25.5 

31.5 

24.2 

26.6 

21.0 

34.4 

24.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「新しいダイエット法や美容法にはすぐにとびつく」、「どんな相手からの電話でも最後まで

聞く」及び「良いと思った募金にはすぐ応じている」については、「購入・契約した」人の方が

「購入・契約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した

割合が５ポイント以上高い。 

新しいダイエット法

や美容法にはすぐに

とびつく 

図２-36-８ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

どんな相手からの電

話でも最後まで聞く 

良いと思った募金に

はすぐ応じている 
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15.7 

25.4 

28.5 

31.2 

18.3 

18.8 

32.4 

31.4 

20.8 

18.6 

22.7 

29.4 

24.2 

29.7 

28.0 

28.8 

26.6 

25.0 

27.8 

27.4 

26.7 

24.4 

26.5 

13.2 

32.4 

23.6 

22.4 

22.6 

17.4 

20.6 

15.3 

22.2 

12.5 

20.0 

36.6 

15.4 

19.4 

9.5 

8.9 

5.6 

25.2 

23.0 

6.3 

4.7 

14.6 

20.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（３）問３-14（購入・契約の判断に至った際の心境や状況等）と問３-13（購入・  

  契約の有無）のクロス分析 

■購入・契約した人のうち、問 3-14の回答傾向の分布について（％）（Ｎ＝3,218）

■購入・契約しなかった人のうち、問 3-14の回答傾向の分布について（％）（Ｎ＝4,794）

 「勧誘を聞いていて疲れてしまい、深く考えられなかった」及び「これまでの会話の流れか

ら、途中で引くに引けないと感じた」については、「購入・契約した」人の方が「購入・契約し

なかった」人よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した割合が 10ポ

イント以上高い。 

 一方、「とにかくその場から逃れたいと思った」については、「購入・契約しなかった」人の

方が「購入・契約した」人よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答し

た割合が 10ポイント以上高い。 

相手の話をじっくり冷静

に聞くことができた 

勧誘（購入・契約）の 
内容をよく理解できた 

勧誘を聞いていて疲れて
しまい、深く考えられな

かった 

図２-37-１ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

とにかくその場から 
逃れたいと思った 

断っているつもりなのに、
さらに勧められて困った 

これまでの会話の流れ 
から、途中で引くに引け 
ないと感じた 

購入・契約した

購入・契約 

しなかった
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9.7 

15.0 
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25.1 

11.9 

17.1 

15.6 

24.6 

15.4 

30.2 

25.1 

25.9 

30.2 

31.4 

27.0 

20.4 

28.5 

24.3 

30.6 

24.7 

28.2 

17.8 

60.5 

44.4 

54.6 

37.0 

55.7 

23.1 

51.8 

35.3 

43.5 

21.3 

47.6 

14.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 「その場の盛り上がった雰囲気にのってしまった」から「購入・契約しないと、普段の生活

が脅かされる恐怖・不安を感じた」までの項目については、「購入・契約した」人の方が「購入・

契約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した割合

がいずれも 10ポイント以上高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手から強い口調で

迫られ、頭の中が真っ
白になった 

時間がなく、すぐに判断

しなければならないと
焦った 

その場の盛り上がった 
雰囲気にのってしまった 

その場にいた周りの人が
良いと言っていたのを聞
いたり、あるいは、周囲の
人も購入・契約しているの
を見たりして、自分も購
入・契約したいと思った 

購入・契約しないと、普
段の生活が脅かされる
恐怖・不安を感じた 

図２-37-２ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

購入・契約しないと怖くて
帰れない（この場を去れな
い）と思った 購入・契約 

しなかった

購入・契約した
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16.0 
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34.0 
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30.6 
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32.0 

31.4 

30.2 

30.3 

23.4 

23.5 

32.2 

21.4 

26.0 

20.7 

17.3 

29.5 

50.4 

29.6 

47.4 

31.6 

50.9 

34.5 

34.8 

13.2 

29.9 

15.5 

15.2 

25.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 「一生懸命に勧められたので、応じないと相手が気の毒に思えた（断ると相手に悪いと思っ

た）」から「相手がとても魅力的であり、何とかしてあげたいと感じた」までの項目について

は、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又

は「だいたい当てはまる」と回答した割合がいずれも 10 ポイント以上高い。 

 一方で、「相手に不審さを感じた」については、「購入・契約しなかった」人の方が「購入・

契約した」人よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した割合が 10

ポイント以上高い。 

 

一生懸命に勧められた
ので、応じないと相手が

気の毒に思えた（断ると
相手に悪いと思った） 

相手に何らかの恩や 
負い目を感じていた 

相手のことは信じられ
る人物だと思った 

相手がとても魅力的
であり、何かしてあげ
たいと感じた 

図２-37-３ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

相手に不審さを感じた 

今後の相手との関係を 
壊したくないと思った 

購入・契約した

購入・契約 

しなかった
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33.9 

22.8 
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19.7 
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17.5 

27.5 

13.1 

24.7 
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35.6 

14.3 

25.0 

31.0 

7.4 

34.9 

7.6 

34.0 

14.5 

20.4 

23.8 

18.5 

19.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「自分の知識では商品や契約の良し悪しを判断できなかった」、「勧誘（購入・契約）内容に

興味・関心があり、自分にとって価値のあるものだと思った」及び「相手の言い分や提案内容

は正しいと思った」については、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」人より

も「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した割合が 10ポイント以上高い。 

一方で、「そんな高額なお金は払えるわけないと思った」及び「購入・契約したら損をすると

思った」については、「購入・契約しなかった」人の方が「購入・契約した」人よりも「とても

当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した割合が 10ポイント以上高い。 

 

 

 

 

 

勧誘（購入・契約）内容に興味・
関心があり、自分にとって価
値のあるものだと思った 

相手の言い分や提案内容は
正しいと思った 

図２-37-４ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 

そんな高額なお金は払えるわ
けないと思った 

購入・契約したら損をする
と思った 

自分の知識では商品や契約の

良し悪しを判断できなかった 
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19.3 

50.4 

21.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「商品の購入やサービスの契約に付いてくるポイントや特典に惹かれた」から「これに取り

組むことで、知人・友人・家族等を見返せると思った」までの項目については、「購入・契約し

た」人の方が「購入・契約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当ては

まる」と回答した割合がいずれも 10ポイント以上高い。 

 

相手の勧誘内容は希少価値
の高い（貴重な・レアな）も
のだと感じ、契約するなら

今しかないと思った 

商品の購入やサービスの契約

に付いてくるポイントや特典
に惹かれた 

これに取り組むことで、 
知人・友人・家族等を 
見返せると思った 

図２-37-５ 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 
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11.5 

12.8 

13.0 

24.3 

15.4 

10.9 

20.6 

12.5 

15.3 

15.2 

16.4 

20.2 

28.2 

17.3 

20.4 

18.5 

21.5 

30.4 

20.6 

20.3 

22.9 

15.4 

20.2 

34.2 

19.1 

37.2 

28.4 

26.6 

26.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「断る理由を考えていたが思い付かなかった」については、「購入・契約した」人の方が

「購入・契約しなかった」人よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答

した割合が 10ポイント以上高い。 

一方で、「以前、悪質商法等に遭った経験を見聞きしたことがあるので、同じような目に遭

いたくないと思った」については、「購入・契約しなかった」人の方が「購入・契約した」人

よりも「とても当てはまる」又は「だいたい当てはまる」と回答した割合が５ポイント以上高

い。 

 

 

 

 

図２-37-６ 

以前、悪質商法等に遭った
経験を見聞きしたことがあ
るので、同じような目に遭
いたくないと思った 

断る理由を考えていたが
思い付かなかった 

誰かに相談した結果、助言
を受けて、断った方が良い
と感じた 

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約した

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

購入・契約 

しなかった

とても当てはまる だいたい当てはまる やや当てはまる 

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない 
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（４）不審感を抱くような勧誘14メッセージへの反応、購入・契約の有無等について 

 アンケートの全回答者のうち、不審感を抱くような勧誘メッセージに前向きな反

応を示した人15は、約 70 パーセントを占めている。最終的に購入・契約した人は全

回答者のうち 30 パーセント未満であるが、勧誘メッセージに前向きな反応を示し

た人の中では約 40パーセントを占めている16。 

14 「不審感を抱くような勧誘」については 17ページ参照。 
15 「勧誘メッセージに前向きな反応を示した人」とは、問３-１で「広告・宣伝物を見て、自ら連絡したこ

と」又は「自らお店等に行ったこと」（図２-８）を選択した回答者、及び問３-６「（声を掛けられた際に）話

を聞いた（読んだ）」（図２-13）を選択した回答者。 
16 最終的に購入・契約した人とは、問３-13 で「購入・契約した。その後、取消し・解除を申し出なかった」、

「購入・契約した。その後、取消し・解除を申し出て、購入・契約を取消し・解除することができた」、「購

入・契約した。その後、取消し・解除を申し出たが、取消し・解除には至らなかった」のいずれかを選択し

た回答者。 

28.6 42.7 28.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

購入・契約した 購入・契約しなかった 話を聞かなかった（無視した）

話を聞いた（読んだ）、自らお店等に行った、

広告・宣伝物を見て自ら連絡した

話を聞かなかった

（無視した）

図２-38 (N=11,238) 
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 次に、勧誘の内容ごとに、それぞれどの程度の割合の人が最終的に購入・契約を

しているのか、また、購入・契約した人が（今振り返ってみて）その購入・契約に

ついてどのように思っているのかについて見てみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 

7.2 

8.1 

6.0 

6.8 

5.4 

7.1 

6.8 

4.6 

3.5 

9.9 

42.3 

41.8 

37.2 

37.9 

35.8 

36.7 

34.2 

31.5 

32.1 

31.4 

28.8 

48.6 

51.0 

54.7 

56.1 

57.4 

57.9 

58.7 

61.7 

63.3 

65.1 

61.4 

「良い購入・契約だった」と思える購入・契約をした
「良い購入・契約だった」と思えない購入・契約をした
購入・契約しなかった

勧誘内容と「購入・契約の有無」・「購入・契約についての後悔の有無」 

 0%      20%      40%      60%     80%     100% 

図２-39 

「悪い業・たたり・因縁・災い・悪い運勢から逃れ

るにはこれを買いなさい」と勧められた（N=385） 

説明会等の会場で、異様に盛り上がった雰囲気の

中、商品の購入を勧められた（N=788） 

容姿を美しくするという目的で、美容医療やエス

テの契約、健康食品・サプリメントの購入などを

勧められた（N=2,971） 

（ＳＮＳ等をきっかけに）サイトに登録し、恋愛
交際希望者、高額収入者や財産家、芸能人、弁護
士、占い師などとメール交換等の有料サービスを
利用するよう勧められた（N=285） 

「友達などを誘って組織に入会させ、商品を売れ

ば利益が出る」と勧められた（N=2,261） 

在宅ビジネスで高収入が得られる等と勧誘され、そ

れに必要な教材の購入も併せて勧められた（N=485） 

仮想通貨や株式などへの投資、金融商品、投資教材

DVDを勧められた（N=281） 

商品等の購入やサービス等の契約をしたら、ポイン

トや特典がもらえると勧められた（N=2,085） 

いとも簡単に利益を得られるかのような仕事を勧

められた（N=1,811） 

ビジネスセミナーや資格取得などの有料講座や教

材の購入を勧められた（N=573） 

その他（N=678） 
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勧誘者からのメッセージに対して「話を聞いた（読んだ）」等の何らかの反応

（「自らお店等に行った/広告・宣伝物を見て自ら連絡した」含む）をし、購入・

契約をした人は、28.6パーセントを占める（図２-38）。特に、その勧誘内容が

「『悪い業・たたり・因縁・災い・悪い運勢から逃れるにはこれを買いなさい』と

勧められた」、「説明会等の会場で、異様に盛り上がった雰囲気の中、商品の購入

を勧められた」又は「容姿を美しくするという目的で、美容医療やエステの契

約、健康食品・サプリメントの購入など勧められた」であった場合は、半数弱の

人が購入・契約まで至っている（図２-39）。 

また、購入・契約した人のうち大半は「『良い購入・契約だった』と思えない」17

と回答している。（図２-39 緑色部分） 

なお、「良い購入・契約だった」と思っている人（図２-39：青色部分）も一定数存

在する。この中には、実際には被害者であるにもかかわらず被害意識を持っていな

い人も含まれている可能性がある。 

 

 

  

                                                   
17 「『良い購入・契約だった』と思えない購入・契約をした」には、「今思えば、断れば良かった」、「分から

ない」、「考えたことはない」が含まれる。 
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３．勧誘される若者の意識や心理傾向 

本アンケート調査における「回答者個人に関する特徴（性格的特徴や悩み・不安

の有無等）」と「購入・契約の判断」との関係について分析し、購入・契約の判断に

特に影響を及ぼすと考えられる若者の特徴を探り出すこととする。 

 

（１）性格的特徴と購入・契約の判断との関係 

①購入・契約の判断に影響を及ぼすと考えられる性格的特徴 

本アンケート調査の問５（心理テスト）では、購入・契約の判断に影響を及ぼす

可能性がある若者の意識や普段の行動を設問項目としている18。設問項目の回答に

ついて、心理学等で用いられている統計手法の１つである「因子分析」を行い、若

者の意識や行動に共通する要素（性格的特徴）を抽出した。因子分析とは複数のデ

ータの中に共通している要素を探り出す手法のことである19。 

因子分析を行った結果、６つの要素を探り出すことができた20。そこで各設問項

目を６つ（とその他）に分類した上で、それぞれに共通する要素（性格的特徴）に

ついて表２-２のとおり名称を付した。 
表２-２ 

                                                   
18 因子分析の際に重要となる心理テストの各項目は、本検討会委員らの専門的知見やその研究成果を基に作成

した。 
19 各データに影響を与えていると考えられる潜在的な要素を「因子」として取り出し、データの背後にある共

通の因子を探し出す分析手法のこと。それぞれの項目のデータに対する因子の影響の強さを「因子負荷量」

と呼び、因子負荷量の大きさで分類する。 
20
 ６項目に分類する際には「因子負荷量」の大きさにより判断した。詳しくは参考資料６【補足 1】を参照。 

心理テストの項目 
測ることのできる 

傾向 
分類の名称 

拝まれるようにお願いされると弱い 

勧誘者からの 

メッセージや 

要請をどの程度 

受け入れるか 

【分類①】 

勧誘者への 

一般受容傾向 

おだてに乗りやすい 

自信たっぷりに言われると納得してしまう 

見かけの良い人だとつい信じてしまう 

素敵な異性からの誘いだと断れない 

ありえない話でも、良い内容だと気になってしまう 

多少なら自分が損をしても、相手を怒らせたくない 

どんな相手からでも面と向かって声を掛けられると無視

できない 

契約についての基礎知識が少ない 

「一攫千金」は夢じゃないと思う 

理屈で考えるよりも直感や経験にそって行動する 
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21 「その他の行動傾向」は、どの分類項目とも関連の薄かった項目。 

マスコミで取り上げられた商品はすぐ試したくなる 社会的権威のあるもの

(専門家・有名人や 

マスコミなど)や、 

希少価値の高いもの 

などによる影響を 

どの程度受けるか 

【分類②】 

権威性・ 

希少性の 

被影響の傾向 

好きな有名人が勧める商品は買いたくなってしまう 

新しいダイエット法や美容法にはすぐにとびつく 

専門家や肩書きがすごい人の意見には従ってしまう 

無料だったり返金保証があるならいろいろ試してみたい 

自分の判断にはいつも自信がある 

被害に遭う 

リスクについて、 

どの程度認知 

しているか 

【分類③】 

被害リスクの

認知傾向 

自分はだまし被害には遭わないと思う 

詐欺や悪質商法の手口はたいてい知っている 

怪しい人かどうかは見かけで判断できる 

何度かＳＮＳ上でやり取りすれば、相手が信用できるかど

うかはたいてい分かると思う 

言いたいことはちゃんと言えるほうだ 

ＳＮＳを利用している人の中には、自分の身の回りよりも

悪い人がたくさんいると思う 

情報の信頼性を 

どの程度確認 

しているか 

【分類④】 

情報源への 

信用度確認 

傾向 

高い買い物や契約のときには細かい内容も確認する 

ネットではとにかく安く手に入る店や相手を探す 

ネットの口コミやＳＮＳでの評価は参考になると思う 

親友の勧めならとりあえず話は聞く 

好きな物や人への執着心が強い 

資格や能力アップにはお金を惜しまない 

自身の内面に生じた 

動機をどの程度 

重視しているか 

【分類⑤】 

内的衝動の 

重視傾向 

良いと思った募金にはすぐ応じている 

欲しいものは多少のリスクがあっても手に入れる 

どんな相手からの電話でも最後まで聞く 

試着や試飲をしたために、つい買ってしまったことがある 

誰に対しても、嫌われないように気を配るほうだ 自らにどの程度の 
負担を課して 
考えているか 

【分類⑥】 

配慮や熟慮の

傾向 判断が難しくても、我慢して慎重に考えるほうだ 

どちらかというと融通が利くほうだ  

その他の 

行動傾向21 

ローンを組むことに抵抗がある 

詐欺・悪質商法に関する報道（新聞・テレビ・ネットニュ

ース等）にあまり関心はない 

誰にも相談せずに物事を決めることが多い 

直接会ったことはない、ＳＮＳ上での友達がいる 
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 これら６つの分類項目について、アンケート対象者の回答を点数化し（「とても

当てはまる」を５点、「やや当てはまる」を４点、「どちらともいえない」を３点、

「あまり当てはまらない」を２点、「ほとんど当てはまらない」を１点として換算）、

それぞれ「購入・契約した人」と「購入・契約しなかった人」の２群に分けて、設

問項目ごとの平均値を算出した。 

その結果「勧誘者への一般受容傾向」、「権威性・希少性の被影響の傾向」、「内的

衝動の重視傾向」は、各設問の項目について「購入・契約した人」の群の方が「購

入・契約しなかった人」の群より平均値が高かった（参考資料６【補足２-２】）。こ

のことから、「勧誘者への一般受容傾向」、「権威性・希少性の被影響の傾向」、「内

的衝動の重視傾向」の３つの性格的特徴は、購入・契約の判断に特に影響を及ぼす

ものであると考えられる。 
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②リスキーな心理傾向の把握 

 ここで、不審感を抱くような勧誘を受けた際に購入・契約しやすい心理傾向

をより具体的に把握するため、「勧誘者への一般受容傾向」、「権威性・希少性の

被影響の傾向」、「内的衝動の重視傾向」のうち、不審感を抱くような勧誘を受

けた際に購入・契約するかどうかの個人差を判別することに有効な項目とし

て、表２-３のとおり 15 項目を抽出した22。 

 

表２-３ 

項目 分類の名称 

拝まれるようにお願いされると弱い 

勧誘者への 

一般受容傾向 

おだてに乗りやすい 

自信たっぷりに言われると納得してしまう 

見かけの良い人だとつい信じてしまう 

素敵な異性からの誘いだと断れない 

マスコミで取り上げられた商品はすぐ試したくなる 

権威性・希少性

の被影響の傾向 

好きな有名人が勧める商品は買いたくなってしまう 

新しいダイエット法や美容法にはすぐにとびつく 

専門家や肩書きがすごい人の意見には従ってしまう 

無料だったり返金保証があるならいろいろ試してみたい 

資格や能力アップにはお金を惜しまない 

内的衝動の 

重視傾向 

良いと思った募金にはすぐ応じている 

欲しいものは多少のリスクがあっても手に入れる 

どんな相手からの電話でも最後まで聞く 

試着や試飲をしたために、つい買ってしまったことがある 

 

 

これらの 15 項目について、前述のようにアンケート対象者の回答を点数化し、

その合計点によって「不審感を抱くような勧誘を受けて購入・契約しやすい心理傾

向」（以下「リスキーな心理傾向」という。）の度合いを測り、その得点の分布に

ついて「購入・契約した人」と「購入・契約しなかった人」の割合を比較した23。 

 

 

                                                   
22 各項目の平均値の差より購入・契約の判断に影響があると考えられる傾向のうち、因子負荷量が高い上位５

つの項目を抽出した（参考資料６【補足３】参照）。 
23 複数の質問項目をまとめるに当たり、それぞれの項目の回答にどの程度一貫性があるかを確認できるα係数

を算出：「勧誘者への一般受容傾向（上位５項目）」：0.749、「権威性・希少性の被影響の傾向（上位 5項

目）」：0.792、「内的衝動の重視傾向（上位５項目）」：0.668 
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0.3 
0.7 
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8.3 
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3.4 

1.5 
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8.0 

10.6 

11.7 
11.1 

5.6 

2.6 

0.8 
0.2 0.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

リスキーな心理傾向と購入・契約の有無

（15点～75点：５点刻みの分布）

購入・契約した 購入・契約しなかった

15％

 

 まず、表２-３に挙げた 15 項目について、対象者24の回答の合計点を 75 点満点

（各設問項目は５点満点、最低点は 15点）で点数化し、購入・契約の有無に分けて

人数の割合を整理した。 

 

図２-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                   
24 問３-１で「広告・宣伝物を見て、自ら連絡したこと」又は「自らお店等に行ったこと」（図２-８）を選択した

人、及び問３-６「（声を掛けられた際に）話を聞いた（読んだ）」（図２-13）を選択した人。 

（N＝8,012） 

全
体
に
占
め
る
人
数
の
割
合 

10％ 

5％ 

0％ 
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24.9 

33.4 

41.2 

53.0 

68.5 

75.1 

66.6 

58.8 

47.0 

31.5 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

リスキーな心理傾向と購入・契約の有無（点数ゾーンごとの分布）

購入・契約した 購入・契約しなかった

 次に、図２-40について、点数を「30点未満ゾーン」、「30点以上 40点未満ゾー

ン」、「40点以上 50点未満ゾーン」、「50点以上 60 点未満ゾーン」、「60点以上ゾー

ン」に５分割した。そして、それぞれのゾーンに入っている人のうち、「購入・契

約した人」と「購入・契約しなかった人」の割合を整理した。 

 

 

 

図２-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-41 を基にいえば、リスキーな心理傾向の得点が 60 点以上のゾーンに入る

若者は、不審感を抱くような勧誘を受けた場合、70％程度は購入・契約してしまう

可能性があると予測できる。同様に、50 点代のゾーンに入る若者であれば 50％強、

40 点代では約 40％、30 点代では 30％強の確率で購入・契約し、30 点未満のゾー

ンに入る若者であっても 20％強が購入・契約してしまう可能性があるといえる。 

  

割
合 

80％ 

60％ 

40％ 

20％ 

0％ 

（30 点未満ゾーン：N＝968） 

（30 点以上 40 点未満ゾーン：N＝2,236） 

（40 点以上 50 点未満ゾーン：N＝3,106） 

（50 点以上 60 点未満ゾーン：N＝1,397） 

（60 点以上ゾーン：N＝305） 
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（２）勧誘時の「悩みや不安等の有無」と購入・契約の判断の関係 

勧誘を受けた時点での「悩みや不安等の有無」が購入・契約の判断に影響を及

ぼすかどうかを見てみる。 

 

悩みや不安等の有無に関する設問計６項目（問３-８）についての回答を点数化

し（「とても当てはまる」を５点、「だいたい当てはまる」を４点、「やや当て

はまる」を３点、「あまり当てはまらない」を２点、「ほとんど当てはまらな

い」を１点として換算）、「購入・契約した人」と「購入・契約しなかった人」

に分け、それぞれの得点の平均値を算出して比較した。 
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図２-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目の平均値は、「購入・契約した」人であってもほぼ３点以下であることか

ら、悩みや不安を強く持っているがために購入・契約したとまではいえない。しか

し、全ての項目について、「購入・契約した」人の方が「購入・契約しなかった」人

よりも回答の平均値が高くなっており、悩みや不安等を抱えている人は、購入・契

約する可能性が高まる傾向があると考えられ、より注意すべきであるということが

できる。 

  

3.08

2.57

2.54

2.51

2.45

2.40

2.44

2.04

2.19

2.11

2.02

2.13

1点 2点 3点

容姿や能力に関するコンプレックスを抱えていた

誰かを見返したい（評価されたい）と思っていた

お金に困っていた

日常生活に刺激が欲しいと思っていた

人間関係（友人・恋人・家族など）に悩んでいた

就職活動や学業に不安を感じていた

悩みや不安等の有無と購入・契約の有無

（平均値での比較）

購入・契約した 購入・契約しなかった

（N=8,012） 
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４．勧誘を受けた際の心境や状況 

 次に、勧誘プロセスにおける、回答者の心境やそのときの状況が購入・契約の判

断に及ぼす影響について見てみる。 

 

問３-14 の各設問項目において、購入・契約の判断をする際の心境等を測定した
25。さらに、それぞれの設問項目の回答から、購入・契約の判断をする際の心境等に

共通する要素がないか探るため、「因子分析」を行った。その結果、６つの要素を探

り出すことができた26。 

そこで各設問項目を６つに分類した上で、それぞれに共通する要素について表２

-４のとおり名称を付した。 

 

表２-４ 

設問項目（購入・契約の判断をする際の心境等） 
測ることのできる 

内容 
分類の名称 

勧誘（購入・契約）内容に興味・関心があり、自分にとって価

値のあるものだと思った 

購入・契約の 

対象となっている 

商品やサービスの 

価値をどのように 

判断したか 

【分類①】 

商品・サービス 

価値への評価 

相手の勧誘内容は希少価値の高い（貴重な・レアな）ものだと

感じ、契約するなら今しかないと思った 

商品の購入やサービスの契約に付いてくるポイントや特典に

惹かれた 

相手の言い分や提案内容は正しいと思った 

これに取り組むことで、知人・友人・家族等を見返せると思っ

た 

その場にいた周りの人が良いと言っていたのを聞いたり、ある

いは、周囲の人も購入・契約しているのを見たりして、自分も

購入・契約したいと思った 

自分の知識では商品や契約の良し悪しを判断できなかった 

その場の盛り上がった雰囲気にのってしまった 

今後の相手との関係を壊したくないと思った 

勧誘者を 

どのように 

思ったか 

【分類②】 

勧誘者への 

評価 

相手がとても魅力的であり、何かしてあげたいと感じた 

相手のことは信じられる人物だと思った 

相手に何らかの恩や負い目を感じていた 

一生懸命に勧められたので、応じないと相手が気の毒に思えた

（断ると相手に悪いと思った） 

                                                   
25 因子分析の際に重要となる各設問項目は、本検討会委員らの専門的知見や研究成果を参考に、購入・契約の

判断をする際の心境を測ることができるように作成した。 
26 因子負荷量により６つに分類した。詳しくは、参考資料６【補足４】を参照。 
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これまでの会話の流れから、途中で引くに引けないと感じた 

勧誘時の拘束感を 

どのように 

捉えたか 

【分類③】 

場の拘束感 

への評価 

とにかくその場から逃れたいと思った 

断る理由を考えていたが思い付かなかった 

断っているつもりなのに、さらに勧められて困った 

勧誘を聞いていて疲れてしまい、深く考えられなかった 

時間がなく、すぐに判断しなければならないと焦った 

購入・契約したら損をすると思った 

勧誘に対して 

否定的な考えを 

持ったか 

【分類④】 

否定的側面 

への評価 

そんな高額なお金は払えるわけないと思った 

相手に不審さを感じた 

以前、悪質商法等に遭った経験を見聞きしたことがあるので、

同じような目に遭いたくないと思った 

誰かに相談した結果、助言を受けて、断った方が良いと感じた 

購入・契約しないと、普段の生活が脅かされる恐怖・不安を感

じた 
勧誘者からの 

強引な要請を 

どのように 

捉えたか 

【分類⑤】 

強引な要請 

への評価 

相手から強い口調で迫られ、頭の中が真っ白になった 

購入・契約しないと怖くて帰れない（この場を去れない）と思

った 

勧誘（購入・契約）の内容をよく理解できた 勧誘時の 

説明に納得 

できたか 

【分類⑥】 

説明への 

納得感 相手の話をじっくり冷静に聞くことができた 

 

若者は、不審感を抱くような勧誘を受けた場合、購入・契約の判断を行うに当た

っては、「商品・サービス価値への評価」、「勧誘者への評価」、「場の拘束感への評

価」、「否定的側面への評価」、「強引な要請への評価」、「説明への納得感」の６つの

視点から検討を行っていることが示唆される。 

 

 この６分類（購入・契約の判断を行う際の心境等）と「購入・契約の有無」の関

係性を確認するため、まず「購入・契約した」人と「購入・契約しなかった」人の

２群に分けた上で、それぞれの分類に属する各設問項目の当てはまり度合い（「と

ても当てはまる」を５点、「だいたい当てはまる」を４点、「やや当てはまる」を３

点、「あまり当てはまらない」を２点、「ほとんど当てはまらない」を１点として換

算）について、回答の「平均値」を比較したところ、図２-43 のとおりの結果とな

った27。 

                                                   
27 複数の質問項目をまとめるに当たり、それぞれの項目の回答にどの程度一貫性があるかを確認できるα係数

を算出：「商品・サ-ビス価値への評価」：0.883、「勧誘者への評価」：0.839、「場の拘束感への評価」：

0.817、「否定的側面への評価」：0.702、「強引な要請への評価」：0.843、「説明への納得感」：0.761 
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2.84 

2.57 

2.91 
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2.20 

3.25 

1.92 

1.99 

2.50 

2.97 

1.69 

3.27 

1点 2点 3点 4点 5点

商品・サービス価値への評価

勧誘者への評価

場の拘束感の有無

否定的側面

強引な要請の有無

説明への納得感

購入・契約の判断を行う際の心境等と購入・契約の有無

購入・契約した 購入・契約しなかった

場の拘束感への評価

 

 

図２-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

強引な要請への評価 

否定的側面への評価 
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 「商品・サービス価値への評価」、「勧誘者への評価」、「場の拘束感への評価」、「強

引な要請への評価」については、いずれも「購入・契約した」群の平均値が、「購入・

契約しなかった」群の平均値よりも高かった。同様に、「否定的側面への評価」につ

いては「購入・契約しなかった」群の方が、平均値が高かった。 

 このことから、「商品・サービス価値への評価」、「勧誘者への評価」が高い場合

や、勧誘者がもたらす「場の拘束感」、「強引な要請」による影響を受けてしまった

場合には購入・契約しやすい傾向にあり、「否定的側面」を感じると購入・契約しに

くい傾向にあると言える。 

すなわち、勧誘を受けても断ることができた人というのは、購入・契約した人よ

りも、勧誘者を低く評価していたり、商品購入や契約の必要性などを検討した結果

その価値を低く評価したりしていた可能性がある。また、セールストークの内容に

対して何らかの不自然さなどを感じ、否定的な思考が強まっていた可能性も考えら

れる。 

なお、「説明への納得感」については平均値の差がほとんど見られなかったが、説

明への納得感は若者の主観的な理解に基づくため、勧誘内容を正確に理解した上で

購入・契約の判断をした人と、表面的な理解にとどまった（勧誘内容を誤解した）

人が混在していると考えられる。そのため、平均値の差がほとんどみられなかった

からといって、購入・契約の判断に影響を与えないわけではないことに留意する必

要がある。 

本調査分析では、勧誘を受けてから購入・契約に至るまでの過程で、これらの心

理がどのように生じ、具体的にどのような形で作用するかについては解明まで至ら

なかったが、購入・契約の意思決定をするに当たっての判断要素が示唆されたとい

えよう。 
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2.95 

2.66 

2.27 

2.21 
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4.05 
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3.08 
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2.97 

1.69 

3.27 

1点 2点 3点 4点 5点

商品・サービス価値への評価

勧誘者への評価

場の拘束感の有無

否定的側面

強引な要請の有無

説明への納得感

購入・契約の判断を行う際の心境等と

購入・契約についての後悔の有無

「良い購入・契約だった」と思える購入・契約をした

「良い購入・契約だった」と思えない購入・契約をした

購入・契約しなかった

次に、表２-４の６分類（購入・契約の判断を行う際の心境等）と「購入・契約に

ついての後悔の有無」の関係性を確認するため、「購入・契約した人」のうち「『良

い購入・契約だった』と思える購入・契約をした」人の群と「『良い購入・契約だっ

た』と思えない購入・契約をした」28人の群に分けた上で、６分類の各設問項目の当

てはまり度合いについて、回答の「平均値」を「購入・契約しなかった」人の群と

並べて比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 「『良い購入・契約だった』と思えない購入・契約をした」には「今思えば、断れば良かった」、「分からな

い」、「考えたことはない」が含まれる。 

図２-44 

場の拘束感への評価 

強引な要請への評価 

否定的側面への評価 
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「『良い購入・契約だった』と思えない購入・契約をした」という人は、「場の

拘束感への評価」、「否定的側面への評価」、「強引な要請への評価」の項目の平均

値が比較的高くなっている。このことから、「場の拘束感」や「否定的側面」、「強

引な要請」を感じながら契約した場合には、良い購入・契約だったと思わない傾

向があるといえる。 

 

 一方で、「『良い購入・契約だった』と思える購入・契約をした」という人は、「場

の拘束感への評価」、「否定的側面への評価」、「強引な要請への評価」の平均値が低

い傾向にある。すなわち、「場の拘束感」や「否定的側面」、「強引な要請」を感じな

がら購入・契約をした場合には「『良い購入・契約だった』と思えない購入・契約を

した」と思う傾向にあるが、そうでない場合には自分自身で決めて購入・契約した

ことであるとして、「良い購入・契約だった」と自身の判断を正当化している可能性

があると捉えることもできる。 
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５．勧誘手法 

勧誘を受けた際に用いられた手法の数と購入・契約の有無についての関係性を見

てみる。 

 

勧誘手法に関する各設問項目（表２-７）のうち、「はい」と回答した個数の合計

（０～12）について、該当した勧誘手法の数ごとに「購入・契約した人」の割合の分

布を示す。 

 

表２-７ 

勧誘を受けた際に用いられた手法（問３-10）アンケートでの質問項目： 

「はい」・「いいえ」の２択で回答 

日時を変えて何度もしつこく勧められた 

同一機会に長時間にわたって、引き止めながら勧められた 

恐怖心や不安な気持ちを強く煽（あお）られた 

「購入・契約しないなんてひどい」と非難された 

購入や契約をするのは、今が最高のチャンスであると強調された 

購入や契約を急かされた 

大勢の人が同じものを購入・契約しているのを見せられた、あるいはその場所に

連れて行かれた 

数人から取り囲まれるようにして勧められた 

最初は販売目的が隠されていた 

相手は自分に対し親しみ・好意を示して接していた 

勧誘者は社会的信用のある人物であると説明された 

何らかの粗品や無料サービスの提供を受けた 
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図２-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より多くの手法を用いて勧誘されると、購入・契約しやすい傾向にあると考えら

れる。したがって、複数の手法を組み合せた勧誘が行われると、購入・契約の判断

に大きく影響を与えることがあり得るということができる。 
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91.1 

83.9 

63.3 

50.0 

30.0 

8.9 

16.1 

36.7 

50.0 

70.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても好印象であった（N=910）

どちらかといえば好印象であった（N=3,389）

どちらともいえない（N=3,219）

どちらかといえば印象が悪かった（N=1,470）

とても印象が悪かった（N=977）

声を掛けてきた人の印象と声を掛けられた時に話を聞いたかどうか

話を聞いた（読んだ） 話を聞かなかった（読まなかった）・無視した

６．声を掛けてきた人の印象 

 勧誘のきっかけとして声を掛けてきた人の印象と、購入・契約の有無等につい

ての関係性を見てみる。 

 「初めに声を掛けてきた人の印象」を５段階（１.とても好印象であった／２.

どちらかといえば好印象であった／３.どちらともいえない／４.どちらかといえ

ば印象が悪かった／５.とても印象が悪かった）で尋ねた。声を掛けてきた人の印

象についての回答と、声を掛けられた時に「話を聞いたかどうか」、さらに、「最

終的に契約したかどうか」について、回答者の割合を比較した。 

 

図２-46 
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図２-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

声を掛けてきた相手の印象が良いほど話を聞いてしまう傾向があり（図２-

46）、さらに購入・契約してしまう傾向（図２-47）も見られた。すなわち、勧誘

された時の第一印象や最初に感じたことは、その後の判断にも影響しやすいこと

が読み取れる。 

その一方で、勧誘者の印象が非常に悪い場合であっても、30パーセントの若者

は勧誘の話を聞いており（図２-46）、さらにそのうち 16パーセントは購入・契約

していることも明らかとなった（図２-47）。 
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７．アンケート調査結果からの分析のまとめ 

（１）不審感を抱くような勧誘メッセージへの反応 

 まず、不審感を抱くような勧誘のメッセージに対して、回答者の７割以上が「話

を聞く」等の何らかの反応をしており、一旦反応してしまうと、そのうち約 40 パ

ーセントが購入・契約してしまうという結果が得られた（図２-38）。さらに、その

うち大多数は「『良い購入・契約だった』とは思えない購入・契約」をしており、望

まない購入・契約をしている可能性がある（図２-39）。 

 

（２）若者の性格的特徴と消費者被害の関係 

因子分析から導き出したリスキーな心理傾向（表２-３）の点数が高いほど、不審

感を抱くような勧誘を受けた際に、購入・契約する可能性が高く、得点の高い者は

こうした勧誘に特に注意することが必要であると考えられる。自らの性格的特徴を

把握し対策を講じることは、被害の防止に有効であるといえる。 

一方で、点数が 30点未満の人でも約 25パーセントの人は購入・契約しているこ

とから、性格的特徴によって被害の遭いやすさに係る危険度に差はあれども、誰し

も消費者被害に遭う可能性があるといえる。すなわち、勧誘を拒否する個人的特徴

を持っている人であっても、勧誘の場面に遭遇し、心理に働き掛けてくる勧誘メッ

セージや状況といった外的な影響力を受けてしまうと、性格的特徴に関わらず購

入・契約してしまう可能性があることを示唆している。これまで、消費者被害への

対策として一般的にもよく述べられてきたように、どのような人でも消費者被害に

遭う可能性を自覚してもらうべきであることが確認できた。 

 

（３）勧誘を受けた際の心境や状況と購入・契約の判断の関係及び６つの視点 

 購入・契約の判断を行う際の心境等を分析したところ、若者が購入・契約の判断

をするに当たっては６つの視点から検討を行っていることが導かれた。特に、「商

品・サービス価値への評価」、「勧誘者への評価」が高かったり、「場の拘束感」、「強

引な要請」による影響を受けてしまったりするほど、購入・契約する可能性が高く

なるといえる（図２-43）。 

また、購入・契約について後から振り返ってみて「良い契約だった」と思うかど

うかについて、つまり、自身の判断に納得しているかどうかについても、勧誘を受

けた時の心理状態が影響していることがうかがわれる結果になった（図２-44）。 

すなわち、何らかの商品・サービス等についての勧誘を受けたとき、「商品・サー

ビス価値への評価」や「勧誘者への評価」が高い場合、あるいは、勧誘者がもたら

す「場の拘束感」や「強引な要請」による影響を受けた場合には、購入・契約の判

断をする傾向が強くなるが、逆に、これらの視点から、客観的に十分な検討を行う

ことができれば、不本意な購入や契約に至りにくいことが示唆されたといえよう。

したがって、若者が、勧誘を受けた際に、これらの視点から警戒的、客観的に検討
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を行うことできるような感性を高めていくことが課題であると考えられる。 

 

（４）勧誘者の印象や悩み・不安等が購入・契約の判断に及ぼす影響 

勧誘を受けた際に悩み・不安等を抱いている場合や勧誘者の印象が良い場合には、

購入・契約しやすい傾向があると考えられる（図２-42、図２-47）。また、勧誘を受

けた際に用いられる手法の数が増えるほど、購入・契約する可能性が高まると考え

られる（図２-45）。 
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第３章 ヒアリング調査結果と分析 

 アンケート調査では、性格的特徴や勧誘時に陥る心理状態等と購入・契約の判断

の関係について分析した。 

さらに、若者が悪質な勧誘を受けてから購入・契約の判断に至る際の具体的な心

理状態を把握するため、本検討会では、悪質事業者から勧誘を受けた経験のある方

やその関係者にヒアリング調査を行った。 

過去の消費者被害の経験を語ることは心理的負担を伴う場合もあり、ヒアリング

に応じていただける方を探すのは大変難しかったが、そのような中、ヒアリングに

御協力いただいた皆様には、この場を借りて改めて御礼申し上げる。 

 

 

１．ヒアリング調査の実施概要 

実施時期 2018年１月～５月 

対象者 悪質事業者から勧誘を受けた経験のある方又はその関係者29 

（ケース１、ケース２、ケース３：男性） 

（ケース４、ケース５、ケース６、ケース７：女性） 

 

  

                                                   
29 有識者からの紹介等やアンケートに御回答いただいた方の中から対象者を抽出した。 
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２．事例紹介 

（ケース１）友人から誘われて契約し、自らの友人も勧誘 

［ヒアリング対象者：本人］ 

（１）悪質事業者の手口 

  紹介者が「投資に興味はないか」と友人等を誘い、喫茶店などで説明者を含め

た３人で会う。その場では、説明者が過去の運用実績等を示し「皆と同じやり方

でやればよい」、「もうかる」などと話をして、勧誘する。 

  投資の情報が入ったＵＳＢを数十万で購入した後はセミナーやミーティング、

イベントへの参加等でメンバー間のつながりを強める。また、友人の勧誘も促し、

勧誘が成功するとマージンが入る仕組みである。 

 

（２）内容 

Ａ（勧誘当時 20歳・大学生・

男性）は友人（Ｂ）から「投資

に興味はないか」と誘われ、Ｂ

に連れられて行った喫茶店で、

Ｂの知人と思われる人（Ｃ）と

３人で会った。Ｃは資産運用で

成功しているようであり、勢い

のある雰囲気があった。過去の

運用実績が示され、Ａは信用で

きると思った。Ｃから「興味があればＢ経由で連絡してくれ」と言われ、Ａは「自

分もやってみたい」、「挑戦してみたい」と思った。 

後日、ＡはＢに「契約したい」と伝えた。Ａは学生ローンを組み、投資につい

ての情報が入っているＵＳＢを数十万円で購入した。Ｂも学生ローンを組んだと

言っていたため、学生ローンを組むことに抵抗はなかった。「きっと、もうかって

消費者金融で借りた額のお金は取り返せるだろう」と思った。また、借金をした

ことなども親には言わなかった。 

Ａには「もうけたお金で何かしよう」という明確な目的はなかった。ただ、「就

職した後も、副収入があれば何かとよいかもしれない」とは思っていた。 

ＵＳＢの中身は投資の教科書のような内容であったが、ＵＳＢを購入したとき

に投資のやり方については説明を受けたため、結局中身はほとんど見なかった。 

実際に投資をしてみて、少しだけもうかったこともあったが、アルバイト収入

の中から投資に使えるお金は少額しかなかったため、余り投資は行わなかった。 

ＵＳＢを購入した後は、セミナー、ミーティングやイベントに参加していた。

セミナーやミーティングでは、実際に投資をやっている先輩や仲間と会うことが

でき、イベントではクラブの貸切りやクルージングといった、「ここでしかできな

＜ケース１の登場人物の関係図＞ 

喫茶店に誘う 
 

 

 
C 

（説明者） 

 
B 

（A の友人） 
A 



95 

 

い」と思えるような経験をすることができた。（イベントはＵＳＢを購入していな

い人でも参加することができるものもあった。） 

また、投資仲間から「仲の良い友達と一緒にやった方が楽しいと思うから、興

味があるなら他の人も誘ってみないか」と言われ、何名か誘い、そのうち実際に

何名かは契約した。紹介料として一人につき数万円もらえた。Ａは「強制的な勧

誘をしているわけではない」、「このような仕組みはほかにもある」と思い、友人

を勧誘することについて、特に抵抗は感じなかった。 

大学３年生になって、サークル活動が増え、サークルの合宿や大会への出場で

お金が必要になり、投資に使うことができるお金がなくなった。４年生になって

久々に投資を行ってみたが、損が出たため、それ以降は投資を行わなかった。投

資仲間とも徐々に会わなくなった。個人的に連絡を取っている人もいるが、投資

仲間として会うことはない。 

 

 

（ケース２）長時間勧誘による思考力低下と、先輩からの勧めという断りにくい 

状況を利用される 

［ヒアリング対象者：関係者］ 

（１）悪質事業者の手口 

勧誘者が、自身の友人等を呼び出し、紹介者と説明者が連携して勧誘を行い、

知り合いを誘って契約させればマージンが入ることを説明する。勧誘場所は消費

者金融が近くにあるファミリーレストランを選んでおり、説明の後、近くの消費

者金融でお金を借りさせ、その場で数十万円の契約を結ばせる。 

 

（２）内容 

  Ｄ（勧誘当時 20 代前半・社

会人・男性）は、中学時代の先

輩（Ｅ）から「一緒に夕飯を食

べよう」という連絡を受け、午

後８時より遅く、ファミリー

レストランに呼び出された。

そのときは「もうかる仕事が

ある。すごい人がいるからと

にかく会ってほしい」と言わ

れただけで、勧誘目的である

ことは隠されていた。 

  ＤはＥに会うつもりでファミリーレストランへ赴いたが、そこにはＥと一緒に

説明者（Ｆ）がいた。Ｆとは話が合い、会話も盛り上がった。（実は、ＦはＤに会

＜ケース２の登場人物の関係図＞ 

 

  
E 

（D の先輩） 
 

D 

 
F 

（説明者） 
 

ファミリー 
レストランに誘う 

 



96 

 

う前に、ＥとＳＮＳ上でやり取りし、Ｄの性格や趣味等の情報をあらかじめ入手

していた。趣味等が分かっているため、F が D との共通の話題を意図的に持ち出

すことで、あたかも話が合うかのような状況が作り出されていた。そして、Ｆは

事前情報を活用しながら世間話をして D との心理的な距離を近づけた。） 

  話が盛り上がってきたところで本題に入り、商品である化粧品について説明を

受けた。F からは「別の誰かを紹介し、契約させることで、自分にも数万円のマ

ージンが入る」という説明があり、商品を売ることよりも、紹介によって得られ

る利益を強調していた。ここでは「もうけて良い車に乗りたくないか」などと夢

を刺激された（事前情報として D が車を欲しがっていることが伝わっていた）。

契約料は数十万円（該当商品数十本分）であり、Ｄが「支払えない」と言うと「皆

も消費者金融で借りている」と説明を受けた。 

  一通り説明が終わると、Ｆは一旦席を外し、そこにはＤとＥの２人が残された。

それまで黙っていたＥが「どうだ、いい話だろう。すぐそこに消費者金融がある。

自分もそこの消費者金融で借りた。一緒に行くから、契約をしてみないか」など

と、先輩からの勧めという形で更に勧誘が行われた。 

  その後、一時的に席を外していたＦが戻ってきて、Ｄの意思を確認した。その

際も表面的には「決めるのは君自身だ。強制はしない。」と言われた一方で、「君

が決断するまで絶対に帰らない」、「一旦帰って親に相談したら、親から反対され

て絶対に契約しないだろう、今この場で決めるように」などと間接的に契約する

よう強要された。また、先輩であるＥの手前、Ｄは契約に前向きに振る舞わざる

を得なかった。結果的に、長時間拘束され、「先輩からの誘いだから」、「帰らせて

くれないから」、「契約してしまった方が楽」と思い、契約してしまった。 

契約のことは親に黙っていたが、最終的に親の知るところとなり、消費生活セ

ンターに相談した。 

 

 

（ケース３）マインド・コントロール状態に陥り、友人等を積極的に勧誘 

［ヒアリング対象者：関係者］ 

（１）悪質事業者の手口 

  会員となっている紹介者が友人等を食事に誘うなどして呼び出し、さらに自己

啓発セミナーに参加しないかと誘う。そのまま事務所に連れて行き、複数名で囲

い込み、その場でセミナー料として 100万円を超える金額の契約を結ばせ、事務

所の近くの消費者金融でお金を借りさせる。 

セミナー料を支払って入会した後は、自己啓発セミナーへ参加するほか、知り

合いを入会させる目的で勧誘活動を行う者も出てくる。 
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（２）内容 

  Ｇ（勧誘当時 20代前半・大学生・男性）は、幼い頃からの友人であり、同じ大

学に通うＨから「良いセミナーがあるから参加しないか」と誘われた。Ｇは高額

な契約金を支払い入会し、自己啓発セミナーに参加するようになった。そのセミ

ナーに何度も参加するにつれて、Ｇは段々と自己啓発セミナーの講師等を担当す

る組織の幹部（Ｉ）に憧れの念を抱くようになっていった。 

  Ｇは次第に、「自分は、入会して 

Ｉという素晴らしい人に出会っ 

て、こんなに変わることができ 

た。友達も自分みたいに変わって 

ほしい。」という意識を持つよう 

になり、当時通っていた大学内 

で、友人を次々と勧誘するように 

なった。勧誘に当たっては、友人 

を昼食に誘い、雑談を交えながら 

セミナーについての話をした後、 

セミナーを運営する組織の事務所へ友人を連れて行くなどした。 

それぞれの友人たちは事務所に行くと他の会員等に取り囲まれ、「将来どうす

るのか。このままでは就職しても駄目だから入会しろ」、「今この場から逃げたら

駄目人間になるぞ」と言われたり、長時間拘束されたりした後、消費者金融で借

金し、契約金を支払わされていた。しかし、Ｇは友人のためだと思って、悪いこ

とだという意識もなく勧誘を続けていった。そのような状況の中、Ｇの様子がお

かしいと感じたＧの母親が、Ｇをセミナーに行かせないようにすると、Ｇは「セ

ミナーに行かなければ自分は駄目になってしまう」と言って、精神状態が非常に

不安定になった。当時、ＧはＩを信奉するあまり、強いマインド・コントロール

状態に陥っていた。結局、それが解けるまでに１か月近くの時間を要し、その間

は大学に通うことさえできない状態であった。 

 

 

（ケース４）事業者から、強引に、高額な商品の購入や友人の勧誘を勧められる 

［ヒアリング対象者：本人］ 

（１）悪質事業者の手口 

  紹介者が「エステ体験に行かないか」と友人等を誘う。エステ体験後に、スタ

ッフは「今（学生のときに）入会すれば、社会人になっても割引が続き、入会し

たタイミングの値段で引き続きエステを受けることができる」と説明し、契約さ

せる。 

  その後、２年契約が切れるタイミングで料金体系が変更となる旨の説明を一方

セミナーに誘う  
H 

（G の友人） 
 

 
I 

（セミナー講師） 
 

G 

＜ケース３の登場人物の関係図＞ 
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的にしたり、友人の勧誘や美顔器の購入を勧めたりする。 

 

（２）内容 

  Ｊ（勧誘当時 21 歳・大学

生・女性）は高校と大学が同

じクラスだった友人（Ｋ）か

ら「エステ体験（美容・肌の

ケアなど）に行かないか」と

メールで誘われた。当時、Ｊ

は肌トラブル（ニキビなど）

に悩んでいた上、就職活動を

控えており、「ニキビがない

ほうが就職活動も上手くい

く」というネットの情報も見

ていたため、内容に興味を持ちエステ体験に行った。スタッフから「学生のとき

に入会すれば学割があり、安くなる。今（学生のときに）入れば、社会人になっ

ても割引が続き、入会したタイミングの値段で引き続きエステを受けることがで

きる」と言われ、契約した。 

  ２年間定期的に通い、肌はツルツルになった感覚はあったものの、ニキビはな

くならず、期待した効果は得られなかった。しかし、契約が切れる時期が来るま

では、特段不審なことは感じなかった。 

  社会人になり、エステの２年契約が切れる時期に「学生のときに入会したら、

社会人になっても入会時点の学割適用と同様の金額になる」というプランが無く

なったと告げられた。 

  また、同じ時期にエステサロンのスタッフから「エステに通う友達を紹介しな

いか」という話があった。「友達を紹介すればキャッシュバックがある」と言われ

たが、Ｊは「入りたい友達がいれば誘ってもよいかな」という程度にしか考えて

いなかった。 

  しかし、スタッフからセミナー（自己啓発系の勉強会「内面美容について」）に

参加しないかと声を掛けられ、受講させられた後、その会場で友人を勧誘するよ

う勧められた。「あなたの仲のよい友人は誰がいますか」と言われてメモを書か

され、「今ここで、その友人に電話で連絡して誘いましょう。帰ったらやる気がな

くなってしまうので、今やりましょう」と、女性スタッフ数名から取り囲まれ、

友人に電話を掛けるよう、しつこく言われた。その場で友人を勧誘しなければ帰

ることができない雰囲気であったため、Ｊは「お手洗いに行く」といってその場

を一時的に抜け、一番信用できる友人に連絡して、事情を説明した後、セミナー

会場に戻って、再びその友人に電話を掛けた。セミナーのスタッフには「今、友

＜ケース４の登場人物の関係図＞ 
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人を誘ったが断られた。この後、予定があるので、帰らなければならない」とい

う旨を伝え、セミナーの場から逃れることができた。 

  また、これも同じく契約が切れるのと同時期に、スタッフから「エステにずっ

と通うより、美顔器を買っておく方がよいのではないか」と言われ、美顔器の購

入を勧められた。Ｊは、スタッフの言うとおり「エステに通うよりも家で美顔器

を毎日使った方が効果が出るかもしれない」などと考え、結局、数十万円の美顔

器を購入した。しかし、美顔器を使用してみたところ肌の状態は悪化した。 

就職活動の際にお世話になっていた社会人の方と会う機会があり、美顔器の話

をしたところ、「消費生活センターに相談した方がよい」と助言を受けたことから、

消費生活センターに相談をした。（助言を受けるまでは、消費生活センターのこと

も知らなかった。） 

  消費生活センターへの相談は心理的にハードルが高かったが、相談員に教えら

れたとおりにクーリング・オフの手続を行ったところ、美顔器を返却することが

でき、支払った代金も全額戻ってきた。 

 

 

（ケース５）数人から囲まれ圧力を感じ、深く考えられずに契約 

［ヒアリング対象者：本人］ 

（１）悪質事業者の手口 

紹介者が、友人等を「説明会に参加しないか」と誘う。説明会ではビジネスに

関して簡単な説明をした後、複数名で囲い込み、その場でクレジットカードを差

し出させて契約（入会）させる。 

 

（２）内容 

Ｌ（勧誘当時 20 歳・社会人・

女性）は、幼なじみの友人（Ｍ）

から久々にＳＮＳのメッセージ

を受け取った。それは「今度遊び

に行こう」という内容に加え、

「いい副業があるから説明会に

行かないか」という趣旨の誘い

の連絡であった。友人からの誘

いということもあり、Ｌは特に

不審には思わず、後日、Ｍと一緒

に説明会へ行った。 

説明会会場は、20 代前半の若者が集められており、ビジネスの説明者（Ｎ）が

「いかにもうかるか」などを説明していた。Ｎはブランド物の服やバッグを身に

＜ケース５の登場人物の関係図＞ 
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着けており、とてもきらびやかな様子だった。Ｌは、会場に入ったときには若干

異様な雰囲気を感じた。 

  「最初の入会時に数十万を投資していただくが、このお金は必ず返ってくる。

会員用のホームページがあり、入会後はそのホームページにログインできるよう

になる」と説明された。なお、会員になるには 20 歳以上という条件付きだった。

さらに、友人を紹介すると数千円が支払われると説明されたが、Ｌは自分から友

人を紹介しようとは思わなかった。 

説明が一通り終わっても、どこに投資するのかなど、ビジネスの詳細は分から

なかった。Ｍや周りにいた人たちと相談していると、参加者を一人ずつ順番に、

スタッフ数名が取り囲んで、「クレジットカードは持っているか」と問いかけてき

た。どうしようかと迷っていると、Ｎがやって来て契約締結を更に勧められた。

取り囲まれて圧力を感じたこともあり、深く考えずにクレジットカードを差し出

してしまった。「登録は簡単にできるからやってあげる」と言われ、何か作業をし

ていたようだが、本当に入会したという認識はなかった。 

後日、入会時の契約金数十万円について、クレジットカードの請求が来て驚き、

慌てて消費生活センターに電話相談した。相談員のアドバイスを受け、クレジッ

トカード会社へ事情を説明したところ、引き落とし前だったため手続をしてもら

うことができ、金銭的被害は免れた。 

 

 

（ケース６）異性への恋愛感情を利用される 

［ヒアリング対象者：本人］ 

（１）悪質事業者の手口 

宝石店で、店員が好意を寄せているかのような発言などをし、よい気分になっ

ているうちに高額な宝石を契約させる。 

 

（２）内容 

  Ｏ（勧誘当時 19

歳・社会人・女性）

は、ネットショッピ

ングをしていた際

に、バナーに「期間

限定！御来店する

だけで粗品プレゼント！」という宝石店の広告が出ていたのを見て興味を持った。 

店に行くと魅力的な男性スタッフ（Ｐ）が出迎えてくれた。O は来店時のプレ

ゼントである粗品をもらった後、P から「今まで出会った中で一番タイプです」

などの褒め言葉を並べられた。そして P は話をするうちに、「このようなアクセ

＜ケース６の登場人物の関係図＞ 
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サリーが似合うと思う」などと、O に対して高額な宝石を紹介してきた。 

  Ｏは初めのうちは宝石に余り興味がなかったが、Ｐに褒められているうちに嬉

しくなってしまった。「今この値段で買えば、財産になる」、「この若さで、これ程

希少価値の高いものはなかなか手に入れられない」、「他のお客様には、このよう

なサービスはしない」などと言われ、少し誇らしい気持ちにもなった。熱心に勧

められてよい気分にもなった上、Ｐに対しても魅力を感じていたことから、その

まま契約書面にサインした（分割払い）。言われるがままに必要事項を記入して

しまい、書面の詳しい内容は理解していなかった。 

  お店で契約した後にＰから食事に誘われた。「店からお金が出るので、契約の

お礼として、食事を御馳走することになっている」という趣旨の説明を受け、特

に疑問も感じなかった。そこでは宝石の話はせず、好意を寄せているかのような

発言をＰから繰り返し聞かされたため、Ｏは「この人と一緒にいれば幸せになれ

る」と思うようになった。また、契約した日から、Ｐから毎日メールでの連絡が

来るようになった。 

  Ｐを信じていたため被害に遭ったという認識はなかったが、宝石を自慢しよう

と親や周囲の人に話をしたことで、被害が発覚した。Ｏは「周囲の人は宝石の価

値が分かっていないのだ」と最初は思っていたが、周囲からの助言で徐々に冷静

になることができ、最終的にはクーリング・オフをした。 

 

 

（ケース７）危険を察知し被害を回避 

［ヒアリング対象者：本人］ 

（１）悪質事業者の手口 

  ＳＮＳ上で知り合った人たちと実際に集まって会った際に連絡先を交換し、後

日、食事に誘う。食事の場には紹介者のほかに説明者もおり、商品等の勧誘を勧

める。 

 

（２）内容 

Ｑ（勧誘当時 20代前半・アルバイト・女性）はＳＮＳ上で知り合った人たちと

の集まりに参加した際に連絡先を交換した同年代の男性（Ｒ）から、「また今度会

いませんか」とメールにて連絡を受けた。 

  実際に食事に行くと、Ｒから「美容に興味はないか」、「会わせたい人がいる。

近くまで来るから、また後日、御飯でも食べながら会わないか」と言われた。御

飯を食べながら話をするくらいならよいと思い、次に会う約束をした。 

後日、指定された喫茶店に会いに行ってみると、Ｒのほかにもう一人の男性（Ｓ）

が来ていた。Ｓは、「美容関係の商品を扱う会員制の通販があって、会員なら低

価格で買える。また、商品を買うだけでなく、商品を人に勧めれば、その分報酬 
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がもらえるので、もうけら

れる」、「自分も相手も得で

きるＷＩＮ-ＷＩＮな仕組

み」などと、１時間ほど、

パンフレットなどを見せ

られながら説明を受けた。 

また、「さらにステップアッ

プしたければ講習会なども

ある」、「（当該企業の作成し

た）ＤＶＤも見てほしい」

などと勧められた。しかし、 

Ｑは、中学か高校で学んだ「ねずみ講」に似ていると思い不審に感じ、事業者名

や勧誘内容等を調べたところ、疑わしく思う点が多かったため、勧誘を断ること

ができた。 

 

  

＜ケース７の登場人物の関係図＞ 

 

Q 食事に誘う 

 S 

（説明者） 

 
R 

（SNS がきっかけで 

 知り合った友人） 
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３．ヒアリング調査結果からの分析 

（１）勧誘手法について 

ヒアリング事例では、勧誘者等との関係性を意識させ、断りにくい状況を作る

ような手法が用いられていた。 

 

「ケース６」以外のケースでは、ＡＢＣテクニックと呼ばれる手法が用いられ

ている。これは、マルチ商法等の勧誘でよく用いられる手法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明者（説得のスペシャリスト・成功者）であるアドバイザー（Ａ）のもとに、

橋渡しをする役割の友人であるブリッジ（Ｂ）が、被勧誘者であるカスタマー（Ｃ）

を連れてくるという形式で展開している。 

 勧誘者は組織として行動しているが、誘われた当事者の視点では、勧誘者と一

対一で話しているように見える。そのため、組織的な勧誘が行われていることを

認識できず、安易に誘いに応じてしまいやすい。 

また、Ｂ自身は説明するための詳しい知識を身に付ける必要はなく、友人・知

人等をＡのもとへ連れて行くだけでよいため、容易に勧誘を行うことができる。

そのため、勧誘者である「アドバイザー（Ａ）」が「ブリッジ（Ｂ）」を利用する

ことで、多くの人を勧誘できる仕組みとなっている。 

  

また、ケース６については、異性への恋愛感情を利用している。初めは商品に

余り興味がなかったＯも、魅力的なＰから褒められるうちに、「こんなに褒められ

ているのは自分だけ」と思ってしまい、Ｐの手前、契約のサインをしてしまって

いる。 

 

 

C：カスタマー 

（勧誘される人） 

A：アドバイザー 

（説明をする先輩や勧誘者） 

 
B：ブリッジ 

（橋渡し役の友人・知人） 

勧誘の場に連れてくる 

アドバイザーのすばらしさを伝える 

勧誘の場で説明 

契約を結ばせる 

＜参考：ＡＢＣテクニックについて＞ 
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（２）被害に遭ってしまった人の特徴 

①購入・契約の対象となるものの価値を見誤ってしまう 

 購入・契約の対象となるものについて十分な知識を持っていないにもかかわら

ず、相手が言うことを信じてしまう。事業者は、このような心理状態に持ち込む

ために、購入・契約の対象物があたかも希少価値の高いものであるかのような話

をしたりする。また、ＡＢＣテクニックにより、事業者の意見に同調する者がい

る状況を作り出し、「この人が良いと言うなら大丈夫だろう」と被勧誘者に思わせ、

購入・契約の対象となるものの価値判断から注意を逸らしてしまう場合や、勧誘

者が被勧誘者の趣味や願望等をあらかじめ把握し、購入・契約によって被勧誘者

の意向がかなえられるかのように思わせる場合もある。 

 

②相手との関係性を意識してしまう 

  ＡＢＣテクニックのように、勧誘に友人・知人が利用されている場合、被勧誘

者は友人・知人との関係性を意識し、購入・契約を断りにくくなってしまってい

る。また、勧誘者に対して恋愛感情などの好意を抱いてしまった場合は、相手に

「嫌われたくない」、「今後も関係を続けたい」という意識から、購入・契約して

いる。 

 

 ③その場から逃れたいと思い、逃れる方法として購入・契約を選んでしまう 

  勧誘が長時間にわたって行われた場合、疲労や判断力の低下から、本心とは異

なり、その場から逃れるために購入・契約する意思表示を行ってしまう傾向があ

る。 

 

（３）被害を回避できた人の特徴 

  第三者や消費生活センターへ相談した場合や、悪質商法についての知識がある

場合には、消費者被害を回避できた事例もあった。 

悪質商法等の知識があれば、勧誘を不審に感じ、断ることができる可能性があ

る。また、第三者や消費生活センターへの相談により、冷静な判断が可能になっ

たり、消費者被害を免れることが可能となったりする場合もある。 
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第４章 若者が購入・契約の判断に至るまでの心理モデルの提示 

若者が不審感を抱くような勧誘30を受けた際について、アンケート調査やヒアリ

ング調査の結果からは、 

・性格的特徴による脆弱
ぜいじゃく

性を知ることは、消費者被害の未然防止に有効である

こと 

・一方で、誰でも消費者被害に遭う可能性があること 

・購入・契約の判断をするに当たっては６つの視点から検討を行っていること 

が示された。 

そこで、社会心理学の知見も踏まえつつ、若者が勧誘を受け、購入・契約すると

いう判断に至る際にはどのような心理状態に陥っているのかについて、本章で考察

する。 

なお、以下の考察は全て、不審感を抱くような勧誘を受けていることを前提とす

る。 

 

１．社会心理学の視点を踏まえた、被害に遭う心理的要因の分析 

 アンケートの分析によって、誰しも消費者被害に遭う可能性のあることが示唆さ

れたところ、まずは前段として、社会心理学の視点を交えた考察を記す。 

 

（１）勧誘メッセージの処理 

社会心理学において、人が勧誘メッセージをどのように処理するのかについて示

した「精査可能性モデル」がある31。これは、メッセージの処理には「中心ルート」

と「周辺ルート」という２つの思考ルートが存在するという考え方である。「中心ル

ート」とは、勧誘メッセージの内容について、適切に判断し得る能力や知識がある

ことを前提として、内容を吟味し判断する思考である。一方、「周辺ルート」は勧誘

メッセージの内容そのものではなく、周辺的な手掛かり（勧誘者の人柄や周囲の人

の反応など）を基に判断する思考である。「中心ルート」で考えることは、知識や時

間を投下して吟味するためエネルギーを要する。そのため、人はなるべく簡便な「周

辺ルート」を使って判断したがる傾向がある。 

なお、本報告書では分かりやすく示すため、中心ルートを「内容吟味の思考」、周

辺ルートを「簡便な思考」と表現することとする。 

また、勧誘の場で「好意性」、「返報性」、「希少性」、「権威性」、「社会的証明」、「一

貫性」といった手法32が用いられた場合は、このことが心理面に影響を与え、十分

                                                   
30 「不審感を抱くような勧誘」については 17ページ参照。 
31 Petty & Cacioppo 1986 Elaboration Likelihood Model 
32 ロバート・B・チャルディーニ著「影響力の武器」で、チャルディーニは、人を「イエス」と言わせるため

に用いられている６つのルールとして「好意性」、「返報性」、「希少性」、「権威性」、「社会的証明」、「一貫

性」を挙げている。 
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な検討をしないまま相手のことを信じる要因となるとされている。心理的な脆弱
ぜいじゃく

性を認識せず、「とりあえず話を聞いてから断ればいいだろう」と思って話を聞き

始めてしまうと、上記のような手法を用いられて、話にのめり込んでいってしまう

場合もある。 

このように、安易に話を信じてしまうのは、自分でエネルギーを投下して考える

必要のない「相手の言うことを信じること」が、人間にとって「楽なこと」だから

であると言われている。 

さらに、人はユーティリティー（解決感）とリアリティー（現実感）さえあれば、

怪しくても信じてしまう傾向にある。ユーティリティーは、「信じて従うとうまく

問題に対処できそうだ」と思ったり、「言われたとおりに実行すれば問題は解決で

きそうだ」と思ったりする感覚である。また、リアリティーは本物らしく見えると

いう感覚を指す。しかし、実際には、問題が解決できるかどうかや、それが本当に

現実であるかどうかについて判断するためには、知識・能力・経済（費用）・時間・

経験などの十分なコストを投下することが必要となる。 

 

（２）人間の本質的な傾向と消費者被害 

 上記のように、エネルギーを要する「内容吟味の思考」よりも、なるべく楽な「簡

便な思考」を使って判断したがる傾向や、十分な検討をしないまま相手の言うこと

を信じてしまう傾向などには、「楽をしたい」という人間の本質が現れているとさ

れている。 
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このように、人間の本質としての楽をしようとする傾向から、客観的な観点から

十分な検討を行わないことがあるため、社会心理学の知見からも「誰しもだまされ

る可能性がある」ということが示される。特に若者は経験などの不足から、判断に

当たって十分なコストが投下できないケースが生じやすい可能性もある。 

 

２．勧誘を受けた際の６つの検討項目 

 これまでに示したアンケート調査やヒアリング調査の結果及び社会心理学の知

見を踏まえ、若者が勧誘を受けてから購入・契約の判断に至る過程で影響する要因

と、最終的にどのような心理状態に陥って契約の判断をしてしまうのかについて焦

点を当て、若者が被害に遭う際の心の動きを明らかにする。 

 

 アンケート調査結果の分析から、不審感を抱くような勧誘を受けた際、若者は、

購入・契約するか否かを、「商品・サービス価値への評価」、「勧誘者への評価」、「場

の拘束感への評価」、「否定的側面への評価」、「強引な要請への評価」、「説明への納

得感」という６つの視点から検討していると考えられる。 

  

    
内容を吟味して

判断する 

周辺的手掛かりを

基に判断する 

解決感と現実感が

あれば信じる 

知識/能力/経済 

(費用)/時間/経験等を

かけて判断する 

人間の本質として、楽をしようとする傾向がある 

内容吟味の 

思考 
簡便な思考 

ユーティリティーや 

リアリティーで判断 

十分な 

コストを投下 

勧誘メッセージ 

＜参考：勧誘メッセージと思考の関係＞ 
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警戒的、客観的に検討ができず「購入・契約する」という判断に至ってしまう場

合に、若者が陥ると考えられる状況を分類した。 

 

①商品・サービス価値の評価が高い 

例えば、希少性をアピールされた場合、商品・サービスそのものではなく特典等

に魅力を感じた場合、勧誘者の成功体験などを真に受けてしまった場合などには、

商品・サービスの価値を見誤ってしまうことがある。 

 

②勧誘者への評価が高い 

例えば、勧誘者に恋愛感情、好意や敬意等を感じる等の理由で、望ましくないは

ずの相手を信用してしまっている状態に陥ることがある。相手を信用しきっていれ

ば、相手が言うことを疑いにくく、商品やサービスの内容自体をしっかり考えるこ

とができない。 

 

③場の拘束感を強く感じて影響を受ける 

例えば、長時間の拘束に対し、「疲れたので早く帰りたい」、「ここまで話をしてし

まったら引くに引けない」と思ったりするように、その場における状況からの影響

を強く受けた状態に陥ることがある。この状態では、思考力が低下したり、注意が

逸らされたりしているため十分に考えることができない。 

 

④強引な要請に逆らえないと感じる 

例えば、強引な勧誘に対し、「断りきれない」、「購入・契約しないと怖くて帰れな

い」などと考えてしまった状態である。このような心理状態では、冷静に考えるこ

とはできず、考えられたとしても「いっそ契約して早くこの場を脱出したい」とも

考えてしまう。 

 

⑤説明が納得できるものと思い込む 

被勧誘者が勧誘の内容をよく理解できたと思い込む状態である。しかし、これは

あくまで主観的な理解であって、内容を正しく理解できたかは別である。内容を誤

って理解してしまう場合もあると考えられる。 
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 一方、検討の結果「勧誘に対して否定的な思考が強い」状態になった場合は、上

記５つとは違い、例えば「似たような悪質商法を聞いたことがある」など勧誘の否

定的な側面を見いだすことができており、この場合には購入・契約には至らない可

能性が高くなると考えられる。 

３．購入・契約に至りやすい心理状態 ―「誤信」・「混乱」・「浅慮」 

若者が購入・契約の判断に至ってしまう場合の心理状態を「誤信」・「混乱」・「浅

慮」という３つに分類した。なお、同時に複数の心理状態に陥ってしまう場合もあ

ると考えられる。 

① 誤信

「誤信」とは、勧誘を受けた商品やサービスについての価値を見誤ったり、勘

違いしたりしているような心理状態を指す。具体的には、商品の希少性や、勧誘

者の成功体験についての説明を受け、それを真実と受け止めて契約する場合であ

る。 

② 混乱

「混乱」とは、置かれた状況からの脱却や懸念される状況を回避するために、

本来の自分の意思とは異なる意思決定が必要となり葛藤が生じている心理状態

を指す。具体的には、勧誘者から強い口調で迫られて恐怖を感じた際や、恋愛感

情を利用されて一度得た幸福感を失う恐怖を感じた際などに、その恐怖等を回避

するために契約する場合である。 

若者が、受けた勧誘を 
評価・検討した結果 

至る心理状態 

商品・サービス価値の評価が高い 商品・サービス内容価値の誤信 誤信 

勧誘者への評価が高い 勧誘者との関係による浅慮 

浅慮 
場の拘束感を強く感じて影響を 

受ける 

思考力低下・注意が逸れることによ

る浅慮 

強引な要請に逆らえないと感じる 恐怖など心理的な混乱 混乱 

説明が納得できるものと思い込む 主観的な理解 誤信 

表４-２ 
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③ 浅慮 

「浅慮」とは、本来の意思決定から注意が逸れたり、思考の範囲が狭まったり

すること、あるいは、思考力が低下するような心理状態を指す。具体的には、友

人関係等を利用され勧誘者との関係を気にする際や、勧誘者からその場での判断

を迫られた際、勧誘に長時間拘束され疲れてしまい思考力が低下してしまった際

などに、契約する場合である。 

「浅慮」の心理状態になっている場合、思考力が十分に働いていないため、勧

誘相手の言葉や行為に影響を受けやすく、「誤信」・「混乱」の心理状態を同時に引

き起こしやすい状態にもなる。すなわち、「浅慮」は、「誤信」や「混乱」を惹起・

強化するという一面もあると考えられる。 

 

 

 一方で、勧誘の否定的な側面を見いだすことができていれば、勧誘について「不

審」に感じたり、「批判」するような意識を抱いたりしている心理状態となってお

り、購入・契約しない可能性が高まる。 

 

 

  

若者が、受けた勧誘を 
評価・検討した結果 

至る心理状態 

勧誘に対して否定的な思考が強い 勧誘に対する不審・批判 不審・批判 

表４-３ 
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４．心理モデルの検討 

次に「誤信」・「混乱」・「浅慮」という心理状態に陥ってしまうプロセスについて

考察する。 

 

（１）欺瞞
ぎ ま ん

的メッセージについて 

不審な勧誘により、若者の心理面を突くような影響が与えられることで、若者が

「誤信」・「混乱」・「浅慮」に陥るきっかけとなる。また、複数の勧誘手法が組み合

わさることで心理的により大きな負担となる。 

心理モデル化に当たっては、心理面に影響を与える不審な勧誘（本人は不審な勧

誘であると感じていなくとも、第三者から見て一般的に不審感を抱くと考えられる

勧誘）を「欺瞞
ぎ ま ん

的メッセージ」と呼ぶこととする。 

 

（２）被勧誘者の内的要因について 

 勧誘を受けた際、内的要因が、購入・契約の判断をする際の思考プロセスに影響

を与えていると考えられる。 

 アンケート調査結果の分析から、「性格的特徴」、「悩みや不安等の有無」が、購

入・契約の判断に影響を与えていると考えられる（図２-41、図２-42参照）。 

また、ヒアリング調査の結果では、悪質商法の手口や借金の危険性等の知識が判

断に影響を与えているという事例が見られたことから、「知識」の有無も判断に影

響を与えていると考えられる（第３章 ケース７参照）。 

 

（３）被勧誘者が置かれる状況的要因について 

 状況や場の雰囲気が、購入・契約の判断に影響を与えていると考えられる。例え

ば、長時間拘束されて勧誘を受け、疲れてしまう場合や、周囲の人が皆「良い商品

だ」と言っているような場の雰囲気があり、その雰囲気に乗って判断してしまう場

合などが挙げられる。 

 

（４）被勧誘者の思考について 

 「楽をしたい」というのは人間の本質であるため、人は誰しも、内容を十分に吟

味するより周辺的な手掛かり（勧誘者の人柄や周囲の人の反応など）を基に判断す

る「簡便な思考」を行いがちな傾向にある。しかし、簡便な思考のみで判断する場

合には、内容を十分に検討できていない可能性があり、リスクを伴うといえる。 

  



112 

 

５．心理モデルの提示 

これまでの考察を基に、若者が購入・契約の判断に至るまでの心理プロセスをモ

デル化した。 

 

 

左から順番に被勧誘者の心理面の動きを示している。 

まず、事業者からの欺瞞
ぎ ま ん

的メッセージの提供（勧誘）がなされる。そして、本人

の持つ内的要因（性格的特徴、悩み・不安・興味・関心等の有無や知識の有無）と、

勧誘時の状況的要因（複数名から取り囲まれる、長時間の拘束等）の影響を受けて、

思考を行う。 

その際には、「簡便な思考」と「内容吟味の思考」の思考がなされ得る。その思考

の結果、客観的に見ても十分に検討できており、勧誘に対する「批判」や「不審」

を抱いた場合は、勧誘を断ることができる可能性が高まると考えられる。逆に、「誤

信」・「混乱」・「浅慮」といった心理状態に陥った場合は、本来であれば必要としな

いような物やサービス等を購入・契約するという判断に至ってしまう可能性が高ま

る。 

 

  

 

￥ 

（客観的に見て）十分な検討ができていないケース 

（客観的に見て）十分な検討ができたケース 

 

 

 

要 因 思 考 心理状態 結果 

事
業
者
か
ら
の
欺
瞞
的
メ
ッ
セ
ー
ジ 

ぎ
ま
ん 

性 

格 

的 

特 

徴 

悩
み
・不
安
・興
味･

関
心･

欲
望･

期
待
等
の
有
無 

知 

識 

の 

有 

無 

状 

況 

の 

設 

定 

・ 

場 

の 

雰 

囲 

気 

内的 

要因 

状況的 

要因 

簡便な 

思考 

内容 
吟味の 
思考 

誤信 

混乱 浅慮 

購買品・契約内容の価値を見誤る 
購買品・契約内容について勘違い・思い違いをする 

本来の意思決定 
から注意が逸れる 

 
思考の範囲が狭まる 

 
思考力が低下 

 

置かれた状況からの 
脱却や懸念される 

状況を回避するために、 
本来の自分の意思とは 
異なる意思決定が必要 
となり葛藤が生じる 

 

批判 不審 

購買品・契約内容を見定め、価値を正しく評価する 

 粘り強く考えることができる 自分の本来の意思を尊重する 

契約 
する 

契約 
しない 

図４-１ 心理モデル 
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第５章 被害の拡大 ―マインド・コントロールについての考察― 

 ここまで、若者が勧誘を受けて、購入・契約の判断に至るまでの心理に焦点を当

てて分析してきたが、とりわけマルチ商法などの場合には、契約後に深みにはまっ

て組織の一員となった若者自身が、更に勧誘者となり、結果的に被害を拡大させて

しまうケースが見られる。そこで、第５章では心理面に着目した際の発展的なテー

マとして、なぜ深みにはまってしまうケースがあるのか、そして、勧誘された若者

自身がどのような心理プロセスを経て新たな勧誘者となってしまうのかについて、

「マインド・コントロール」を題材として考察する33。 

 

１．マインド・コントロールの仕組み 

（１）マインド・コントロールの概念 

 マインド・コントロールは、「心理操作」とも言い換えることができる。類似の概

念である「洗脳」が物理的な強制である拷問的手法を用いて思考を操るのに対し、

「マインド・コントロール」は欺瞞
ぎ ま ん

的なコミュニケーションを駆使して相手を自分

の意のままに操り、依存的にさせた上で、活動に従事させるものである。 

 

（２）情報コントロール等によるマインド・コントロール状態の形成 

（ア）前提 

 人間の意思決定には「自分が本来持っ

ているビリーフ・システム」からもたら

される「トップダウン情報」と、「五感」

を通して環境から取り込む「ボトムアッ

プ情報」が用いられる。 

なお、「ビリーフ」とは、個人の持つ「知

識」、「信念」、「信仰」などを包含する概念

であり、「ビリーフ・システム」とは、個

人の持つ「ビリーフ」に基づいて「ＡはＢ

だ」、「ＡよりもＢが大きい」というよう

に、ある概念と概念との関係を判断する

のに必要な情報を取り出すことで、人間

の意思決定をつかさどっている「装置」

のことである。 

  

                                                   
33 本章は、第５回検討会における西田公昭座長の発表を基にしてまとめている。 

五感 

ビリーフ・システム 

意思決定 

＜参考：人間の意思決定過程＞ 

ボトムアップ情報 

トップダウン情報 
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（イ）マインド・コントロールの基本的戦略 

 マインド・コントロールにおいては、「ボトムアップ情報」と「トップダウン情報」

が制御されることで、心が支配されていく。 

①ボトムアップ情報の制御 

  操作者の都合の良い特定の情報を目立たせたり、都合の悪い情報を隠したり、

被操作者を疲れた状態あるいはストレスの高い状態に置いたりすることで、目や

耳など五感から入る情報を制限し、特定の情報を選ばせやすくする。 

 

②トップダウン情報の制御 

  本来のビリーフ・システムの機能を停止させ、判断できない状態にした上で、

操作者が新たなビリーフ・システムを与え、本来持っていた自己生成のビリーフ・

システムと入れ替えることで、永続的に都合の良い意思決定をするようになる。

システムを入れ替える際には、従来の悩みなどの未解決な問題についての不安や

恐怖をあおって混乱に陥れ、焦らせたり、エネルギーを消耗させたりするなどの

手法によって自己生成のシステムに不全感を抱くように仕向ける。その状態で、

これまで用いていた自己生成の「古いビリーフ・システム」よりも「新しいビリ

ーフ・システム」に基づく成功事例などを見せると、「新しいシステムの方が役に

立つ装置なのではないか」、「言うとおりにすれば、うまくいくのではないか」と

考えるようになってしまう。このように思考のルートを作り変えられてしまった

場合、本人は強制されている感覚がなくとも、強制されたときと同じような「誘

導された意思決定」を行うようになっていくことが指摘されている。 

 

 このように、情報コントロールが行われることによって、次第に思考・感情・行

動までもが操られるようになっていく。このような状態になると、人は段々と自分

で考えなくなり、言われたとおりにしか行動できないようになっていく。 

 

（ウ）マインド・コントロールで行われるビリーフ・システムの入れ替え 

 上記（イ）で述べたように、マインド・コントロールでは、操作者の都合の良い

ように、ビリーフ・システムの入れ替えが行われる。具体的に入れ替えられる「ビ

リーフ群34」は、「理想」、「自己」、「目標」、「因果」、「権威」の５つである。マルチ

商法の場合を当てはめてみると、操作者からは、それぞれ次のような考え方が提示

されることで５つのビリーフ群が入れ替えられていく。 

  

                                                   
34 ビリーフ群とは、意思決定における特定のテーマで整理・構造化された複数の知識や信念を指す。 
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理想 ビジネスで成功できる。高い評価を受けることができる。 

 

自己 
今は駄目だが、才能があるからきっとできる。今はもうかっていないが、

きっとやりきれる。 

 

目標 今の勧誘目標を実現すれば、一段ともうかることができる。 

 

因果 
この仕組みは理にかなったもうかる商法だ。誰もやっていなかった新し

い手法だ。 

 

権威 
仲間やリーダーは正しいし、批判する人たちは無知だ。何も知らずに批

判している人たちの話を聞いても仕方がない。 

 

このように、５つのビリーフ群を操作者が新しく提供して、これまで持っていた

古いビリーフ・システムは役に立たないものとして置き換えてしまう。成功体験を

与えながら新しいビリーフ群で構成されたビリーフ・システムを意思決定の装置と

して使わせていくと、それが自分自身の考えだと認識するようになってしまい、自

発的にこれにのっとった行動をとるようになってしまう。 

 

２．マインド・コントロールが完成するまでの過程 

 マインド・コントロール

が完成する過程は、右の図

で示されるとおりである。 

 

このマインド・コントロ

ールが完成するまでの過

程に、マルチ商法における

具体例を当てはめると次

の図のようになる。 

 

  

（西田座長発表資料「マインド・コントロールとは？」より） 

 １ 温かな人間関係を築き、 
対話の基盤を作る 

[情報の隠ぺいと欺瞞・断りにくい
状況の操作] 

２ 解決困難な問題を 

突きつけて混乱させる 

[欲求の扇動と恐怖喚起] 

３ 一見鮮やかな解決策を 
見せて魅了する 

[思想の超越性] 

４ 思想を体系的に 

確信させる 

[リアリティの操作] 

５ 思想を日常的に実践 
させて納得させる 

[情報・行動・感情の 
コントロール] 

６ 経済的・社会的資源を 
放棄させて元の生活に 

戻れなくさせる 

[マインド・コントロールの完成] 
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３．マインド・コントロールは解けるのか 

 新しいビリーフ・システムでの意思決定を日常的な習慣にして使えば使うほど、

新しく与えられたビリーフに基づく考えしか思い浮かばない状態に陥る。その結果、

古いビリーフ・システムは意思決定に用いられなくなり、本来のビリーフは次第に

忘却されていく。しかし、各ビリーフは永久保存される記憶で形成されているため、

古いビリーフ群は忘却されても、それが消失することはない。したがって、何らか

のチャンスがあれば、古いビリーフ群を思い出す可能性もある。 

しかし、マインド・コントロール状態から元に戻す場合には、周囲の受け皿が必

要である。周囲からの指摘を受け、ようやく自身の間違いに気付けたとしても、心

理的に戻る場所がなければ、マインド・コントロールで与えられた新しいビリーフ

群を使い続けてしまう。「今なら元に戻れる」という状況を与えた上で、間違ってい

ることを突き付ければ、マインド・コントロールを解くことは不可能ではない。た

＜マルチ商法におけるマインド・コントロールが完成するまでの過程＞ 

１ 対話の基盤づくり 

信頼している友人からの勧誘 

２ 未解決な問題 

夢をあおられ、「今変われば、

夢を実現できる」と思わせる 

３ 鮮やかな解決 

「理想的な自分」を実現する

方法を見いだす 

６ 後戻りできない環境 

犠牲を取り返せず、自己正当化 

４ 思想を体系的に確信させる 

成功者の事例や、多数の人々が 

参加する様子を見て安心する 

５ 日常的な実践 

成功する兆しによる現実感と、 

継続的努力の恒常化 
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だし、マインド・コントロールが解けた状態では、本人の生き方につながる根本的

な価値観や自信を失い、自尊心が大きく傷つけられていることも多いため、その後

の周囲のフォローも必要である。 

 

 マインド・コントロールを解くこと自体は不可能ではない。しかしながら、一般

的には、一度マインド・コントロール状態に陥ってしまうと、元の状態に戻すこと

には大いに困難が付きまとう。そのため、マインド・コントロール状態に陥らない

よう、未然に防ぐことが重要である。 
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第６章 ＳＮＳと若者の消費者被害 

 若者の消費者被害は、彼らを取り巻く生活環境や社会的背景も影響している。近

年多くの若者がＳＮＳを日常的に利用しているが、便利さの反面、消費者被害に遭

うきっかけにもなっている。直接会ったことのないＳＮＳ上の友人を持つなど、Ｓ

ＮＳが普及する以前には想定されなかったような状況も発生している。本章では、

ＳＮＳへの若者の意識や警戒感など、ＳＮＳと若者の消費者被害の関連性について

考察する。 

 

１．ＳＮＳをきっかけとした消費者被害 

ＳＮＳは消費者被害に遭うきっかけにもなり得るツールである。 

ＳＮＳを利用することで、勧誘者は身元を隠して対象者にアプローチすることが

容易となった。加えて、ＳＮＳは、ハッシュタグ35等により、同じ話題に興味を持つ

人を集めることが容易に可能となる。そのため、勧誘者が「利殖やお金もうけに興

味がある人」、「美容に興味がある人」、「芸能界に興味がある人」といった共通性の

ある人（すなわち、興味関心や脆弱
ぜいじゃく

性の内容に共通性がある人）を集めることがで

き、勧誘パターンに適合する被勧誘者を効率的に集めることが可能となっている現

状がある。 

  

                                                   
35 ＳＮＳ上で「＃（ハッシュ）」マークを付すことにより、同じように「＃」マークを付されたキーワードを 

ＳＮＳ上で検索できるようになる。 

図６-１ マルチ取引でＳＮＳに関連したトラブルの割合 
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12.2 20.3 14.8 13.4 39.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

直接会ったことはない、ＳＮＳ上での友達がいる

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

また、ＳＮＳを利用する若者の間では、直接会ったことがなくとも、ＳＮＳでつ

ながった者同士の仲間意識が生じたり、「友人」としての信用が芽生えたりするケ

ースも指摘されており、簡単に多くの人とつながることができるため、マルチ取引

などのきっかけとして利用されるケースも多い。図６-１を見ると、マルチ取引全

体で、ＳＮＳに関するトラブルは 2017年度では 9.8 パーセントを占めており、2010

年度から年々割合が増加している。特に、18 歳～22歳（学生）では 17.5 パーセン

トにもなり、若者のマルチ取引でＳＮＳが大きく影響していることがうかがえる。

簡単に多くの人とつながることができる反面、ＳＮＳが用いられた勧誘は非対面で

あるため、簡単に相手との連絡が取れなくなってしまうケースもある。 

 

 

２．ＳＮＳに対する意識や警戒感に関するアンケート調査結果と考察 

 ここでは、先のアンケート調査の結果より、ＳＮＳに関する若者の意識や警戒感

について見てみることにする。 

 

（１）直接会ったことのないＳＮＳ上での友達の存在 

 「直接会ったことはない、ＳＮＳ上での友達がいる」かについて質問したとこ

ろ、約 30パーセントの人が「とても当てはまる」、「やや当てはまる」と回答し

た。ＳＮＳ上での友人を持つ若者は決して少なくないという実態が示された。 

 

 

  
再掲：図２-35-３（抜粋） 

 

とても・やや当てはまる 
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3.3 15.7 28.0 31.9 21.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何度かＳＮＳ上でやり取りすれば、

相手が信用できるかどうかはたいてい分かると思う

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

（２）ＳＮＳ上でしか知らない相手の信用（ＳＮＳでのやり取りで信用できるか） 

 「何度かＳＮＳ上でやり取りすれば、相手が信用できるかどうかはたいてい分か

ると思う」かについて質問したところ、約 50 パーセントが「ほとんど当てはまら

ない」、「あまり当てはまらない」と回答しており、半数程度は警戒しているようで

ある。しかし、20 パーセント程度の人は「とても当てはまる」、「やや当てはまる」

と回答しており、何度かＳＮＳ上でやり取りすれば相手が信用できるか分かると考

える若者も一定数存在することは注目すべき点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）若者の警戒心（ＳＮＳを利用している人の中には、悪い人もいると思うか） 

「ＳＮＳを利用している人の中には、自分の身の回りよりも悪い人がたくさんい

ると思う」かについて質問したところ、35パーセント程度の人は、そうは思ってい

ないか、特段意識していないことが明らかとなった。このことから、ＳＮＳ上で見

知らぬ人からの働き掛け等について、特別な警戒感を持たない若者もいると考えら

れる。 

 

 

  

再掲：図２-35-２（抜粋） 

 

再掲：図２-35-１（抜粋） 

 

どちらともいえない／ほとんど・あまり当てはまらない 

ほとんど・あまり当てはまらない とても・やや当てはまる 

27.2 37.0 24.8 7.3 3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ＳＮＳを利用している人の中には、

自分の身の回りよりも悪い人がたくさんいると思う

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

どちらともいえない、ほとんど・あまり当てはまらない 
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1.8

2.5

2.2

2.4

8.3

9.5

15.9

20.6

29.6

31.5

29.6

30.5

60.3

56.5

52.2

46.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「ＳＮＳ上でしか知らない人」への対応

絶対そうする 多分そうする 多分そうしない 絶対にそうしない

（４）「ＳＮＳ上でしか知らない人」への警戒感に係る分析 

 「ＳＮＳ上でしか知らない人」に対して、どのような対応をすると思うかを質問

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「絶対そうする」、「多分そうする」と回答した人はどの項目も１～２割程度であ

ることから、ＳＮＳでの勧誘に対して警戒感を持っている人は多いものの、10人に

１人か２人は前向きな対応をする可能性があると考えられる。 

また、信頼できそうな人から「会いたい」という申出があった場合には２割程度

の人が「絶対そうする」、「多分そうする」と前向きな対応をしており、「商品やサー

ビス等の契約を勧誘するメッセージに前向きに対応する」よりも「会いたいという

メッセージが届いたら、その申出に応じる」の割合の方が高かった。 

さらに、各項目で「絶対にそうしない」と回答した人以外、すなわち、「絶対そう

する」、「多分そうする」、「多分そうしない」と回答した人（約半数程度）は、ＳＮ

Ｓを利用した勧誘者に勧誘のきっかけを与えてしまう可能性があるといえる。 

  

面白そうな人から、会いたいというメッセー

ジが届いたら、その申出に応じる 

面白そうな人から、何らかの商品やサービス

等の契約を勧誘するメッセージが届いたら、

それには前向きに対応する 

信頼できそうな人から、会いたいというメ

ッセージが届いたら、その申出に応じる 

信頼できそうな人から、何らかの商品や

サービス等の契約を勧誘するメッセージ

が届いたら、それには前向きに対応する 

（N=11,238） 

再掲：図２-29 
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（５）ＳＮＳ上での勧誘に対して警戒感が薄い若者の存在 

アンケート調査の結果を見ると、直接会ったことのないＳＮＳ上での友人がいる

という若者は３割を超える。しかし、そのような「ＳＮＳ上でしか知らない人」に

対する警戒感については、図２-35-１にもあるように、35 パーセント程度の人は特

別な警戒感を持っていないことが明らかとなった。 

また、図２-29 にもあるように、ＳＮＳ上でしか知らない人からのアプローチ（商

品等の勧誘・会いたいという申出）に応じる余地がある若者は、全体の約半数とな

っており、ＳＮＳ上での勧誘に対して、若者が何らかの対応を行ってしまう可能性

も十分にあり得るとみられる。 

 

 ＳＮＳが身近なツールとなった反面、それに対して特別な警戒はしていない若者

が一定程度存在する。しかしながら、先述したとおり、ＳＮＳは勧誘者にとって便

利なツールとなっていることから、ある程度は警戒することが必要な面も持ち合わ

せている。発信側は、ＳＮＳ上であれば実在しない人物を創出することは容易であ

り、本来の身元を隠した悪意のあるアプローチも簡単に行うことができる。それに

対して、受信側が受ける情報は不完全で一方的であり、玉石混交の中から何が真実

であるかを見極めることが難しい。若者は、ＳＮＳにはそのような危険性（リスク）

もあるということをしっかり認識した上で、ＳＮＳ上でしか知らない人からの申出

に応じるかどうかを慎重に判断することが必要である。 

そのためには、ＳＮＳに潜在するリスクについて、若者は十分な知識を得ておく

ことが重要であろう。 

 

  



123 

 

第７章 若者の消費者被害と知識の有無の関係 

 アンケート調査やヒアリング調査の結果から、若者が消費者被害を回避できるか

どうかのポイントの１つは、知識の有無であると分かった。ここでは、若者の詐欺・

悪質商法への意識等に関するアンケート調査結果について改めて紹介し、若者に必

要な知識を整理する。 

 

１．若者の意識 

（１）「詐欺・悪質商法に関する報道（新聞・テレビ・ネットニュース等）」への 

関心 

 「詐欺・悪質商法に関する報道（新聞・テレビ・ネットニュース等）にあまり関

心はない」かと質問したところ、約 50パーセントが「とても当てはまる」、「やや当

てはまる」、「どちらともいえない」と回答しており、約半数の若者は、詐欺・悪質

商法に関する報道には、それほど関心を持っていないと考えられる。 

 

再掲：図２-35-２（抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.6 16.2 30.7 36.8 11.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

詐欺・悪質商法に関する報道（新聞・テレビ・ネットニュース等）に

あまり関心はない

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

とても・やや当てはまる、どちらともいえない 
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（２）消費者トラブルに遭うことについて 

 消費者トラブルに遭うことについてどのように思うかを尋ねたところ、58.7 パー

セントが「知識不足・判断が甘かった等、自己責任だと思う」と回答しており、ま

た、36.5パーセントが「もっと契約等の知識について勉強する機会があれば、トラ

ブルや被害は減ると思う」と回答している。 

 

再掲：図２-33（抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）契約についての基礎知識 

 「契約についての基礎知識が少ない」かどうかについて尋ねたところ、約 58 パ

ーセントが「とても当てはまる」又は「やや当てはまる」と回答した。 

 

再掲：図２-35-１（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.5

58.7

0 20 40 60 80 100

商品・サービスの購入・契約に関する

トラブルや被害に遭うことについて思うこと

知識不足・判断が甘かった等、

自己責任だと思う

もっと契約等の知識について勉強

する機会があれば、トラブルや 

被害は減ると思う 

0%         20%         40%        60%        80%        100% 

15.9 41.9 24.7 12.8 4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

契約についての基礎知識が少ない

とても当てはまる やや当てはまる どちらともいえない

あまり当てはまらない ほとんど当てはまらない

とても・やや当てはまる 
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消費者トラブルや消費者被害に遭わないために知識が大切であるという意識を

持つ若者や、契約についての基礎知識が不足していると自覚している若者もいるが、

詐欺・悪質商法に対して関心の低い若者も多い。 

 

 

２．消費者被害を回避するために必要となる知識 

 消費生活相談の状況やアンケート調査結果、ヒアリング調査の事例からは、知

識不足が要因の１つと考えられる消費者被害も存在する。そこで、若者が消費者

被害を回避するにために重要と思われるものとして、４つの知識を挙げる。 

 

（１）借金やクレジット契約の危険性に関する知識 

20歳代では、借金が関連している消費者被害も見られている。 

20歳代を契約当事者として、借金やクレジット契約を強要されたという内容の

消費生活相談件数36は、ここ数年、年間 1,000件を超えている。 

 

図７-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
36 売買契約の際に無理やり消費者金融等から借金をさせたりクレジット契約を組ませたりする商法。「クレ・

サラ強要商法」。 

契約当事者年齢が 20歳代のクレ・サラ強要商法に関する相談件数 

（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018 年６月 30日までの登録分）。 

２．消費生活センター等からの経由相談は含んでいない。 
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相談事例には、「お金がない」と断っても、「借金すればよい」、「みんな借りて

いる」などと切り返されるケースや、被勧誘者が消費者金融での借り方やクレジ

ット契約書の記入方法を細かく指南され、難なく借金やクレジット契約をしてし

まうケースなどがある。 

ヒアリング調査の事例（ケース１、ケース２、ケース５）においても、勧誘者

側に言われるがまま、安易に借金やクレジット契約をしてしまったというケース

が見られる。 

借金やクレジット契約をしてしまうと、支払能力を超えた額の購入・契約をし

てしまう可能性が高まる。借金やクレジット契約は比較的簡単に手続ができるよ

うな状況にあるが、借金やクレジット契約の返済は被勧誘者自身が行わなければ

ならず、「決して簡単ではない」ということを認識しておく必要がある。 

 

 

（２）悪質な手口や勧誘等に関する知識 

  悪質事業者が勧誘の際にどのような手法を用いるかについての知識を身に付

けておくことも重要である。ヒアリング調査の事例（ケース７）にもあるよう

に、実際に勧誘を受けたときに知識があれば「怪しい」、「不審だ」と気付く可

能性が高まる。しかし、悪質な手口や勧誘に対して知識不十分であることから

被害に遭ってしまった事例も見られた。 

 

（３）契約等についての知識 

  契約等についての知識がない場合、契約上適正な手続が採られていなくとも

疑問に感じることなく、勧誘者の言いなりとなって契約してしまう可能性があ

る。そのため、契約等についての知識を得ておくことは大切である。さらに、

仮に契約をしてしまった場合にも、契約の取消しやクーリング・オフについて

の正しい知識があれば、金銭被害を回避できる可能性が高まる。 

 

（４）相談先に関する知識（被害に遭った場合/遭いそうな場合に相談できる公的 

機関等） 

被害に遭った場合、あるいは遭いそうな場合に、消費者ホットライン（１８８）

等、相談先などに関する知識があることで、被害の回避や拡大防止につながる可

能性が高まる。実際に、ヒアリング調査の事例（ケース４、ケース５）では、消

費生活センターへの相談が、消費者被害の回避につながっている。 

消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターを「知っている」と回答

した人は約 65パーセントであった（図２‐30）。「消費者ホットライン（１８８）又
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は消費生活センターを知っているが、相談したことはない」理由として、「相談す

るのが面倒だから」が 9.1パーセント、「公的機関には相談しづらいから」が 8.4

パーセントと、一部の若者は気軽に相談できないと感じていることもうかがえる

（図２‐31‐１）。 

消費者ホットライン（１８８）や消費生活センターの役割、相談の方法につい

ての知識を身に付け、実際に被害に遭いそうになったときには、ためらわずに相

談することが大切である。 

 

再掲：図２-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再掲：図２‐31-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.3 59.2 34.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターを

知っているか・相談したことがあるか

知っていて、相談したことがある 知っているが、相談したことはない 知らない

66.3 8.4 3.6 7.5 9.1

2.4
1.3 1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

消費者ホットライン（１８８）又は消費生活センターに

相談したことがない理由

トラブルに遭っておらず、特に相談する必要がないから

公的機関には相談しづらいから

怒られたり、説教される気がするから

相談しても解決できると思えないから

相談するのが面倒だから

相談できる時間がないから

トラブルが他人に知られるおそれがあるから

その他
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第８章 若者が消費者被害に遭う心理的要因 

本章では、これまでの分析等を踏まえ、「若者が消費者被害に遭う心理的要因」に

ついて概括する。 

 

１．若者が勧誘を受けた際に陥る心理状態 

（１）勧誘を受けた際に陥る心理状態と６つの視点 

 第２章で、不審感を抱くような勧誘37を受けた際、購入・契約するかどうかの判

断をするに当たり、若者は６つの視点から検討を行っていることが示された。また、

第４章では購入・契約して消費者被害に遭ってしまう若者は、「誤信」・「混乱」・「浅

慮」という心理状態に陥っていることが導かれたところ、ここで改めて簡単に紹介

する。 

 

（ア）「誤信」・「混乱」・「浅慮」・「不審・批判」の心理状態 

①誤信 

 ・購買品（契約内容）の価値を見誤る 

・購買品（契約内容）について勘違い・思い違いをする 

 

②混乱 

 ・置かれた状況からの脱却や懸念される状況を回避するために、本来の自分の意 

   思とは異なる意思決定が必要となり葛藤が生じる 

 

③浅慮 

 ・本来の意思決定から注意が逸れる 

・思考の範囲が狭まる 

・思考力が低下する 

 

なお、勧誘の内容に対して否定的な考えを持つことができた場合は、「不審」・「批

判」の心理を抱くことができ、勧誘を断ることができる可能性が高まる。 

 

 

（イ）勧誘を受けた後の心理状態を左右する６つの視点 

  上記の「誤信」・「混乱」・「浅慮」という心理状態に陥ってしまうと、消費者被

害に遭う可能性が高まり、非常に危険である。しかし一方では、勧誘を受けた場

合に被害を回避できる若者もいる。 

                                                   
37 「不審感を抱くような勧誘」については 17 ページ参照。 
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「『誤信』・『混乱』・『浅慮』の心理状態に陥り、消費者被害に遭ってしまう若者」

と「『不審』・『批判』の心理を抱き、消費者被害に遭わない若者」の最も大きな差

は、表８‐１にあるような６つの視点に基づく検討を警戒的かつ客観的に行える

かどうかという点にあると考えられた。 

 

表８-１ 購入・契約の判断を行う際に若者が用いる６つの視点と警戒すべき内容 

 ６つの視点 警戒すべき内容 

① 商品・サービス価値への評価 
本当に必要なものなのか、 

購入・契約する価値があるものなのか 

② 勧誘者への評価 
勧誘者は信頼できるのか、 

信じる根拠は十分か 

③ 場の拘束感への評価 

買わないと相手に失礼であると感じたり、

自由を束縛された場の雰囲気に影響されて

いないか 

④ 否定的側面への評価 勧誘内容に否定的に感じる部分はないか 

⑤ 強引な要請への評価 
勧誘者から購入・契約することを強制され

て、判断に影響を受けていないか 

⑥ 説明への納得感 
勧誘内容を適切に理解し納得できたか、 

勧誘者の説明は本当に正しいものなのか 

 

また、アンケート調査の結果からは、若者が勧誘を受けた際に、複数の手法を組

み合わせた勧誘が行われると、購入・契約に至りやすい傾向が明らかとなった（図

２-45）。１つ１つの勧誘手法の影響力は小さくて弱いものであると思われても、そ

れらが複合的に重なると、強い影響力を持ち得る。勧誘を受けた際に複合的な勧誘

手法が用いられている場合であっても、それぞれの勧誘手法に分解して考え、確実

に対処することの必要性が示唆されたところである。 

上記６つの視点について、それぞれ警戒的・客観的な見方ができるよう意識を高

めておくことは、６つの角度から勧誘手法を分析できることにもつながり、消費者

被害を防止するためにも有効な手段であるといえる。 

 

 

２．若者が持つ内面的な要因 

（１）リスキーな心理傾向 

第２章で述べたとおり、アンケートにおいて、若者の性格的特徴を把握するた

めに設けた各問いへの回答傾向より、「不審感を抱くような勧誘を受けた際に購

入・契約するかどうかの個人差」を判別するために有効な問いを抽出すると 15 項
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目に絞ることができた（表８‐２）。この 15 項目を活用し、不審感を抱くような勧

誘を受けて購入・契約しやすい「リスキーな心理傾向」の度合いについて「購入・

契約した人」と「購入・契約しなかった人」の群を比較すると図２-40 及び図２-41

（次ページ、いずれも再掲）のような分布となった。 

図２-41 を基に判断すると、不審感を抱くような勧誘を受けた場合、リスキーな

心理傾向の得点が 60 点以上のゾーンに入る若者では約 70パーセント、50 点代の

ゾーンに入る若者では約 50 パーセント強が購入・契約してしまう可能性がある

と考えられる。加えて、40点代のゾーンに入る人は、約 40パーセント、30点代

では 30 パーセント強、そして 30 点未満のゾーンに入る人も 20 パーセント強が

購入・契約してしまう可能性のあることが読み取れる。このことから、どのよう

な人でも消費者被害に遭う可能性があることを自覚する必要があるといえる。 

 

表８-２ リスキーな心理傾向を測るための 15項目 

分類 項目 

勧誘者への 

一般受容傾向 

拝まれるようにお願いされると弱い 

おだてに乗りやすい 

自信たっぷりに言われると納得してしまう 

見かけの良い人だとつい信じてしまう 

素敵な異性からの誘いだと断れない 

権威性・希少性の 

被影響の傾向 

マスコミで取り上げられた商品はすぐ試したくなる 

好きな有名人が勧める商品は買いたくなってしまう 

新しいダイエット法や美容法にはすぐにとびつく 

専門家や肩書きがすごい人の意見には従ってしまう 

無料だったり返金保証があるならいろいろ試してみたい 

内的衝動の 

重視傾向 

資格や能力アップにはお金を惜しまない 

良いと思った募金にはすぐ応じている 

欲しいものは多少のリスクがあっても手に入れる 

どんな相手からの電話でも最後まで聞く 

試着や試飲をしたために、つい買ってしまったことがある 
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再掲：図２-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再掲：図２-41 
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（２）悩みや不安 

  図２-42からもいえるように、「悩みや不安等」を抱いていることも、不審感を

抱くような勧誘を受けて購入・契約する可能性を高める。若者はとりわけ「就職

や将来・社会への不安」や「容姿や能力に関する悩み」、「周囲の人を見返したい」

といった思いを抱きやすい。悪質事業者は巧みに若者の持つ悩みや不安に付け込

んだり、願望を刺激したりして、話を聞かせようとする。 

 

 

３．若者が購入・契約の判断に至るまでの心理モデル 

  ～状況や心境に関する要因・内面的な要因と購入・契約の判断との関係～ 

 悪質事業者は、様々な手段を使って購入・契約を迫ってくる。その手法は日々変

化していることが想定されるが、今回、アンケート調査及びヒアリング調査により

若者が購入・契約に至るまでの過程について、その心理面に着目した心理モデルを

第４章では導き出すことができた。 

 欺瞞
ぎ ま ん

的メッセージを受けてからどのような心理プロセスを経て購入・契約の判断

に至り、その過程でどのような影響力を受けるかについての基本的な流れを認識し

ておくことは、悪質事業者の様々な勧誘手法に対応するに当たっても、重要であろ

う。 

 また、消費生活相談の現場においても、この心理モデルを参考にすることで、相

談者の心理及び相談内容をより深く理解することや、対応策を検討することに資す

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再掲：図４-１心理モデル 
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混乱 浅慮 

購買品・契約内容の価値を見誤る 
購買品・契約内容について勘違い・思い違いをする 

本来の意思決定 
から注意が逸れる 

 
思考の範囲が狭まる 

 
思考力が低下 

 

置かれた状況からの 
脱却や懸念される 

状況を回避するために、 
本来の自分の意思とは 
異なる意思決定が必要 
となり葛藤が生じる 

 

批判 不審 

購買品・契約内容を見定め、価値を正しく評価する 

 粘り強く考えることができる 自分の本来の意思を尊重する 

契約 
する 

契約 

しない 
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第９章 若者の消費者被害の未然防止に有効と考えられる要点について 

 これまでの分析を踏まえて、若者の消費者被害の未然防止に有効なポイントや注

意喚起するに当たって着目すべき点を列挙する。 

 

１.内的要因の脆弱
ぜいじゃく

性に注意するために 

（１）誰しも消費者被害に遭う可能性があることを認識する 

消費者被害に遭うことについて考える場合、「その原因は、被害に遭った人の

性格や意識に問題があったからだ」などという思い込みから、「自分だけは大丈

夫」という楽観的な思考に陥りがちである。しかし、実際には誰もが被害に遭

い得ることが示唆された。そこで、過度な楽観的思考を避け、「自分も消費者被

害に遭う可能性がある」という意識を持つことが大切である。まずは、このこ

とをしっかり認識するだけでも被害の未然防止に大きな効果が期待される。 

 

（２）自分の内面的な傾向を把握しておく 

①性格的特徴 

アンケート調査の結果から導かれた、不審感を抱くような勧誘を受けた際に購

入・契約しやすい「リスキーな心理傾向」を基に、チェックシート38を作成した。

これを活用して、自分の性格や考え方の傾向をチェックし、どの程度「リスキー

な心理傾向」に当てはまるのか、すなわち自分自身の性格面の脆弱
ぜいじゃく

性を把握して

おくことで、勧誘に遭った際にも対応しやすくなる。 

  

                                                   
38 表８‐２及び図２‐41 より作成。 
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＜性格的特徴（リスキーな心理傾向）チェックシ-ト＞ 

※当てはまり度合いの選び方 

 １：ほとんど当てはまらない／２：あまり当てはまらない／ 

 ３：どちらともいえない／４：やや当てはまる／５：とても当てはまる 

チェック項目 当てはまり度合い 

拝まれるようにお願いされると弱い １ ２ ３ ４ ５ 

おだてに乗りやすい １ ２ ３ ４ ５ 

自信たっぷりに言われると納得してしまう １ ２ ３ ４ ５ 

見かけの良い人だとつい信じてしまう １ ２ ３ ４ ５ 

素敵な異性からの誘いだと断れない １ ２ ３ ４ ５ 

マスコミで取り上げられた商品はすぐ試したくなる １ ２ ３ ４ ５ 

好きな有名人が勧める商品は買いたくなってしまう １ ２ ３ ４ ５ 

新しいダイエット法や美容法にはすぐにとびつく １ ２ ３ ４ ５ 

専門家や肩書きがすごい人の意見には従ってしまう １ ２ ３ ４ ５ 

無料だったり返金保証があるならいろいろ試してみたい １ ２ ３ ４ ５ 

資格や能力アップにはお金を惜しまない １ ２ ３ ４ ５ 

良いと思った募金にはすぐ応じている １ ２ ３ ４ ５ 

欲しいものは多少のリスクがあっても手に入れる １ ２ ３ ４ ５ 

どんな相手からの電話でも最後まで聞く １ ２ ３ ４ ５ 

試着や試飲をしたために、つい買ってしまったことがある １ ２ ３ ４ ５ 

 

合計点 

合計点が 60 点以上：約 70％が購入・契約するゾーン 

合計点が 50 点台 ：約 50％が購入・契約するゾーン 

合計点が 40 点台 ：約 40％が購入・契約するゾーン 

合計点が 30 点台 ：約 30％が購入・契約するゾーン 

合計点が 30 点未満：約 25％が購入・契約するゾーン 

 

 合計点が高いほど購入・契約する人の割合が多くなるため（図２-41 参照）、合計

点が高い若者は自らの脆弱
ぜいじゃく

性がどこにあるのかを十分に認識し、特段の注意をし

ておく必要がある。自らの性格的特徴を把握し対策を講じることは、被害の防止に

有効である。 

 一方で、たとえ合計点が 30 点未満であったとしても、25 パーセント程度の人は

購入・契約したと回答していることから、「自分は大丈夫」と思うのではなく、しっ

かりと注意を払うことが必要である。 
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②悩みや不安の自覚 

悪質な事業者は、若者の抱える悩みや不安を狙って購入・契約を迫ることがある。

そこで、下記のチェックシート39を活用するなどして、自身の持つ悩みや不安を自

覚しておくと良い。これによって、悩みや不安をあおられた際にも冷静に対応でき

る可能性が高まるものと考えられる。 

 

＜悩み・不安の有無に関するチェックシート＞ 

 □容姿や能力に関するコンプレックスを持っていないか 

 □誰かを見返したい（評価されたい）と思っていないか 

 □お金に困っていないか 

 □日常生活に刺激が欲しいと思っていないか 

 □人間関係（友人・恋人・家族など）に悩んでいないか 

 □就職活動や学業、仕事先などで不安を感じていないか 

 

 

２．ＳＮＳに潜在するリスクの認識 

①ＳＮＳ上における知らない人からのアプローチに対する警戒感を強める 

 悪質な事業者は、ＳＮＳを利用することで、身元を隠して若者たちにアプロー

チを行っている。そのため、ＳＮＳ上でやり取りを行った印象で信用できそうだ

と感じることができた場合であっても、その相手が悪質事業者である可能性は否

定できない。したがって、日頃からＳＮＳ上の知らない人に対する警戒感を強め

ておくことが大切である。 

 

②ＳＮＳの特徴を把握しておく 

 ＳＮＳ上では、同じ話題に興味を持つ人同士がつながりを持ちやすい。このよ

うなＳＮＳの利点を逆手に取る悪質な事業者は、ＳＮＳ上で集まっている共通性

を持つ若者たちをターゲットとして、その興味・関心を利用するような勧誘を行

っている。簡単に多くの人とつながることができる便利さの反面、ＳＮＳが勧誘

のきっかけとなりやすいツールであることをよく認識しておくべきである。 

 また、悪質な事業者からの勧誘を受けて契約を締結した際、ＳＮＳ上の連絡先

しか知らない場合には、その後、相手との連絡が取れなくなる可能性もある。Ｓ

ＮＳ上で金銭の絡むような商品購入やサービス契約の話がある場合には、意識的

に注意すべきである。 

 

 

                                                   
39 第２章の図２-42 より作成。 
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３．知識の習得 

（１）悪質な手口や勧誘についての知識 

 悪質事業者が用いる手口や勧誘について十分な知識があれば、（悪質な）勧誘を

受けた際にも、「怪しい」、「不審だ」と気付くことができ、安易に主たる勧誘場所

（勧誘者の事務所等）に移動してしまうことを回避したり、消費者被害に遭うリ

スクを軽減したりすることが可能となる。また、マインド・コントロールについ

ても、その概念や手法についての知識を持っていれば、マインド・コントロール

状態に陥る状況を未然に防止できる可能性も高まると考えられる。したがって、

悪質な手口や勧誘についての知識を身に付けておくことが大切である。 

 

（２）契約等についての知識 

 契約についての知識がない場合、契約上適正な手続が採られていなくとも疑問

に感じることなく、勧誘者の言いなりとなって契約してしまう可能性がある。そ

のため、契約等についての知識を得ておくことは大切である。さらに、仮に契約

をしてしまった場合にも、契約の取消しやクーリング・オフについての知識があ

れば、金銭被害を回避できる可能性が高まるといえよう。 

 また、勧誘者の勧める商品やサービスについての知識がないと、それが価値の

あるものなのかどうか、自分では判断がつかず、相手から受けた説明が判断の基

準となってしまう。このことからも知識の重要性は明白である。一方で、知識を

身に付けるに越したことはないが、勧められた商品やサービスについて自身が知

識不足であるために、自分ではその価値を判断できないと感じた場合には、一旦

落ち着いて考えるためにも、その場では購入・契約の決断をしないことも重要で

ある。 

 

（３）借金の危険性に関する知識 

 借金をするリスクについての知識を得ておくことも必要である。ヒアリング調

査では、借金についての知識が不足しており、安易に借金をしてしまうケースが

複数見られた。借金やクレジット契約は比較的簡単に手続ができるが、その返済

は容易でないことや、利子が発生することなど、借金をすることで発生する責任

についても十分に理解しておく必要がある。 

 

（４）消費者被害に遭ってしまった場合の相談についての知識 

 消費者被害に遭った（又は遭いそうになった）場合にも、その後の対処方法に

ついての知識があれば、被害を免れることができる可能性が高まる。高額な契約

を迫られたり、少しでも不審に感じたりしたら、独りで判断せず、信頼できる周

囲の大人や、消費生活センターなどへの相談を行うべきである。また、仮に契約

してしまった場合に、そのまま泣き寝入りしないためにも、消費生活センターや



137 

 

消費者ホットライン（１８８）など、正しい相談機関についての知識を身に付け

ておくべきである。 

 

 

４.日頃から警戒感を高めるために意識すべきこと 

 アンケート調査の結果から導き出された「購入・契約の判断を行う際に若者が

用いる６つの視点」を改めて確認しておく。６つの視点を踏まえた検討が客観的

に見て十分になされない場合、「誤信」・「混乱」・「浅慮」という心理状態に陥って

しまい、通常であればしないような購入・契約に至ってしまう可能性が高まる。

そのため、これらの６つの視点から警戒的かつ客観的に検討することが重要であ

る。 

 

再掲：表８-１ 購入・契約の判断を行う際に若者が用いる６つの視点と警戒すべき内容 

 ６つの視点 警戒すべき内容 

① 商品・サービス価値への評価 
本当に必要なものなのか、 

購入・契約する価値があるものなのか 

② 勧誘者への評価 
勧誘者は信頼できるのか、 

信じる根拠は十分か 

③ 場の拘束感への評価 

買わないと相手に失礼であると感じたり、

自由を束縛された場の雰囲気に影響されて

いないか 

④ 否定的側面への評価 勧誘内容に否定的に感じる部分はないか 

⑤ 強引な要請への評価 
勧誘者から購入・契約することを強制され

て、判断に影響を受けていないか 

⑥ 説明への納得感 
勧誘内容を適切に理解し納得できたか、 

勧誘者の説明は本当に正しいものなのか 

 

 

 そこで、勧誘を受けた際に６つの視点ごとに注意すべき点を記載したチェック

シート40を作成した。これは、実際に勧誘の場面に遭遇したときに、チェックシー

トに当てはまるような項目があれば、購入・契約の判断を急がず、立ち止まって

改めて考えてほしいという観点から作成したものである。 

  

                                                   
40 第２章の表２-４を基に、勧誘を受けた際にチェックした方が良いと思われる項目を中心に作成した。 
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＜若者が勧誘を受けた際に注意すべき項目のチェックシート＞ 

【商品・サ-ビス価値への評価】 

 □今だけ付くポイントや特典に魅力を感じていませんか 

 □その商品が、希少価値の高い（貴重・レアな）ものだと思っていませんか 

 □その場の盛り上がった雰囲気にのまれていませんか 

【勧誘者への評価】 

□相手のことを信頼しすぎていませんか  

□相手との関係を壊したくないと思っていませんか 

□相手は日常では関わりのなかった人なのに、特別に親切ではありませんか 

【場の拘束感への評価】  

□少し疲れてきていませんか 

□今すぐ判断するように言われていませんか 

□少し断りづらいと思っていませんか 

【否定的側面への評価】 

□それは簡単には支払えない金額なのではありませんか 

□似たような悪質商法の手口を聞いたことはありませんか 

□誰にも相談せず決めて、前に進もうとしていませんか 

【強引な要請への評価】 

□相手の言い方は、ちょっと強引なところがあると思いませんか 

□なんとなく、相手に対して、少し怖いと思っていませんか 

【内容の主観的理解】 

□契約書や説明書を、しっかりと見ていないのではありませんか 

□ちゃんと調べずに、購入・契約しようとしていませんか 

 

 また、先に述べたＳＮＳに潜在するリスクを認識することや、諸般の知識を深

めておくことも、勧誘を受けた際、上記の視点から警戒的に検討できるようにな

ることにつながる。例えば、悪質な手口や勧誘についての知識を得ることで、勧

誘の否定的側面をしっかり認識できるようになる（「否定的側面への評価」）。 

日頃より６つの視点を意識して、あらゆる側面から警戒感を高めておき、手口

がめまぐるしく変化する悪質商法・勧誘に対処するスキルを向上させることが大

切である。勧誘に対処するスキルは、日頃から商品情報や広告・勧誘を鵜呑
う の

みに

せず、情報を多角的に捉えて、商品の長所・短所等を比較検討することを習慣付

けることによって身に付くものである。 

しかしながら、いざ勧誘の場に置かれた際には、うまく対応できなかったり、

何と言って断ればよいのか分からなかったりすることもある。また「場の拘束
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感」、「強引な要請」を感じた場合、実際にどのように逃れるとよいのかについて

は、今回の分析では解明するに至らなかったため、今後の調査・分析に期待した

い。そのため、更に一歩進んで、「この勧誘のどこに不審な点があるか当ててみ

る」、「こう言われたらこう切り返す」というような、実践的な訓練をすることが

望ましいと考えられる。 

そして、実際に勧誘の場面の遭遇してしまったときには、チェックシートの項目

を思い出し、少しでも気になることがあった場合は、その場ですぐに購入・契約の

判断をせず、一旦家族や消費生活センターなど信頼できる相手に相談してほしい。 
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第 10章 法学と心理学との関係性 

 心理モデル上は、「誤信」・「混乱」・「浅慮」という心理状態に陥ると、不審感を抱

くような勧誘であっても購入・契約に至りやすいことを提示したが、こうした心理

状態に陥らせるような勧誘の中核部分は口頭で行われることが多い。他方で、事業

者側が形式的には書面を整えている場合もあり、実際には事業者側が全く説明して

いないにもかかわらず、説明を受けた旨の署名だけさせられた、という例も珍しい

ことではない。 

 上記のような勧誘により被害に遭ってしまった場合を想定したとき、法学上では、

一定の要件を満たせば契約の取消し等ができると規定されているが、その判断に当

たっては、書証も重要な判断要素となる。形式的に整えられた書証が存在する場合、

その存在を覆すための供述も必要になると考えられるところ、勧誘に関して脆弱
ぜいじゃく

性がある人は、そもそも証言を再現する能力も不十分なことが多く、どのような勧

誘をされたか覚えていないために、一貫性のある供述をすることができない場合が

ある。このような場合、裁判実務において、被害救済は困難となることが多いとい

う指摘もある。 

 

 今回明らかにした心理状態と法学上の要件は別次元ではあるものの、以下では、

そもそも法学と心理学に親和性はあるのか、また、被害救済のために両者は何を目

指すべきなのかという観点から、法学と心理学の関係性を探る41。 

 

１．法学における意思決定の原則と情報に関する格差 

 法学では、「人間の意思決定が状況や環境の影響を受ける」という心理学上の研

究の存在を認識しつつも、人間の意思決定においては自由意思が存在するものとし

てきた。その理由としては、①自己決定による自己責任原則（人格の尊重）、②経済

取引への影響（「自由な取引こそが経済を発展させる」という観念）、及び③専門化

の進展（心理学に必ずしも精通していない法律実務家にとっての理解可能性）が挙

げられるが、これらに照らして法学上は、個別の意思決定の心理的事情を考慮する

のではなく、あくまで一般人を基準として、社会通念上の不当性判断を行っている。 

 ところで、民法や消費者契約法においては、事業者と消費者との間に情報や交渉

力の格差が存在すると想定されているが、このうち情報の格差については、具体的

に２つの格差が存在すると考えられる。１つは、情報の取得や処理に係る費用につ

いての格差であり、「情報費用」と呼ぶ。もう１つは、情報の取得や処理に係る心理

的バイアスについての格差であり、「情報バイアス」と呼ぶ。例えば、同様の情報が

与えられたとしても、事業者と消費者では、情報処理の段階で差が生じてしまう可

能性がある。 

                                                   
41 本章１～４は、第４回検討会における西内康人委員の発表を基にしてまとめている。 
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２．民法における伝統的類型と社会通念に照らした判断 

  民法では取り消すことのできる意思表示を定めているが、「詐欺」及び「強迫」

について、上記の考え方を基に分析する。 

  まず「詐欺」については、基本的には「情報費用」に注目して、一方当事者の

利害得失を誤認させるために他方当事者が無駄な費用をかけて偽の情報提供を

するものである。例えば、実際には消費者にとって 50 の利益しかないものにつ

いて、事業者が 20 の費用を投下して、あたかも消費者にとって 100 の利益があ

ると誤認させるような場合が該当する。次に「強迫」については、「情報費用」や

「情報バイアス」における情報処理は正確に行えることを前提とした上で、強迫

者の無駄な費用投下により被強迫者の利害得失を変化させるものである。例えば、

被強迫者にとって 40 の価値しかないものを 50 で買わせるために、買わないと 20

の害悪を与えると強迫する場面が該当する。 

  しかし、例えば「詐欺」については「情報バイアス」の要素（相手方が述べた

ことを素直に信頼してしまうという部分）も含まれており、この要素を安易に認

めてしまうと、自由意思の基礎である「自己決定による自己責任原則」、「経済取

引への影響」の原則を崩すことにつながりかねない。「強迫」についても同様の懸

念がある。そのため、民法上は、「詐欺」、「強迫」であると認めるための様々な要

件を設けることで、「縛り」を掛けている。特に、社会通念上、「一般人も信じて

しまうような許されざる情報提供」（詐欺）や、「一般人が危害と感じるような許

されない程度の害悪の告知」（強迫）でない限り、民法上の「詐欺」、「強迫」とは

認められないことになっている。 

  以上のように、法学上、「社会通念」や「一般人」という概念による縛りを導入

することで、心理学に深い知見のない法律家でも、判断の際に一定の合理的な歯

止めを掛けることができ、先に述べた①～③（特に②「経済取引への影響」に照

らした費用投下の無駄さ）についても対処することができているといえる。 

 

民法上の詐欺 民法上の強迫 

 

個別の心理的事情などを考慮し、該当する範囲を幅広く捉えてしまうと、

「自己決定による自己責任原則」、「経済取引への影響」などの原則を崩す 

ことにつながる 

 

「詐欺」や「強迫」であると認められるためには、 

「社会通念」や「一般人」という基準を満たさなければならない 
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３．消費者契約法第４条と心理学との関わり 

  消費者契約法第４条は、消費者と事業者との間にある「情報・交渉力の格差」

についての問題を、消費者側に有利に理解し、民法上の詐欺・強迫の規律を拡大

したものである。心理学との関わりに着目すると、「情報・交渉力の格差」として

の「情報バイアス」を実質的に考慮していると考えられる規定として「断定的判

断の提供（第４条第１項第２号）」と「不利益事実の不告知（第４条第２項）」が

挙げられる。 

 

規定 「情報バイアス」考慮の視点 

断定的判断の提供 

（第４条第１項第２号） 

情報の評価に着目している。確実性に対して重み付け

を行ってしまうバイアスや楽観主義が関連している

と考えられる。 

不利益事実の不告知 

（第４条第２項） 

利益の告知が行われた場合の不利益の不告知。プロス

ペクト理論の損失回避傾向（受けた不利益の方を重視

して見てしまう傾向）が関連していると考えられる。 

 

  このように、現行の法制度では、心理的な観点（心理バイアスや楽観主義、損

失回避傾向など）を念頭に置いているように読むことができる規定もあり、心理

学との関わりが一定程度存在するようにも見える。しかし一方で、「通常の人で

もだまされるかどうか」という観点を踏まえ、単純に、一般人たる消費者の被害

が多かった類型を抜き出しただけであるとも捉えられる。 

 

 

４．法学と心理学の関係性と今後の展望 

  以上の検討を踏まえると、法学上の概念の中に、心理学上の観点は十分に取り

込むことができていないのが実情である。しかしながら、法学上の概念に心理学

を取り込み、心理学に深い知見のない法律の専門家も安定的に適用できるように

法学上の概念として高めることや、心理学分野において、取引の中で心理的なバ

イアスが持つ影響について、法学者が理解可能な形で、整理を行うことなどによ

って、法学と心理学の両者が歩み寄る余地はあるといえる。仮に、救済範囲の拡

大を念頭に置くならば、一般人や社会通念という概念による縛りを克服するとい

う観点も思案されるところである。その過程にあたっては、法学と心理学が互い

に歩み寄る必要性も検討されるべき視点の１つであるといえよう。 
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５．消費者契約法の取消し類型（誤認・困惑）と心理モデルとの関係性 

消費者契約法の取消し類型（誤認・困惑）と第４章で示した心理モデルとの関

係性を示すと次の図のようになるものと考えられる。「誤認」の類型は、勧誘時に

事業者からの欺瞞
ぎ ま ん

的メッセージとして「不実告知」、「断定的判断の提供」、「不利

益事実の不告知」がなされることにより、契約判断時に事実を誤認している状況

に陥ると考えられる。また、「困惑」の類型は、事業者が退去してくれない、ある

いは、その場から退去したくてもできないという状況的要因によって、契約判断

時に困惑している状況に陥ると考えられる。また内的要因は「誤認」類型及び「困

惑」類型のいずれの場合にも間接的な影響があるものと推測される。 

また、本検討会での分析を踏まえると「誤認」類型に関しては状況的要因も一

定程度影響を及ぼしているものと考えられるが、現在の消費者契約法上は、その

影響が間接的な考慮要素としてしか読み取れない状況である。今回明らかとなっ

た状況的要因による影響も踏まえ、今後は、消費者契約法の「誤認」類型などに

おいても、状況的要因を直接的な考慮要素として取り込めるかどうかが課題とな

るであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

また、十分な検討ができずに契約に至ってしまう心理状態として「浅慮」とい

う心理状態があることが提示された。「浅慮」という心理状態は「誤信」や「混

乱」という心理状態を惹起又は強化するという一面がある。現状の消費者契約法

の条文においては、主として誤認類型・困惑類型として「誤信」や「混乱」とい

う心理状態の一部が契約取消しの対象となっていると考えられるが、「浅慮」の特

図 10‐１ 

内的 
要因 

状況的
要因 契約 

要 因 思 考 心理状態 結果 

簡便な思考 

内容吟味の思考 

誤信 

混乱 浅慮 

事業者 

からの 

欺瞞的 

メッセージ 

ぎまん 

心
理
モ
デ
ル 

消
費
者
契
約
法
上
で
の
類
型 

・不実告知 

・断定的判断の提供 

・不利益事実の不告知 

・不退去 

・退去妨害 

契約判断時の 
消費者の状況 

契約 

困惑 

誤認 
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徴を踏まえると、今後は、「浅慮」について、上記心理状態の惹起・強化要因とし

て考慮する余地があるといえよう。 

 さらに、心理モデルにおいて示されたとおり、実際の意思決定過程では「誤

信」・「混乱」・「浅慮」という心理状態は、相互に影響しあって渾然
こんぜん

一体として意

思決定に影響を与えている一面がある。これら意思決定過程を包括的に評価し、

一定の場合に表意者を保護する可能性も考えられるところである。 

 なお、「誤信」・「混乱」・「浅慮」が法学における意思決定に及ぼす影響や、「誤

信」・「混乱」・「浅慮」と各種消費者保護規程との関係等については、今後、更な

る調査・検討を期待したい。 

 「消費者の自主的かつ合理的な選択の権利」（消費者基本法、特に同法第２条第

１項）を実質的に確保するためには、消費者が実際にたどる意思決定過程に即し

た形で表意者保護規定を整備することが望ましく、将来的な立法の課題となり得

ると思われる。 
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【コラム２】産官学協働での大学生による消費者教育推進の取組についての紹介 

 

 本報告書でも取り上げたように悪質な事業者による若者の消費者被害は絶えず、

ここまで消費者被害に遭わないために若者が注意すべき点をまとめてきたところ

である。一方で、事業者が若者に「消費者」としての意識を持ってもらうための取

組を展開している例がある。ここでは、「若者が悪質な事業者による消費者被害に

遭わないためにはどうしたらよいか」という視点から一歩進んだ内容として、事業

者が取り組む若者への消費者教育に加え、それに参画する若者の主体的な取組の一

部を紹介する42。 

 

 大阪府消費生活センターより委託を受けた「産学協働人材育成機構ＡＩＣＥ」 

（以下「ＡＩＣＥ」という。）43に、公益社団法人消費者関連専門家会議（以下「Ａ

ＣＡＰ」という。）44が協力し、関西圏を中心に、年に３回「企業×学生交流会」（以

下「交流会」という。）が開催されている。 

 

（ア）交流会の目的 

 交流会の目的としては、消費者教育に係る大学生間ネットワークの形成を促進す

ること、消費者教育の担い手として若者のリーダーの意識を高めること、企業の消

費者教育活動を知ることで多面的な企業活動への理解を深めること等が挙げられ

る。 

 

（イ）交流会に参加する主体 

 交流会の実施に当たっては、ＡＩＣＥやＡＣＡＰだけでなく、学生も運営面に携

わっており、学生の主体的な活動による消費者教育活動を行う組織である「大阪府

消費者教育学生リーダー会」（以下「リーダー会」という。）が、その中心的な役割

を担っている。交流会への参加者は、一般から募集し、学生であれば、誰でも参加

できる仕組みとなっているが、とりわけリーダー会に所属する学生は、「消費者」と

しての意識を持ち、積極的かつ主体的な取組を行っているといえる。また、リーダ

ー会は、交流会以外にも、大学の文化祭などの場で、学生が狙われやすい悪質商法

の手口を寸劇にして演じ、注意喚起を行うなどの取組も行っている。 

                                                   
42 本章は、第３回検討会における岩井清治委員の発表を基にしてまとめている。 
43 産学協働人材育成機構ＡＩＣＥ（Academia-Industry Collaborated Education Organization：通称「ＡＩ

ＣＥ」）は、大学相互の連携を深めるとともに、産業界、地方公共団体、地域社会と協力し合い、アクティ

ブラーニングの質保証を中心的テーマとした産官学地域協働による人材育成を行うことを目的とする組織。

（http://www.sneeds-b-kansai.jp/AICE/index.html） 
44 公益社団法人消費者関連専門家会議（the Association of Consumer Affairs Professionals：通称「ＡＣ 

ＡＰ」）は、企業や事業者団体の消費者関連部門に所属し日々消費者の声に接している責任者・担当者が、

業種を超えて集う組織であり、消費者と企業の橋渡し役となるべく活動を行っている。

（https://www.acap.or.jp） 
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また、交流会には企業の消費者関連部門などで働く人員が参加することになって

おり、事業者の消費者志向経営45の取組等の紹介や、学生とのグループワークを通

じて、消費者と事業者が共に消費者教育について考える場を提供している。 

（ウ）交流会の具体的な内容 

 交流会では、リーダー会を中心とした学生の活動紹介や「消費者を大事にする企

業」の活動紹介などを通して、参加者である学生たちに、同世代の学生が消費者と

しての意識を持って行っている自主的な取組や、企業による消費者の視点に立った

取組などへの理解を深めることができる構成となっている。加えて、各回に消費行

動に関連するテーマを設けており、学生と企業の双方の参加者が満遍なくグループ

を作り、グループごとに「自立した消費者として何ができるか」などの観点から、

意見交換を行ったりしている。このようなプログラムを通して、学生に、日々の行

動等について立ち止まって考え、さらに若い世代として何ができるかを主体的に考

えてもらうきっかけを与えている。 

（エ）消費者としての意識を持った若者の主体的取組 

 学生が消費者としての自覚を持ち、主体的に取組を行うことは、消費者被害に遭

うリスクを減らすことにもつながるものと考えられる。本検討会の議論の中では、

「大阪府消費者教育学生リーダー会」のほかにも、兵庫県を中心に活動する「くら

しのヤングクリエーター」や関西中心に活動する「ＮＰＯ学生団体スマセレ」とい

った、消費者問題を考え、行動する学生団体について言及がなされた。このように、

消費者問題に関心を持って主体的に取り組む若者が同世代の若者に対して働き掛

けを行うことで、消費者問題に関心のない若者にも「消費者」としての意識を持つ

きっかけが与えられる可能性がある。若者たちの自主的な取組の波及にも期待した

い。 

45 消費者志向経営とは、事業者が消費者の視点に立ち、消費者の権利確保及び利益向上を図ることを経営の中

心とし、持続可能で望ましい社会の構築に向け、社会的責任を自覚して事業活動を行うことを指す。 

＜企業×学生交流会の参画主体＞ 

大阪府消費生活センター 

産学協働人材育成機構ＡＩＣＥ 

官 

消費者関連専門家会議 ACAP 

大阪府消費者教育学生リーダー会 
参加学生など 

委託 

学 

産 
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おわりに 

 

 本検討会では、消費者被害に遭う若者の心理に着目して分析を行ってきた。勧誘

された経験のある１万人以上の若者から回答を得たアンケート調査の結果からは、

若者は誰しも消費者被害に遭う可能性があること、さらに、その前提に立った上で

自らの性格的特徴等を把握し、その特徴等を踏まえた対策を講ずることが被害の防

止に有効であることが明らかとなった。 

また、勧誘を受けた際に、若者は６つの視点（商品・サービス価値への評価、勧

誘者への評価、場の拘束感への評価、否定的側面への評価、強引な要請への評価、

説明への納得感）から勧誘内容を検討しており、被害の防止のためには、この６つ

の視点について警戒感を持って検討できるようにすることが重要であることも示

唆された。 

今後、より幅広い世代に対する調査等が行われれば、若者特有の傾向が更に明ら

かになることも予想される。なお、今回のアンケート調査では、（第三者から見て）

不審感を抱くような勧誘を受けた経験のある若者を対象としたが、今後、勧誘され

た経験のない若者に対しても調査等を行うことで、勧誘経験の有無による意識や考

え方等の差についても探ることができるであろう。 

 さらに、ヒアリング調査を行った７つの事例からは、若者が消費者被害に遭う際

に、勧誘内容をどのように判断しているかについて、そのときの詳細な心理状態を

伺うことができた。 

 これらアンケート調査やヒアリング調査の結果から、若者が勧誘を受け、消費者

被害に陥ってしまう際の「誤信」・「混乱」・「浅慮」という心理状態について考察を

行い、心理モデルを提示することができた。今後の消費者行政において、若者の消

費者被害の防止、救済のための諸政策の企画、立案に当たっても、こうした心理状

態に陥る過程や原因にも焦点を当てることが、より実効的な政策実現につながるも

のと考えられる。 

また、自分自身が被害に遭いやすい性格であるかどうかを判断するためのチェッ

クシートについて、大規模なアンケートによる統計的裏付けのある形で作成できた

ことは、かつてない試みであり、大きな意義がある。このチェックシートが各所で

活用され、若者の消費者被害防止につながることを強く期待している。 

 加えて、本検討会の議論の中では、若者の消費者被害の発生・拡大をいかにして

未然に防止するかという点についても言及がなされた。被害防止に向けては、今回
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導き出された消費者被害に遭う心理的要因について若者自身が認識し、悪質事業者

による勧誘に対して意識的に注意していくことが必要となる。検討会の議論の中で

も指摘があったが、実際に、若者が気を付けていくべきことを理解し、悪質な勧誘

への対処方法を身に付けるためには、消費者教育に期待されるところは大きい。現

在、消費者庁は、消費者教育教材「社会への扉」を用いた実践的な消費者教育が全

国の高校で実施されることを目指して取組を進めているところであるが、このよう

な消費者教育の場において、本報告書の内容が参考とされることを期待する。 

本報告書では知識を得ることの重要性にも言及しているところ、正しい知識を身

に付けることで、勧誘時に心理的影響を受けた場合にも冷静な判断ができる可能性

が高まると考えられる。一方で、ただ知識を身に付けるのではなく、身に付けた知

識を活用して行動できなくてはならない。このような観点からは、実際に悪質な勧

誘にあった場合にも適切な行動がとれるよう、悪質な事業者からの勧誘を想定した

実践的な訓練を行うなど、若者に参加型・体験型での教育を行っていくことがより

望ましいという指摘も委員から多くなされた。実践的な訓練や教育の際には、本報

告書で明らかとなった内容を活用いただきたい。 

 悪質な勧誘に対する若者自身の対処力を向上させることは重要であるが、一方で

悪質な事業者も次々と新たな手法を用いて巧みに若者を狙ってくる現状があり、若

者の対処力の向上のみでは被害を防ぎきれない側面があるのも事実である。このよ

うな観点から、被害の救済や事業者への抑止力としての機能にも鑑み、消費者契約

法における取消し類型の在り方等、法制度の検討に関し、本報告書で提示した心理

モデル等を考慮しつつ、今後更に検討を進めていくことが望まれる。 

 本検討会は 2017 年７月に徳島に開設された消費者行政新未来創造オフィスにお

ける消費者庁の基礎研究のプロジェクトの１つとして進めてきた。消費者被害に遭

う心理に焦点を当てた分析は、消費者庁としても初めての試みであり、成年年齢の

引下げが迫りつつある中で、極めて時宜を得たプロジェクトであったと考えられる。 

 重要なことは、本調査から得られた結果を活用して、今後、若者の被害をいかに

防止していくかである。本報告書の内容も踏まえ、若者の消費者被害についてのよ

り深い分析、さらには、被害の防止に向けた具体策の検討・実施が行われることを

期待したい。 

 

 




